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第 4章わが留の公益企業の範閤

l節はじめに

公獄事業法というような公益事業に共通する基本的法窪，すなわち，公益事

、ての総括的統一的法律は，存在しない。しかしそのような法律の制

定の兆候が，過去においてなかった訳ではない。題和?年，地昌宏理事を中心

とした(時東京市政調査会が，次のような理由から公益金業法案を世に関ったこ

ともある。すなわち，一般の需要にずることと独点的性質を帯することの 2

つの特費をもっ経済的企業を公・私営を間わず会益企業として，その機能を十

分に発揮させるためには，そのような企業の経営上の総括的統一的準尉として

公益企業法が是非とも必要であるという盟由から，同法案が世に問われたので

あったむ

しかしこの種の企業経営に対しでは，すでに品種公益事業別に鶴間事業法

が制定され，必要な規制がなされていたので，同法案の或立を可能にいたちし

めるだけの土壌が，当時，社会に存在していなかった。もち 今日でも間

様に存在していないのであるが。

それにもかかわらず，当時，公益企業法の必然性を向調査会が主張した理由

i主次のとおりでるった(1)。

1.担君Ijの公議事業法試各公益事業について，それぞれ特別の規制を課す

ことに重点がおかれているので，統一化された公益企業法を制定すること

によって，題意Ijの公益事業法に欠けている一般的共議事項を補うことがで

きること O

2.韓翌Ijの公益事業法の長所を生かして同法に誤用し短所を捨象しある
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いは修正して同法に採窮することができること 9

3.開法の円滑な強行によって，公蕗企業の機能が充分に発聾されると

に，機構や条件等の語講IJ疫も整備されるようになること由

また，同法案の要織は，次のよう から構成されていた。

上 公諮企業の自的とその溜用範囲

2. 公益企業の特許

3. 公益企業の新経営形態

4. 

i 公益企業者の権科義務

6. 公益企業の助成

7. 経営菅理の統制

8. 企業の賞授

9. 公益企業の行政統制と業務監督の機関

上記のような目的と内誌をも

にかなりの関i心を与えたのであ

しかし法制化するに歪らなかった。

れる。

官界， 産業界

としては，次の 2点が指摘さ

1.公益企業法が施行されるための前提条件としてむ社会経済環境が，当時，

整備されていなかったことであるむすなわち，公益企業政壌を施行する上

経護基盤が確立されていなかったがゆえに，その政策を施

行する上での基本法としての公益企業法の不成立は，当然のことであった

といえる銭。

2 公益企業審事院警公益企業監禁会設置に対する既設行政機関の懸念

わが冨の行政の慣行は，法案が立法化された場合，その法令の執行や改正等

の作業は，既設の符政機関によって抱行されることが一般的であったし今日

でも同様であるむこのような意味かちも理解されるように，開法案に示された

公益企業審事院は?と公益企業監査会的が設翠された場合，所箸の既設什政機関

権隈の縮小は，明白となった。それゆえ，既設の行政機関は，上記の調機関設
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して，批判的であった。

して公表された公益企業法

札問調査会の懸命な努力にもかかわち

り，公企業の民営{とが進行している 9

と「公益企業の経堂上の総話的統一色j の整合性

いう機連iまない。このようにわが国において，

今ヨ，なお公益企業の経設に関する総括的統一的準員IJが法制イヒできない理由は，

政時が公益事業や公益企業に関する根本的な統一基準や致策を長期的視野に

立って講築しようとせずに，

た想期的視野から，

してきたこと

してきた社会経済環境に基づい

いで独自の掘別事業法を制定

自に監督してきたことに起因す

る。

しかし公益企業に法的な統一的概念、告与えようとして，諸種の法規の中に

散在されている公益事業や公主主企業に関する定義的な条項を掘り起すことに

よって，公益企業概念をそザイク的に描お公益企業概念、を構築しようとした

先学者として，蝋山政道教授と林信雄教授がし

蟻山政道教授は，わが国の公益企業概念、の構築iごついて，次のように指摘し

ているo 我国の公益企業概念、の鵠成は，米閣の場合の如き詞法権の優越の憲

法制度に叢格に適合する必要はない9 さりとて，英国の場合の如く自由党や労

楊党の如き進歩的分子の政葉の上かちする金業の底思j論が発達していない号

従って我国の公益企業概念の特徴は，主として行政官沖の立案によっ

通遅したる各種の制定法を通じて探究する外はなし

三
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上記の掻出教授の指撞は，次のようなこと

わち，わが冨における公益企業観念の叢IJ定は，

よって公益企業の範轄を艶定するという

ように議会が政策遂行上の必要から立法によっ

いう方式によるものでもな~'0そ

ると

した法令の制



122 

定の後に，それらの中

条の論理の糸をたぐっ

れる。

されている「会共の科益となるべき とか

るF言語で思考さ ミる一

きである，ということを意味していると思わ

林教扱は，昭和33年の論文(8)において公益事業・公益企業に関す

法の制定のないままに公義企業として統一的捜;合、捧或の可能なものをば，い

わばそザイク的に各撞の法授の中に散在せしめているものとせねばならな

いι という認識の下に，私権規制の観念としての公益事業と，調整対象の概

念としての公益事業とに大別して，各種のわが閣法制上の公益事業の理念、的，

歴史的究明のうちに，わが国法制上に現れた f公益企業j 機会、のモザイク的性

搭を明らかにし f公益企業j 概念、の揖或の試留を素錯しようとしたむ

しかるに，公益事業や公益企業をカテゴワー化した一般法が制定されていな

い現在，かつて両教授が各種法視の中に顕在的，潜在的に散在されてい

事業や公益企業に関する定義的条項を掘り起して公益企業概念を構築しようと

したと 公益企業概念、定を構築することが，最良な方法であろう

と患われる。

しかしながら，公益企業概念を鵠築すべき缶鐘があるかどうか疑問をいだく

、ないわけでなかったへなぜなら，公議企業概念、は制度概念

であり，歴史的背景，文化程度，政治経済制度，生活様式，自然環境等を土壌

とし社会的合意によって靖築される経済制度の一部分であるからであるc

しかし会議企業詰制度的なもので為り，決して絶対的，器定的，重一的，

不変的なもので・ないにもかかわらず，公益企業概念なかんずく公益企業の範囲

を恒常的に楼昧のままにしておくことは，社会制度上，次のようなことから決

してよいことではなLU1010 

ミ〉行政上における公共事業の位麗，公企業の位量，会益企業の泣農を不顎擦

にしておくことは，それぞれ，抱えている問題〈問えば財務，人事，結権

機寵料金設定，規制等の問題)の解決を，ますます関難にする。

②社会構造の進化にともない，公議企業が必然的に変化していくものである
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とはいえ，その行動様式は，一定の罷史過程で規定されるべきものである

から，会益企業概念の不明緊性は，一定の歴史過程における公益企業の経

済的機能，社会的機能を不明瞭のままにしておくことになる。

昏公益金業観念の不明瞭性比「一般私企業に対する規制Jと f公益企業規

制」との関係を護昧にすることとなり(特に独占規樹に対しての見解を唆

昧にすることとなり)，諸費者である一般公衆は，多大な損失を蒙りかぬ

ない合

以上のような理由から，会益企業捜念なかんずく公益企業の範囲を構築する

〕とは，決して研究者のもつ特有の気晴に終るものでないし徒労に終るもの

でなL王。それゆえ，わが器に散在する諸法に共通する公益事業や公主主企業の範

囲に関する糸をたぐって，わが留の公益企業の範囲を考紫することを，こ

の課題とする。

さて，この輩の課題を考察するにあたり，散在する諸j去を，下記の舎器。の

ように社会経済的機能別に分額しそれぞれの内容に慨して考察する己

e 公共の利益という目的おために私権を規制している法律

守幸 一般公衆の需要に供するという目的を開示している法律

む 公共の福祉を目的とする公営の鶴別生産経済体に関する法律

u主〉

(l)財)東京市政調査会嶺 f公益企業法案』鱗東京市政調査会，昭和?年， pp.20-21. 

(2) 東京事政調査会tt.昭和?年 7月公判の f公益企業に関する諸家の意見』という

報告書の附録として「公益企業法案に対する世論一斑Jを記載している O その内容

は，同調査会の発行した報告書であるが中えに，大量，その必要性を認めている意

見が記載されており，批判的意見は記載されていない。

(3) 背中龍雄教捜は，公益企業政策を能行するに註，平和経済が前提であると志議し

ている。しかし当時，日本は軍事拡大化の方向に進行していたことから，平和経

済から次第に遠ざかるようになっていた。

ヤ7中龍竣犠 f公益事業研究i第 l権第 1号現下の日本と公益金業」公益事業学

会，昭和24年3月. p.l1. 

(4) 公益企業審事院という機関の権限は，患なる諮問機関の権隈より大きい。しかし

アメ 1)カの独立行政委員会のような大きな権限〈議会と行政府から独立し法の委
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任の範圏内で規制措をもち，審閣機をもっ)はない。この機関について，公益企業

法案作成の中心であった池田宏理事は次のように説明している o r公益企業に関す

る重要なる処分事項に付いては什政官庁の自由裁量にのみ委ねることなく，必ず比

の公益企業審議院の識に繋からしむる事とし又克く各省大臣の諮問に応じ又進ん

で関係各大臣に建議すること安得べからしめ，其の職能を完くするに足る組織と，

其の運用に関し，具さに案を献じ，動もすれば，権威を失墜せんとするの行政上の

時幣を匡救し，拾も知識経験の時たると共に司法司直の権威に窟り，各種重要統制

事項;こ討して能く操るべきの規当章受議れ，故て以て公益企業行政の振粛を留り，克

く行政統制の中転機関として，公益企業行政の公正なる撞護者たらしめんことを期

したり。J

続東京市政謁護会場，前議議. p.37. 

(5) 公益企業監室会という機関誌季内嬰総理大臣の管理下にあり，公益企業の業務，

会計，工事及財産等について必饗なる監査をする機関である。この楼鑓'i.会長と

監査員で組織され，問機関が開漕によ欝営されるようにれそれらの下;こ庶務や事務や

技指iこ従事する幹事や欝記者干名が配護されている。会長は内閣総理大臣がなり，

監査員は公益企業の種怒りごとに l人配置される。ただし l事業に関し所習の大

室が数人関与する時は，その管撃事務報に l人配置される。そして監査員は主務大

臣の議により内閣によって日命される。

(捌東京市政調議会端，削f局審. pp.321 327. 

(6) わが国の公議事業・公経食業lこ関する総括的・統一的基準は制定されなかったが，

公益事業として一般的に認められうる個別の公益事業には，それぞれの事業法が制

定された。そして，各事業の問的やその定義については，各事業法の中に“公共の

福祉を増進する自的"とか“一般の需要に応ずる事業"というような表現で明記お

れているo

(7) 蟻山政選箸. r去益企業論』国土社，昭和55王手 3月. p.16. 

(8) 林fきま長犠. r公益事業研究2第10巻第 l号法華IJ上の雛念としての会議事業j 公

益事業学会，昭和33部?丹. p. 8 

{号)E. W. Clemens，Economics and Pubulicじtilities.1950年 f公議企業経宮論

〈上).1竹中韓竣監訳〈昭和28年)，ダイヤモンド、投， p.21. 

締 結語. r公益挙事業務究j 第31巻第 2号公益企業概念、についての再考繋j 公益事

業学会，招和55年 i丹， pp.50---52. 

第2節 公共の利益という目的のために私権を規制している法待
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土地技用法(昭和初年 8丹5日公布，法21立関年12月l日施行〉

「この法律は，公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し

その要住手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し公共

の利益のま議選と私有財産との諦整を図り， もって器土の適正且つ合理的な引用

に寄与することを呂的とする。~というように，第 l 章 総長IJ，第 i条に土地

収用法の目的を示している。第 2条では土地を収用又は寵用できる

「公共の利益となる事業の用に供するためj と限定しさ色に

に{共することが土地利用上，議正且つ合理的であるときj と限定している。ま

た，同法 3条に，異体的に土地をij文用又は使用できる公共の利益となる事業を

列挙している。そして，ぞれらの事業を遂行していくための施設・設備と

以下の鞄設・設備が容認されている。

1.道~~， 2. 河川施設〈堤院議胤ダム， 71<8主計水池)， 3. 砂i訪設備，

4.地すべり訪ょと施設， 5. ぼた山崩壊訪止施設， 6.急傾斜地崩壊防止施設，

7.運机 8.農業罵道路， 9. 期水路， 10. 排水路， 11.海時堤防， 12. か

んがい部地， 13. 防麗林， 14.土地改良に梓う施設， 15. 地下水源の利用施設，

16恥鉄道事業譲設， 17.索道事業施設， 18. B本鉄道建設公団施設， 1立本州

四国連絡橋公盟擁投. 20. 軌道施設， 21.無軌道議離籍設， 22. 石油パイプラ

イン事業施設， 23. 一般乗合旅客自動車運送事業施設， 24. 一般貨物自動車運

送事業接投， 25. 自動車ターミナル事業施設， 26. 議湾施設， 27鯵漁港撞設，

28. 海岸保全施設， 29.航路標識擁設， 30. 71<路損j量:諜識施設， 31. 

32. 航空保安建設， 33. 気象観樹施設， 34. 電波監視範設， 35. 国又は地方公

36. 甫気通告事業譲設， 37. 放送事業設構， 38. 電気

事業蒐設， 39.電源開発株式会社施設， 40. ガス事業施設， 41.水道事業施設，

42. 工業用水道事業施設， 43. 下水道事業施設，社消防施設， 45. 71<訪施設，

46. 学術研究蒐設， 47. 公民館， 48.博物館， 49. 国欝鉱 50. 社会福祉事業

務設， 51.公共鞍業能力開発施設， 52.公的藍療機関施設， 53. 火葬場， 54. 

と畜場， 55. へい獣処理場，部.廃葉物処理場， 57. 公衆便所， 58.卸売市場，
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59. 自然公器， 60. 自然環境保全地域及び保全事業擁設， 61.都市計画法に基

づく住宅， 62.庁舎， 63‘公営工場， 64.公営研究所，見公営試験所，部.

公営市場， 67. 公営運動場， 68.公営慕地， 69. 公営広場， 70. 合言縁地， 71. 

72. 日本原子力研究所施設， 73.動力:炉・核燃料開発事業施設， 74. 71< 公園，

資源開発公開擁設， 75. 愛知豊JI開水施設， 76.字器開発事業施設， 77. 

らに，上記の施設・設{轄を利用する場合に不可欠な通路，橋，鉄

軌道，索道，篭話線，7k路，油井，土石の捨場，材料の量場，職務上常駐

を必要とする職員の詰所又は措舎その{患の譲設に対しでも土地の校現又は使用

が容認されている。すなわち，上記の施設・投構に用する土地を，国や地方公

共盟体や公有公営の経営体はいうにおよばず，私省私営の経営体であっても，

同法第 3条の事業内で，公共の利益となる事業を経営するために利用しようと

る場合， その経営体によって寂期され，使用されることが，可

る。

しかるに上記からも推論されるように，土地収用法は，公共の手j益のため

に私権が規制されている内溶(1)を示している法律であるといえよう

そのこと地Li.

能であるということ

換言する

ならば，土地収用法とは，ある主体が経済的機能を遂行する過程で必黙約に公

その合共の利益が客体の私撞より優先され

される場合，客体の私権が規制される

共の利識と一致する場合で，かっ，

るべきであることを何人によって

という法律であるc

いうまでもなし経営体が会共の孝IJ益をi遂行するために土地収用法の遺舟を

する場合，非企業と企業という 2つの異なる経営体に大別される司前者

の所有主体は爵や地方公共団体であり，公共事業としての準湾，道路，公罷等

している経営体である。それらを維持・を税金や特別課税によって建設し

それゆえ，企業としての性格を有しない。後者は，所有主体が公的であれ毛主的

ピスや財)を公衆に適正価

自らの経宮安維持・発展させるという性格を有す

る経営体〈継続企業)である。それゆえ，前者は公共事業の範鴫に麗し後者

であれ，洪給するサービス〈日

絡(差別なし〉で販売して，

は公益企業の範轄に課する。
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らも理解されるように土地収用法は，公共の利益と一

致する法律であるからといって，土地収用法の全てが公益事業法ではない。す

なわち，公益企業と関連している土地収用法の摂ちれたその部分は，公益事業

法であるといえるが，公共事業と関連している!司法のその部分は，公益事業法

であるとはいえなlio

かくして， r前述の武地収用法第 3条の事業Jと上記の私見による土地収

用法と公益事業法の関連性の考察」から，土地収用法に内包されている公益企

業の範囲を推論すれば，おおよそ，次のように示されるだろう O

1.鉄道事業法にもとづいて能人の需要に応じ鉄道による旅客又は建物の

運送を行う経営床応

2.軌道法にもとづいて一般交通の用に供する

は無軌道電車事業経営体(3)

3. 石油パイプライ

ラインに属する

もとづいて，一般の需要に応じて石油パイプ

して石油輪送を行う経営非41

4. 葦蕗運送法にもとづいてー最乗合旅客

じ路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送す

をなす経宮体

5. 貨物自動車運送事業法にもとづいて，他人の需要に応じ，特別横合せ貨

物運送事業(営業所その{棋の事業場において築設された貨物の仕分けを行

い，集貨された建物を績み合わせて地の事業場に運送しさき該告の事業場

において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものであって， これ

らの事業場の間における泡該議合わせ貨物の運送を定期的に行う事業)を

なす経営体(6)

6.航空法にもと

7. 意気通常事業法にもとづき意気通告事業をなす経営体8)

8.放送法にもとづき

9.意気事業法にもとづき じ，霊気を換給する事業をなす竜
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10. ガス事業法にもと

業をなすガス事業経営体(11)

11.水道法にもと

なす水道事業経営体(!2)

12.下水道j去にもとづ怠下水道事業をなす下水道事業経営体(3)

上記のように，公共の利益という自的のために私権を規制している土地収用

じ，導管によりガスを供給する事

じて，水道により水を供給する

法に明示されていて，かっ，一般の需要に応じて財や用役を継続的に供給する

事業を詰む鶴前生産経済体〈経宮体〉は，いずれも公益企業であるむしかし

それるが税金や特別課税によって経堂されるようになったなちば，

範盟に罵さず，

金や特別課税によ

るようになる。反対に，

一般の需要に応じて，

して経営されるようになっ

3 

その

ような経営体は，公益企業の範聞に属するようになるc

しかるに，

のでないこと

決して絶対的，閤定的，画一的，

しておかなければならないc すなわち，

文化，科学技術，生活様式等を土壌と

れるものであり，それゆえ，制度的なもので、ある。また，

も

舟
パ
}

れる事業は，

グコ

していかなければならない経営体とし

り上げても，社会経済環境や文化程度等によって相違するもの

り， もっと制度的なものであるといえるむしかしであるか

定のj轄史i話器で公益企業の行動様式を援観するならば，公論企業は制度的な経

宮捧でお 一定の運動法要IJをもち，一定の行動横式をとっていることも事

o主)

(1) 私権の規制と公益企業の関連性については，すでιアメリカ台乗器において，

1887部のマン対イリノイ州事件で重要な原酎が示されている。師事件の判決は，上

記のような関連性について次のように明示している。 r私容財麓が“公衆の幸IJ益に

資務を魚う"ものであるとき，それは，単なる私権であるべきことをやめることに
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なることを我々は知る。このことは， 200年前にイギリス高等法院の首席裁判官

へール卿が，彼の論文『海港論 De porctibus Maris~ の中で述べられていた

とであった。それ以来，財産法における本質的嬰件として，反対されることなく受

諾されてきたのであった。財産がある意味で会共的結果を生み，かっ地填社会全鞍

に関与するように使期された時，それは公共の利益をともなってくる。それ争え李

白迂の射設が公衆と利害関係をもつように手IJ用された鋒，人は，実緊，その有用に

おいて公衆iこ孝IJ護関認を容認したので~るc そして， このように創られた科害関係

の範盟内で，公共の蕃のため，公衆による続縦に殺さなければな己ない。……j こ

の判決は，私膏財産権は絶対的なものでなく，公共の利益によって眼定されるとい

うことを明訴したものであった。いわゆる，それまでの私有財産制，契約の自由，

競争の自由長選守していたLeissez-faireの思相、に替るものとして，当時，すでに

潜在化していた新しい自由主義が，形を整えて生成されだしたのである O この背景

は，当時，イギリス間様にアメリカの社会・，縫滞環境にも産業化の波がおしょせ，

個人の自由や生活は，それまでとは違って，吾首、なしに社会化をともなうようにえよ

り，全体の社会播祉に一層，緊密不可分に結ばれるようになったことに記霞している。

Paul J. Garfield and Wallace F. Lovejoy. PublicじtilityEconomics， 

Prentice-“Hall. INC.， New Jersey， 1964. P建 7.

出 土地校用法第 3条第?号，鉄道事業法第 i条・第 2条

(3) 土地技用法第 3条 8号 の し 軌 道 法 第 i条

(4) 土地収賄法第 3条 8症すの 2，石油パイプライン事業法第 i条・第 2条

(5) 土地収用法第 3条 9号，道路運送法第 l条，第 2条，第 3条

(6) 土地収用法第 3条第 9号，貨物自動車運送事業法第 l条，第 2条

(7) 土地収用法第 3条第12号.航空法第 i条，第100条，第101条

(8) 土地収用法第 3条15号の 2，電気通信事業法第 i条，第 2条

(9) 土地収用法第 3条16号，数送法第 i条，第 2条

郷 土地収理法第 3議17号，雲寒気事業法第 i条，第 2条

辺土議技用法第 3粂17条の 3. ガス事業詮第 i条，第 2条

訟土地q叉培法第 3条18号，水道法第 i条，第 2条.第 2条の 2，第 3条

踏土地収用法第 3条18吟，下水道法第 i条，第 2条

2 独占禁止法(私的独占の紫止及び公正取引の確保に関す

4月14日公布・純什，

独占禁止法は，一般消費者の科益を確保するとともに

昭和22年

欝全な発達をilE進するという経済的民主主義の謹立を目的として制定された、法
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律である。

そして，上記の民的を確立していくべき指導原理として，公正立つ告白な競

争を挺進し事業者の創意を発揮させ，事業活動を盛んにし麗錆及び盟民実

所得の水準を高めることを明示している。

また，これらの指導原理を具現化していくための方法として，私的独占，不

当な取引制椴及び不公正な取引方法を禁止し事業支記力の過度の集中を防止

して，結合，協定等の方法による生産，販売，価格，技術等の不等な軒間その

抱一切の事業活動の不当な拘束を排除することを明確にボしてい

ところで，独占禁止法は，資本主義経済体制を基盤として戒立している。い

わゆる，私的所有権，契約の自由，競争の自由の 3つを基盤として成立してい

る。換言すれば，自由競争経済が遵守されることによって，企業は能率的経宮

をなし結巣としてー殺諸費者の利益が確保されるとともに，臨畏経済の民主

的で健全な発連が促進されるという古典経済学理論が，強占禁止法の基盤と

なっている。

しかし資本主義経済体制の経済活動の中で，自由競争という指導麗理が，

必ずしもガスや水道事業の経営にさいして有効的に機能せず，逆にマイナスに

作罵するという事実を， ジョン・スチュアート・ミんが f経済学原理，および

社会哲学に対するそれらの原理の若干の応用~ (1848)に，すでに次のように

明示しているのである(iio 「もしも，口ンドンが，ただ 1個のガス会社または

水道会社から供給を受けるようになったならば，そこからどれほど大きな労働

の節約が生ずるか，これはいうまでもなく明らかなことであるa たとえ， 2会

しか存在しないとしても，それはやはりすべての設舗の重機を意味する。が

しかし l会社だけであるとすると，その設舗を少し拡張しさえすれば，全部

の作業を立派にやってゆけるであろう O ……およそ，真に公共的な重要性を有

する事業であって， しかも大規模に営んではじめて利慈をあげうるがゆえに競

争の自由が，誌とんど許されないものにおいては，社会に対してただ一つの

サービスをなすために数組の高価な設備が並び存するということは，公共資掠

の配分としてまことに不経済なことである。このような事業は，ただちにそれ
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を公営事業とする方がはるかにいいものである。そして，その事業が， もしも

政府富体がその事業を有利に経営するに遣しない場合には，それを公共のため

にもっともよい条件で営みうる会社または組合に全部移管すべきである。‘“

ミルのこの考察力の構撤性は，アメリカ合衆臨やヨーロッパの大部分の都市

の公益企業史に公益企業の自然、的強占として立証された，とガーフィーんドと

うブジョイは指摘した上(2)で，彼等は次のように論述しているへ「初期の公益

(1900年前後噴の公益企業)J ，主不安定で破滅的な競争に誌面し企業

合同することが，よりよい解決方叢であることを知ったむなぜなら，企業合同

は，抵コストを形成しながら，儲格と実賞的経済活動の支配の達成を示したか

ちである。すなわち，公益企業を犠続してし1く上で，特定の市場にサーどス供

給する場合，同じサーどス供給をなす(協会社との競争をまぬがれた時，最小コ

ストないしそれに近いコストでサーどス供給できるということが，事実として

証明されるようになったからである。かくして，公益金業は必然的に独占とな

る。このような見地から考察するなら，公主主企業の自然、的独占は必熱的であち，

要請的でもあるoJ

上記のガーフィールドとラブジョイの指摘からも理解されるように， ミルの

合益企業強占指向説，は，アメリカやヨーロッパの都市における初期の公益企

業の破滅的競争によって，社会的に公益企業の白熱的独占として立証されたの

である G

わが爵においてら公益企業問む破滅的競争の末の独占化の事f91Hま少なくな

い。その典型的事例として，われわれは，東京瓦薪と千代田瓦斯の誌争の末の

合併4)や，東京市での三議競争・三電協定15)を指措することができる訂

前述からも推論されるように，欧米においても，日本においても，公益企業

関の破滅的競争によって公衆の利益が撮われないように，又由民経済の民主的

で健全な発患が阻害されないようにという事畠から，公益企業の独占が必黙的

に余儀なくされるようになったことを，われわれは理解した。

また，単に破滅的競争による経済的損失の跨止だけでなく，サービス供絵さ
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れる利用者公柴鶴かちの便益性という面かちも，公益企業む独占化は，必然化

を余議なくされたむたとえば，ガス会社がガス供給するにさいして，公道の使

荊は不可避である Q しかるに関ーの公選に複数以上のガス会社のガス鷲が埋設

された場合，ガス曹の交換，検査，修理等でその公道の掘りかえしが，それだ

け多くなり，公道を利用する地域在員がそれだけ迷惑を蒙ることになるむそれ

し争え，関益性という語からも，公益企業サーピスは，単一の公益企業によって

同一地域に供給される方がよいと地域住民が認識するようになったのである。

かくして，前述の f破滅的競争j や f梗益性Jという 2つの甑から，われわ

れは，公益企業は必然的に強占とならざるをえない経営体であり，いわゆる自

然的独出 Cnaturalmonopoly)という特質を有する経営鉢であるということ

を認識した。そして，また，公義企業の独占i之決して独占禁止法の目的

般公衆の科益の{来護や国民経済の民主的発展〉と矛話するものでないこと

解できた。いわゆる，現実の経済活動の中で， 自由競争経済秩序の維持イコ

ル公共の利益という独占禁止致築の理念が適用しえ主い領域があるということ

を，われわれは認識しその典型的鎮壊として，公話企業の活動領域を理解で

きたc

わが国において，法制度的にi点すでに独占禁止法の制定当時から，独占禁

止政築の理念が通用しえない領域の一分野として，すなわち，独占禁止浩の遡

用除外領域の一分野として，公益事業が向法第21条に明示されているG

同法第21条の全文は，次のとうりである。この法律の規定i主鉄道事業

瓦斯事業その他その性質上当然に独占となる事業を営む者の行う

産，販売又は供給に関する行為であってその事業に固有のものについては，こ

れを適吊しない口」すなわち， この条文は，当該企業が生産，販売又詰洪給に

関する行為〈経宮活動〉をなす過援で，地域独占として経営活動をなすことが，

一穀諸費者の利益や公共の利益や国民経濯の民主的発展にとって，最も自然的

であり，害弱的である場合には，独占禁止法の漉現を除外すべきであるという

内窓の条文であるむ換言するならば， この条文は，独占禁止誌の目的を達成す

るために誌，独占禁止法は全ての経営体に機能するのではなし限界を有する
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は，自由競争という私権が明確

されなければならないということを明示している条文である。それゆえ，

るといえよう O また，

あるということ以上にわれわれが同法第21条に関心をいだくことは，そこに

公益事業の範臨が，ある緯度，明示されているということでまうる。すなわち，

電気事業，瓦斯事業を明示しさらに公益事業の

として，その性質上，当黙に独占となる事業もまた公益事業の範轄である

ということを明恭していることでまうるむこのことは，合益金業の概念、が，決し

て，絶対的，間定的多画一的，不変的なものでなく，変化する内容をもっ一定

した諸念 (afixed concept with a changing content)(6lであることを意味し

ている。すなわち，このことは社会経済の変動によっては，公益事業誌変化を

V¥O 

くされ，累積的発展過程を若すものであることを意味している。それゆ

公益事業の地控は制度的なものであることを銘記しておかなければならな

しかしながら，公益事業地位がL、かに制度的なものであり，累識的発屡過程

とはいえ，ある特定の産業類系に“独占性"と

業の属性が必然的に異備されているということが，

るG そして，そのような大前提が撃っている場合に集団的判断によって，その

経済的活動をなす産業頚系は会益事業であるか苔か判断されるのであるc 集団

的判断とは，この場合，地竣社会の人々による判顕であり，世論であり，最終

的には法の制定によって闘定されるものであるヘ

また，公益事業に関する独占禁止法の適罵除外については，独点禁止法第21

条だけでなくヨ「向第22条j と「私的独占の禁止及び公正取引の薙探に関する

法律の議期除外に関する法律J(昭和22年11丹初日，法律138，以下通現除外法

という〉も関連している。

独占禁止法第22条第 l項の全文は，次のとおりである。この法律の規定は，

特定の事業について特定Ijの法律がある場合において，事業者又は事業者団体が，

その法律又はその法律に基く会令によって行う正当な行為には，これを通用し
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特定む法律j ということが不明確であるので，同条の第 2項で「前項の特別の

法捧比別に法律を以てこれを指定する。Jと規定されている。すなわち，こ

の2項に基づき譲培除外法が制定されたので為

したがって，特別の法律としての適期除外法第 l条に

れているとともに， これちの法律に基づく正当な行為に対して，

適用除外が明示されている。

1.臨上交潤事業調整法(昭和13年法律第71号)第 2条第 l

さ

6 7 

いれらの規定に係る同条第 2

2. 食撞管理法〈昭和17年法捧第40号〉

3.損害課験料率算出昌捧に関する法捧〈昭和23年法律第193号〉

4.漁船損害等捕讃法〈昭和27年法律第28号〉第4章第 i館

5. I日ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和初年勅令第542

号)に基く命令であって，現に法俸として効力を有するもの

しかし上記の「独占禁止法第22条Jと「適用除外法第 l条Jにボされてい

る独出禁止法の連用除外としての事業の範閥は，公益事業の範間というよりも

公的規制の範盟という鶴吾から，来されているものであち，

の独占禁止法の遺罵除外を明確に示しているものでiまない。

これi与の事業の範圏を. rアメリカでいうregulatedlndustriesが， これに当

り，公益事業より広い観念、である。Jと主張しているへさらに今村教授は，

これらの事業を自由競争原理が安当せず，従って，許可制により事業者の

して

独占的地域を保障する反面において，公衆の利益保護のために，料金その他に

ついて，高度の公的統制が加えられる事業であると主張している。しかる

に，上記の適用除外詮第 1条の 2・3・4・5の法待に関与する事業は，高度

〈政治的要毘を会む〉に公的規制が加えもれている事業であり，公益事業の範

るとは認め主れないむしかし連屠除外法第 i条の iの法律に関与する

交通事業であり，“独占性"と“必需性"という公益事業の属性が異

{摘されているので，公益事業の範鴫であると判断できる。それゆえ，独占禁止
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法第22条と適用除外法の一部(適用除外法第 l条の 1)も，独さ禁止法第21条

と同様に公来の利益保護のために，独占を保障し自由競争という払権を規制

している法律であり，公益事業法であると理解してもよかろう。

しかるに，独占禁止法第21条と第22条と適期除外法第 1条の 1の法律ωを吟

味して解釈するならば，独占禁止法第21条に公益事業として明示されている鉄

ガス事業の外に，軌道事業，一般乗会旅客自動車運送事業

ら公益事業として独占禁止法に明示されていると理解される。しかるに，強

占禁止法の公益企業の範囲は，上記の事業の静内で，経済設を指導原理として，

合理蛇継続的，計画的，統一的にサービス供給をなす意思統一体としての個

別生産経済体であると理解される。

〈注)

(1) John.Stuart. Mill， rPrinciples of Political Economy， with some of their 

Applications to Social Philosophy ~ 1848，末永茂喜訳， r経境学原理(I)~岩波

書1;5，昭和42年第 7棋， p p. 270 -271. 

(2) Paul J. Garfield and Wallace F. Lovejoy， Public Utility Economics， Pre 

ntice-Hall. I民C.，民ewJersey， 1964. p.15. 

(3) Ibid， P. 16. 

(4) 明治18年に東京府瓦斯局の払い下げを受けて東京瓦斯会社が設立された。設立か

主25年時，東京iこおける唯…のガス事業として東京瓦斯会社の事業は轍調に発麗し

た。しかし，研治のおわりごろ，ガス事業の報償契約を東京市と結んだ千代田瓦斯

会社が設立され， この新会社の出現によって部一換給地区域に 2つのガス事業が並

立する形になり，識しい競争が行なわれた。……そむまま推移すると両者はやがて

共倒れになることが明瞭になった。ガス毒事業;こ起った混乱状態は官の批判をまねき，

事態を収捨するため東京時知事等の斡壌によって，東京瓦薪と千代田瓦斯を合併さ

せる協議がi鎮め込れた。……研治44年末に東京瓦斯と千代間瓦斯の合併が行なわれ

fこC

f東京瓦斯70年史2昭和31年， pp.63-72. 

(5) 明治末期から大正初期にかけて，大規摸水力発電の飛躍的な発達と急速恕電気の

普及を背景として，東京市における需要家獲得競争が，東京電燈，東京市竃，日本

竜燈の 3投開で講じられた。その後，一三電各社関の競争を避け，新撰害要に応ずる

地域を覇定して供給秩序の維持を国るとともに，料金その他の供給条件を均等にし

需襲家のやj益を増進させることを目的として，大正 6年，東京市長翼田義人の熱心
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な斡旋により，三電協定が成虫した。『東京電力30年史』昭和58年， pp.50 52. 

(6) M.G. Glaeser， The Meaning of Public Utility-A Sociological Interpretat 

ion (in H.B. Dorau， Materials for the Study of Public Utility Economics 

1930) . 

的 竹中龍雄，北久一共著，北久一稿『経営学金警は公企業・公益企業経禁論j i公

益企業経営論j 丸議，昭和45年， p.165. 

(8) 今村成和著独占禁止諸』有斐閣，昭和49年. p.162. 

(9) 今村成和著，議掲書， p‘162. 

締 陸上交通事業調整法 第 l条，本法ニ於テ陸上交通事業トハ鉄道事業，軌道事業，

路繍ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業ヲ謂フ

第3節 一般公衆の需要に供するという目的を明示している法待

l 労働関係顕整法(昭和21年9丹27日公布，

行〉

昭和21年10月13日施

資本主義経済体制の場合，労捷の利害対立は不可避であり，その最終的対立

の結果として，労楊争議行為となる。関知のように，労犠争議行為は，労{吏京

方に多大の議牲をもたらすだけでなく，社会にも多大な損失をもたちす。しか

るに，争議行為に至らないように最善の予防をしたり，自主的に調整されるこ

とが，基本的に労痩開に確立されていなけれはならない。しかしそのような

努力にもかかわらず，争議行為が躍った場合のために，それを調整すべき制度

合確立が必要とされるのである。それゆえ，第 2次世界大戦後，このような予

関措謹や自主的な労使間の調整制度や争議行為調整制疫を保瞳する法律として，

労働関係語整法〈以下，労調法という〉が制定されたのであるc

労調法の目的;ま，間法第 i条に f労駒組合法と相侯って，労i動関係の公正な

り，労動争議を予防し又は解決して，産業の平和を維持しもって

経済の興隆に寄与することを目的とするパと明京されている。これ告の目的

を達成するために，同法の中に斡旋，調停，仲裁，緊急調整，争議行為む制限

・禁止についての条項が明示されているG

これらの条項の中で，われわれが倉最も関心を抱く条項は，公益事業と関連
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している第37条第 l項である。なぜなら，第37条第 l項の全文が型「公益事業

に関する事件につき関孫当事者が争議行為をするには，その争議行為告しよう

とする臼の少なくとも十日前までに，労働委員会及び労働大臣又は都道府県知

事にその旨を通知しなければならなl¥oJ と規定されているからである。この

通知予告の諮旨'-;1，公益事業の供給するサーピスは，公秦の日常生活に失くこ

との出来ないサーピスであるかふ予め公殺に公表して，生活上の不{更性が最

少限度にとどまるように準備期間を与えようとしたことに他ならない。かくし

て，上記のような意味から，同条項は，公衆の日常生活に不可欠な用役そ供給

している事業についての法律であり，公益事業法の意味を十分に有す

あるといえる。

また，間法の中で，公益事業との関係か弘争議行為を拝止させ，

争議謡整を行わせる制蔑〈緊急語整〉について明吊している条項がある。その

条項は同法第35条の 2である。同条の第 l・2・3項拭，以下のとおりである。

同条第 l項……内閣総理大臣は，事件が公益事業に関するものであるため，

はその規模が大きし

争議行為により

又は留民の

が現実に存するとき

2項・

め中央労働委員会

しくは特別の性質の事業に関するものであるために，

れるときは関民経海の運行を著しく

しく危くする棄があると認める事件について，そ

り，緊急調整の決定をすることができる。

前項の決定をしようとするときは，あらかじ

を受ける船員に関しでは，船員中央委員会。

以下同じ〉の意見を聞かなければならない。

3項……内閣総理大臣比緊急調整の決定をしたときは，亘ちに，

してその暑を公表するとともに中央労議委員金及び関孫当持者に通知し

なければならなL、。

上記の緊急調整を明示している同法第35条の 2の意味は，争議行為によるそ

の事業の停止が国民経済の連行を著しく間害し，また国民の日常生活を著しく

くするおそれがあると認識した場合，内閣総理大胆は，中央労働委員会(船

緊急語整を決定することができ，重ちに，



理由を付してその旨を公表しなければならないということを意味している。そ

れゆえ，同法第35条の 2も，公衆の日常生活に不可欠な用役を供給している事

いての法律であり，

る。

さらに，労調法の中か

条と第27条を指摘することができる

る法律であるといえ

らば，同法第38

とおりである cl i緊急

調整の決定をなした旨の公表があったときは，関係さき事者比公表の呂志、ら訪

日開は，争議行為をなすことができなl'oJ開条の意味は，公益事業の侯絵す

る舟役辻，公衆の日章生活に不可欠な現役であるむで，公衆が安心して生活で

きるように緊急謂整決定公表日から

の関を玲却期間として謡撃するようにという

は. i公益事業に関する事件の調整については，

間禁止しそ

る。また，罰法第27条に

るために，

必要な護先的取扱がなされなければならない Jと明治されている。すなわち，

この意味は.公衆の日常生活に不可欠な用役の供給日支障をきたさないように，

全ての事件に優先して，その処理にあたり，

はならないという意味である。それゆえ，

日常生活に不可欠な用役を供給している

しなけれ

も，公衆の

ると推論され

るので，公益事業法の意味を十分に手ぎする法律であるといえようむ

これまで，公衆の日常生活に不可欠な現役の換給事業についての規定が，潜

されている労語j去について考察してきた。そして，そのよ

うな議荘仕と顕在化が示されていると推論される

ると理解してき

-して認識されてい

している労調法第 8条第 i項について考察す

も，唯一，公益事業の範囲を明示している法律とし

て，浅間される法律であり，次のように明示している。「こ

とは，友(この場合下)の事業であって，公衆の日

できないものをし川、j

おし

くことの
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運輸事業

郵便又は電気通話の事業〈昭和59年法87本号改正)

一 '一岡 山吋げは瓦斯供給の事業

田 監擦又は公衆禽生の事業

上記の第 g条第 i項に明示された公益事業の範囲で，われわれの理解する公

益事業の範囲と相違するところは，自の医嬢又は公衆議生の事業が，明示され

ていることである。われわれの態解する公益事業とは，われわれの日常生活に

必需な荊役や財貨を棋給するために地域的自然独占が容認され，かつ，公共の

利益のために公共団体〈政府・地方公共団体)によって公共規制を受けている

継続的商品〈用役・財黄)生産事業である，と理解している。しかるに，間の

百三療又は公衆高生の事業にiネ地接的自然、独占が容認されておらず，さらに

藍療又は公衆衛生が，端的に商品として取扱われてよいと思われない。そのよ

うな意味で，労調法第 8条第 i項第4号で明訴されている服喪又は公衆寄生の

事業は，公益事業の範閤として容認されるべき事業でなt'0 

つぎに，第 8条第 i現を補足する法律として，第s条第 2項が次のように明

されている。

「内閣総理大臣は，前項の事業の外，国会の承認を経て，業務の停廃が愚民

経済をと著しく阻害し又は公衆の日営生活を著く危くする事業を，一年以内の

期間に躍り，会益事業として指定することができるoJ

こり条項に示されている公益事業の内容を考察するならば，次のようになる。

すなわち，第 8条第 2項は，当該事業の持廃が，母国民経済を著しく阻害する

，@公衆の巴常生活を著しく危くする事業と，号その両者の内容をもっ

事業の 3つを公益事業として，一時的にせよ，容認することができるというこ

とを示している。

しかしなが弘①の事業は，出の産業構造上，蒙嬰産業として認識され，そ

の事業の停擦が国民経済を著しく姐害するであろうが，必需性，地域的自然独

占性という去益事業の属性を必要としない事業であることから，われわれの理

解している公益事業と本震的に異なっており，公益事業としての培技を認める



訳にL'かない事業である。

②と③の事業の場合，公益事業の震性としての必需性と地域的自然独ι性と，

公共の利益のための公共規制が異備されているなちば，公益事業として認めら

れうるが，それるの一つでも欠けているな込ば，公益事業としての地位を与え

ることは，できない。

筆者は，労調法と公益事業法との関連性ム労調法に明示されている公益事

業の範聞について考察してきた。前者の考察から，一般的にいえることは，労

調法の中に公益事業法としての性格を手ぎする条項が，比較的，多く散在してい

るということである。それゆえ，筆者は，労措法の中で，公益事業法をrt.くと

らえた。後者の場合，労調法試社会法学的視点かも，必要以上に公益事業の範

囲を広くとらえているので，筆者は，経諸学的・経営学的課点、から労調法よち

公益事業の範盟を狭くとらえた。

前者の理由としては，公益事業がその社会的機能・経詩的機能をよ

発揮できるように，諸法に散在している公益事業や公益企業に関する法律を広

かっ多酉的にともえ，いずれ，そられを整理し体系化できるところは

体系化するこ之によって，必要な諸制度を整鋪しようとするためである。

後者の理由としては，公益事業の範間を経諸学的・経営学的立場から狭義に

とらえないならば，自民経詩的に，重要産業と公益事業が同一視されやすく，

重要産業は市場競争をまぬがれるような頴向となりがちとなり，ますます企業

集中化がされやすくなるからである。すなわち，重要塞業の甫場競争は排除さ

れ市場の独占化をまねき経済力支配はますます強化され，鵠持は引きょげら

れ，独占的手Jl関が護得されるようになり，一般公衆の利益が間害されるようにな

る¥Iiからである。

かくして， これまでの考察から労調法の公益事業の範聞についての暖昧性，

不明瞭性を回避して厳密に公益事業の範囲を筆者なりに整理すれば，

@郡覆又は室長気遇措事業，⑮水道，電気又は瓦斯供給事業の 3つの分野を

公益事業の範聞として，抱擁することができる。しかるに，労調法の公諮企業

の範盟は，上記の 3つの分野の事業の枠内で，経済性を指導原理として，合理
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院継続的，統一的，計画的に商品(用役・財貨)生産をなす意思統一体とし

ての個別生産経済持である。

(注)

(1) 拙稿 f公益事業研究J r公益金業譲念についての再考察j 第31巻第 2号，昭和55

年， pp.60---61. 

2 錨別事業法

公議事業は，その事業の葉種別語に，それぞれ独言の発達をなしていて，そ

の発達の程度が等しくない。しかし公衆の日常生活に不可欠な用役や財を供

給している

公益事業として，

るということについては，軌をーにしている。それゆえ，

も客観的に明確化されている属性としての「公衆のE嘗生

活に不可欠な用役や躍を換給している事業j という旨の内容を有している条項

を，それぞれの事業法から鍛密に見出して，公益事業として確実に認識される

ものかどうかを考察する。その場合， {:其給する摺役や財の性震により，①公衆

通信事業系統，②市民生活必需用役(酎供給事業系統，@公衆i獲輸事業系統の 3

つに大別した上で，それぞれの事業法会考察する。そして，それぞれの事業法

に基づき経営されているそれぞれの経営体が，会益企業であるかどうかを吟味

する。

(1) 公費通信事業系統

@ 郵便法(昭和22年12月12日公布，法律165号，昭和23年 1月l日施行〉

郵{更j去の目的は，同法第 1条に明治されているように，郵便の役務をなるべ

く安い料金で，あまねく公平に提換することによって，公共の播祉を増進する

ことであるむしかるに，できるだけ安い料金で公平に郵便サ…ピスを提供する

ということを同条が明示しているということは，開条は， r公共的福祉の増

進j という目的だけでなく， r利用者公衆に供することJも目的としているこ

とを意味している凸それゆえ，開条は，当然のことなから公益事業法の意味を



十分に有している。

郵便事業は，国民の日常生活に欠かせない遇措の一分野である郵便物送達

サーピスを，均一かっ低廉な料金で、国民が等しく容易に利用できるように，全

国に配聾された郵便馬を通じて，全悶津々浦々にわたって提供する事業である。

また，同事業は，わが盟の場合，同法第 2条や第 5条第 l項に示されている

ように独占事業とされている。すなわち，第 2条には， rj~梗は，閣の行う

業であって，郵政大臣がこれを管理するoJ と規定され，第 5条第 1現には，

f同人も郵穫の業務を業し又，国の行う郵便の業務に従事する場合を除いて，

郵便の業務に従事して誌ならない。担し，郵政大臣が，法律の定めるところに

従いs 契約により郵政省のため郵政の業務の一部を行わせることを妨げな

~ '0 Jと規定されている 3

郵便事業が国富独占となっている理由として，次のようなことが指摘される。

国民に郵便事業のサービスを低廉に公平に提供するためには，経済的に

援算がとれない過醸地域をも含めて経営する国営の全国的ネットワークを

もっ経営体とする必要があるからである。

寄郵便事業の全国的組織の二重以上の設置は，破滅的競争をもたらし国

民経誇的に極めて不経済となる9 それゆえ，

然のことといえる。

レベルでの自然独占は当

郵使事業が国富独占事業として経営されることによって，郵{更特に関す

る秘密が国家によって保障されていることを国民は憲法第21条(j¥や郵便

9条加をとうして詰じているか告である。

9 臼本が国捺化されればされるほど，諸外国との関保が増大するようにな

るD しかるに当黙のことながら，郵礎物の交換も増大するc それゆえ，

外国との間において，送り手から受け手に迅速に確実に郵便物が送達され

るためには，政府主搾の菌営独占によって郵便事業が経営されることが，

望ましし治1らである。

かくして，郡便事業は，公衆の需要に供する事業であると同時に，国営独占

によって経営されるべきであるという上記の事由から，公益事業としての 2つ
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の震性〈必諜性，強占性〉を有している。それゆえ，国営独占事業としての郵

援事業は，公益事業として位置づけられるし公衆の需要に執する継続経堂活

動をなす僧別生産経済体としての公益企業でもある。また，これまで述べてき

た郵便法の条項は，公益事業法としての意味を十分に手ぎしている。

さらに郵便法の中で，上記の条項の外に公益事業法として妥当であると

われる条項として，次のような条項が指捕される。

(A) 黍~便法第 3 条〈郵便に関する料金)

郵捜法第 3条は，郵{更に関する料金規定である。すなわち，開条は郵便

に関する料金は，郵便事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い，そ

の健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければなら

ない。Jと規定され，原稿主義が採期されている。

公益企業の料金は，市場機講の中で需要と供給の均祷関保で決定されるとい

うのではなく，規制主体〈国会，政府，地方自治体)によって，人為的，制度

的に決定されることを特撤としている。それゆえ，公益企業が経営される上で，

そのような人為的，制度的な決定にさいし公正性，合理性，公共性，継続性

が遵守されるための主たる基準として，原価主義が採用されているのである。

しかるに上記のような意味から原錨主義に基づく開条i式公益事業法として

の意味を十分に宥しているといえる。

日郵便法第 8条〈手Ij患の公平〉

郵梗法第 6条は何人も郵便の利用について差別されることがない。Jと規

されており，このことは，科用者公衆の需要にさいして郵便事業は公平に

サービスを供給しなければならないという意味である。それゆえ，同条は，

u公衆の需要に供する"ということを意味している法律であり，公益事業法と

しての意味を十分に宥しているといえる。

号 電気通信事業法(昭和59年12月25日公布，法捧86号，昭和60年4月 i日施

行)

公衆言寒気通告法(昭和28年 7月31日公布，法律97号， 問
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8月 1日施行)の諜止〈昭和60年 3丹31a)にともなって制定された法律で

ある。

同法第 l条に同法の目的を次のように明示している rこの法禅は，電気通

諸事業の公共性にかんがみ，その運営を適正かつ合理的なものにすることによ

り，電気通語役務の円潜な提供を確保するとともにその利用者の利現を探護し

もって電気遇措の鍵全な発達及び国民の利痩の確保を国り，公共の揺祉を増進

ることを目的とするoJ 同条の意味を換言するならば，次のように理解する

ことができる。すなわち，電気通信事業とは盟民経済に欠かすことのできな

ピスを提供することによって，公共の孝IJ益に寄与することを目

的としている事業であるということを，明らかにしているのであるs それゆえ

電気通信事業は公益事業の地位を十分に予言しているq

また，毘条は，公共の利益という自的だけで江く，利用者公衆の需要に供す

るという内容も異備していることから，公益事業法としての意味を十分に有し

ている9

2条は，電気藷{言に関する用語の意義を以下のように規定している。

l.電気通信とは，有線，無線その他の電磁的方式により，符号，音響又は

影像を送り，伝え，又iま受けることをしサo

2. 議気通告設備とは，電気通話を行うための機械 線諮その地の電

気的設備をいう a

3.竃気遇措役務とは，電気通信設績を周いて他人の遇措を媒介しその他

電荒通信設備を地人の通信の用に供することをし寸号

4.電気通話事業とは，電気通信役務を能人の書要に応ずるために提供する

~，う O

5.主義気通語事業者とは，軍束通{言事業を詰むことについて，第 9条第 l

の許可奈受けた者，第22条第 l項の規定による扇出をした者及び第24条第

1項の登銀を受けた者をしサ。

6.電気通信業務とは， う電気通告役務の提扶の義務を

Lミう 9
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上記の期語の中で，われわれに関心を抱かせるのは， 4. の「竃気通告事

業j である。なぜならこり用語の意義に明示されているように，電気通信事業

は電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であり，それゆえ，

十分に公益事業としての地位を有している事業であるからであ。また，当然、の

ことながら，同法第 2条4は，公益事業法の意味を十分に有している。

電気通信事業は，第一種電気通信事業と第二種電気通話事業に分けられる

く同法第s条第 l

第一種霊気通話事業i式電気通告盟議設講を設蓋し

を提供する事業である

第二撞電気通語事業は，

s条第 2項)0

〈サービス〉

る(第

6条第 3項)。すなわち，同事業は，第一種電気通信事業者が投題した電気通

信回線を借りて， 自社の機械を接続して，多種多様な通信サ…ピ、スをと供給する

事業である。同事業は，さらに，一般第二種電気通信事業と

信事業に分類される(同法第21条)。前者は，特定の顧客(主として特定企

業)を対象として通話サ…ピスを供給する事業であるのに対し

多数の顧客を対象として通話サービスを員給する事業である。

かくして，前述のように建気通語事業は法律的iこ分額されるようになっ

このように分類されるようになった理自誌，社会・経済の進展と

達によって，社会のニーズが多機化している中で，

多様化した社会のニーズに対応した行動をとったことと，ま

ように

とっている

ことに起因する。それでは，公益事業地位の属性という視点から，前述のよう

に法律的に分類を余儀なくされた電気通信事業を考察した場合，社余・経済の

進震や科学技術の発達が公益事業地位に影響を与えているかどうか， もし

えているとすればどのよう いるかを考察する。

本来，公益事業と にi之 2つの麗性 独占性〉

が，当該事業に{藷えわっていなければならないということ

第一の必需性は，われわれの日常生活に不可欠な財や用役を供給することを

し公益事業の本質でもあ
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第二の独占性ら公益事業の本賀であると理解されてきた。なぜなる公益事

業は自然独占であることが，破滅的競争から消費者を保護することができるし

また，能率かっ経揖的に経話することができると容認されてきたからでるる。

すなわち，公益事業の場合，競争の不経済が，これまであまりにも大きかったc

伊jえば，競争が有効にスター卜したとしても，これまでは， しだいに破滅的競

争に導びかれ，需要者に不利益を蒙らせるケースがほとんどであったむした

がって，公益事業の独占性は，スケー/レ，メリットをもたらし手IJ舟者公衆の

利益を権保するものとして認識され，公益事業の本質であると容認されてきたa

それゆえ，公益企業の上記の 2つの潤性は，短常的に公共の利益と軌をーにす

るものであった。

しかし公益事業の独占性という調性が，今日の高度な科学技街の進歩によ

り，電気通信事業の分野で，自燕独占j イコーん「規模の経済Jというメ

リットを必ずしももたらさなくなってきた。いわゆる，公益事業の独占性〈破

滅的競争→自然強占〉という一般的通説が電気通告事業の分野で崩壊してきた

のである9 すなわち，第一種電気通借事業の場合，議i星通信や光ファイパ

ケーブ)1，;等の科学技術の急速な進歩により自然、独占(規模の経済)が機能しな

くなってきた。加えて，独占iこ磐わる競争の導入によって，

利用者公衆である菌民に質的に高震な，量的に許容量の大きいサービスを供

給するようになり，一層，従前より竃気通信の欝全な発達を{珪進させるように

なるということが，現実的となってきたのである。すなわち，

独占性が，今日の科学技術の急悲な進歩により，白熱独占規模の経済という

メワットや糞的iこグレードが高し量的に許容量の大きいサービスを保樟しな

くなり，利用者公衆の利益の擁護ということに合致しなくなってきたのであるひ

それゆえ，竜気通信事業の場合，設備の二重投資による安本の利用効率の悪化

を跨ぐために自然的に容認されてきた独占は，必ずしも，その意味を有しなく

なってきた。したがって，現在の高度な電気通信事業のように公益事業の麗

性〈必需性と独占性〉の一つである独占性が明確に位謹づけられていなくとも，

結果として， 2つの属性が存在していた場合と同様に，公衆の需要に供する
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業となり，さちに公共の利益という目的に合一する事業となるならば，

業の地位を十分に有しているといえるのである。

これまで電気通信事業と公益事業地位との関係について検討してきた窃そこ

で，これらの検討を蕗まえた上で，社会・経済の進展や科学技箭の発達によっ

て分類を余畿なくされた竃気通話事業の全てが• tまたして，

地位が付与されるものであるかを考察する。

まず¥第一種電気通話事業は，競争原理が導入されたとはL

としての

設議投資産

業であり，全くの告白競争市場に罷かれてはいないs このことは，第一揖電気

通話事業者間の破滅的競争によって利用者公衆が損失をこうむらないように，

同事業の営業にさいして，郵政大庄の許可制(同法第 9条第 i項)，と

準(開法第10条)が設け色れていることからも理解される口さらに，両事業の

確実性，安全性，継続性等について政府が監督していることなどの広範な意味

かちも，同事業は，公衆の需要に供する事業でなければならないということが

示されている 5 しかるに，同事業は公益事業としての地役を十分に予言してい

るのである O それゆえ，合理的，計調的，統一的，継続的に電気i創設サービス

長供給する用事業の個別生産経揖捧比公益企業としての地位を十分に害して

いるといえるD

第二撞議気通信事業の一殻第二種電気通信事業は，主として多くの特定企業

グループが第一種議気通首事業の設備装霊安借りて，多種多様な龍気通信サー

ビスを幸IJ罵・応用する事業であり，一般公衆の需要に供する事業であると拭い

えない。また，開事業は，特定企業グループの新規参入が容器となるよう

け出額〈開法第22条〉であり，競争場間にある。それゆえ，

つの点から公益事業の範聞に属さない事業である。しかるに，合埋的，計語的，

統一的，継続的に議気通話サービスを供給している同事業の担別生産経済体は，

公益企業としてむ地位を有するものではいない。

第二種電気通信事業の特別第ニ種電気通話事業は，

備装置を措りて，そ

は，

に同事業の設備装置を連結して経営活動を行う点で

と問様である告しかし同事業の経営活動の範囲
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は，全国的，国際的であり，不特定多数の利用者の通信の用に供する事業であ

る(同法第21条第 3項〉ことから，設儲投資産業の性格を有している。それゆ

え，同事業は普通告の秘密の保護な ックする必要から，罰事業の参入

にさいしては，登録制(同法第24条第 1項〉が採用されている。しかるに，同

事業は，不特定多数の利用者を対象とすることと，設儲投資産業の性格を有す

るので¥競争が希薄であるというこつの点から，公益事業としての地位を脊す

る事業であるといえようむ当然のことながら，合理的，計画的，統一的，継続

的に電気通話サービスを供給している同事業の個別生産経詩体は，公益企業と

しての地位を十分に有している。

これまで，電気通詰事業法の考察をとおして，公議事業とし

が妥当性をもっか否か，また妥当性を有するとするならば，どのよう

ことが可能であるか，さらに可能な場合， 合理

的，計額的，統一的，継続的に謹気通倍サーゼスを供給する同事業の鶴男11生産

経済体が会益企業であるということについて考察してきた。

さらに， ここでは，電気通語事業法の中で¥上記の条項以外で，公益事業法

として妥当性のある条項と思われるものを指摘し考察する。

(TJ 電気通話事業法第 3条・第 4条(検閲の禁止と通告の秘密の{果護〉

電気通信事業の経営活動においては，横関の禁止と通信秘詰の保護が，保障

されていなければならない。このような保障は，同法第 3条(検関の禁止〉戸i浴3

と問法第 4条錠{ω如4の}吋(粧秘、密の{保呆護〉に明示されているo しかるに護法第21条第 2項

と同様に同法第 3条・第 4条は，検問の禁止と通信の秘密を遵守する上で， き

わめて公共性の強い法律である。換言するなちば， 2現に明示さ

れている内容を自民事業法である同法第 3条・第 4条に し検

関の禁止と通信秘密の保護の遵守という公共性を強く示しているのであるc し

かるに，民法第 3条・第 4条は，上記の公共性の漣守という意味から公益事業

法としての意味を十分に有している法律である。

(日電気遇措事業法第?条〈利用の公平〉

?条t"a:，電気通{芸事業者は利用公衆者を公平に取扱わなければならな
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いという条項であり，次のように明示されている。「電気通信事業者比電気

通信役務の提供について不当な差別的取扱いをしてはならない阜 j すなわち，

して，そのサーどス供給を不等に差別す

るということは，同事業の自的である公共の利諮や利用者公衆の需要に供する

ことに反することになるので，利用の公平という第 7条が規定されたのであるc

それゆえ，この条項は，公共の利益や利用者公殺の需要に供するという

の間的を擁護している規定であり，公益事業法としての意味を十分に手ぎしてい

るc

篭交通告事業法第 8条〈重要通告の確保〉

8条i5lt;tr国民生活の維持と安全に密接に関係する通信」や

利益のために緊急を要する通信Jを電気通信事業は僚先的に取扱わなければな

らないことを，規定している。いうまでもなく，重要i議{蓄を饗先的に車扱うこ

とを規定しているこの条項は，表臨的iこは，第?条の f手IJ用の公平j と

のものである。しかし i弓条は問事業の自的である公共の利益のた

して取扱うことを明示しているもので、あり，究極的に第?条と

するものではなl'o しかるに，問条も公益事業法としての意味を十分に有

いるといえる。

(日 〈第一種電気通語事業の体止又は震止並びじ法人

の解数〉

は，第一種電気通信事業の抹止・廃止・

会社の都合で行ってはならないという法律である。すなわち，当該事業会社の

その他の権利は，議気通{言サービスを公衆の需要に供する義務麓行

して公共の手j益に貢轄するということで， れてい

るもので為る。それゆえ，

廃止・解数してはな告ないということを，開条は意味しているのである。しか

るに，同条もまた，公益事業法としての意味を十分に有しているといえる。

巴) 電気通信事業法第31条(契約約款の認可等〉

設来， 日本建{言電話公社の料金は，公衆毒気通告j去の別表において決定され



ていたため，同公社の料金の変更は，国会の議決を必要としていた岱しかし

電気通信事業法の制定により，自

業者のサービスに対する料金やその他の供給条件については，契約約款を定め，

郵政大臣の認可によって決定されることになったむそして，これらを変更する

ときも，問様に郵政大童の認可によることになった(同法第31条第 1項)。

」のように料金決定が，国会の議決という立法と行政による 2本立のチェッ

クか弘郵政大臣の認可という行政による i本立のチェックに変更した。それ

では，料金決定が認可制になった理由を推察するならば，次のようなことが指

捕される。すなわち，第一語電気通信事業が独占でなくなったとはいえ，同事

相変ちず設備投資産業であり，競争原理の導入度が小さく，全くの自由

競争市場に置かれていない。それゆえ，サ…ピス受給者で為る利用者は，

の幅が小さく，相対的に弱い立場に鼠かれているので，利用者の利益を保護す

るために，料金を政宥(郵政大臣〉による認可制とすることが妥当であると判

断されたりである。また，第一議電気通信事業者にも第ニ種電気通電事業の営

業が解放されていることから，第一種電気通信事業者が競争椙手となる第二種

電気議電事業者に対して，三子、意的な酒気通話田線設舗装置貸与条件を突きつけ

ることなく， し，公共の剰接に糞するように，同法

1項に料金その{告の条件についての認可制が明示されていると思われ

る。したがって，骨法第31条第 i項の契約約款条項i之上記のように利用者の

利益の保護や電気通信事業の発展を図弘公共の福祉の増進に棄するという目

的を荷しているので，公益事業法としての意味を十分に有している。

電焚通信事業者の認可申請を受けた郵政大臣は，ある一定の基準ι照合して

きか否かの判断をしなければならない(開法第31条第 2項)むその一

定基準は以下のとおりである。

i )料金が能率的な経営の下における適正な罪、婚に照らし公正妥当なもので

あること G

註〉料金の額の算出方法が遊正かっ明確に定めるれていること G

温〉第一種電気通信事業者及びその利用者(爾気通話事業者との間に電気通
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信役務の提供を受ける契約を締結する者をl)うO 以下同じ)の責任に関す

る事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担

の方法が適正かっ明確に定められていること D

iv)電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものでないこと D

v)特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

vi)第 8条第 1項(重要通信の確保〉の通信に関する事項について適切に配

慮されているものであること。

i )の基準は，料金設定における原価主義を明示したものである。いわゆる，

この原価主義は，大多数の公益事業が料金設定するにさいして，利用者公衆の

利益を損わないように適正原価に基づいて料金設定すべきであるという主旨か

ら，採用されている原則である。しかるに，上記の意味から，同基準は公益事

業規制であると同時に公益事業法としての意味を十分に有しているといえる。

品〉の基準の「料金算出方法が適正かっ明確」ということは， r総括原価を

満たすために需要者側に賦課される料金は，各受益者の聞に公平に配分されな

ければならない。」ということを明示しているものである。この「受益者負担

の公平」という原則は，大多数の公益事業が料金構成するにさいして，利用者

公衆の利益を遵守するという理由から採用されている原則である。しかるに，

同基準も i)の基準と同様に公益事業法としての意味を十分に有しているとい

える。

出〉の基準の「供給者と需要者の責任範囲の明確化」ということは，供給者

と需要者との間における権利・義務を明確にしなければならないことを意味し

ている。すなわち，供給者である第一種電気通信事業は独占を有していないと

はいえ，設備投資産業であり，制限独占となる可能性を十分に有しているので，

この明確化は，相対的に強l)立場におかれている供給者の権利が不当に強化さ

れないように，両者の権利・義務を明確にしておくことを意味しているもので

ある。それゆえ， この基準は，利用者公衆の利益を擁護することを目的として

いる基準であると理解されるので，公益事業法としての意味を十分に有してい

るといえる D



iv)の基準は，第一種電気通{議事業設備を技術的に可能な限りにおいて，

議の最適配分という原員IJにしたがい，できるだけ有効に和男するならば，利用

者云衆の利便性に奮することになるということを意味している。それゆえ，

iv)の慕講も，公益事業法としての意味を有しているといえようむ

v)の基準i主第?条の「利用の公平Jということを異体的に第31条第 2項

5号の契約約款の認可基準に明治したものであり，巴)で論iさしたと同様な瑚

ら，公益事業法としての意味を十分に有しているといえるc

vi)の基準は，第 8条の「重要通信の確保Jということを，具体的に第31条

第 2現第 6号の契約約款の認可基準に明示したものであり，むで論述したと間

しての意味を十分に有しているといえる。

甘み

は，正道な理自がなければ，その業務豆域におけ

気通信役務の提供を拒んではならないく開法第34条)。いわゆる，開条は，需

要者の事Ij益を保護するということを意味している告すなわち，開条比電気通

自的が示されている再法第 i条「電気遇措事業の公共性にかんがみ，

その運営を溜正かっ合理的なものとすることにより，電気運話役務の円滑な提

供を護保するとともにその科用者の利益を保護し公共の福桂を場進すること

を目的とするμ を，具現化させるための条項であるひそれゆえ，開条i主公

しての意味を十分に有しているといえるでおろう。

日本電器電路株式会社法〈昭和59年12月258公布，法律85号，昭和59年12

月25日施行)

司法は， 日本電信電話公社の民営{とと詰本電信電話公社法の棄止に伴い制定

された法律である。しかるに司法は常気通告分野の個別事業法であり，特別

もある。

開法第 l条第 i瑛iま，日 目的及び事業を次のよう

定している。「日本電信寵話株式会社は，

目的とする株式会社とするoJいわゆる，両社i之日

ることを

において，
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信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業を経営することを，目的とす

る株式会社である。しかるに，民社は会益事業の範菌iこ罵していると

しての地位を十分に有しているc それゆえ，同法第 i条第 l項は，

としての意味を有するばかりでなく，それ以上に公益事業としての

してし 1く公益企業法としての意味を有している。

用法第 1条第 2項は勺ま，民社の業務外の業務としての附帯業務と目的達成

業務を明示している法律である。

両社が公益企業と泣いえ，同社の業務外の業務は，公益事業の業務に属して

はいない。なぜなら，附帯業務は，議話機などの端末機の製造販売や技指やノ

ウハウの営業活動業務などであり，これらお業務は公衆む需要に供す

範臨に!議するものとはいえず，ぞれゆえ公益事業とはいえな~'Io

また，目的達成業務は，郵政大臣の認可を受けてから事業を営むものであり，

異棒的には，陳腐化，不適略化された通信機器等を発展途上富へ輪出する業務

や海外プラント輪出業務などが考えられる。これらの業務は，最終的に辻政府

の糞任が問われるような業務であるために郵政大臣の認耳を必要とする

るが，公衆の需要に供する事業の範閤に閥する事業とはいえず，それゆえ公益

事業ではない。したがって，同法第 i条第 2項の附帯業務や目的達成業務は公

益事業に罵さない。また然のことながら，開法第 l条第 2項i主公益事業

としての意味を有していないし公益企業法としての意味も有していな~ '10 

開法第 2条は，両社の貫務について次のように規定している合 f会社は，

条の事業を営むに当たっては，意に経営が適正かっ効率的に行われるよう

意し悶民生活iこ不可欠な電話の役務を適切な条件で公平に提洪することによ

り，当該役務のあまねく日本全国における安定的な供給の路保に寄与するとと

もにz 今後の社会経済の進展に果たすべき竃気通慢の役割の需要性にかんがみ，

龍気通話技術に関する実用化研究及び基礎的研究の推進並びにその成果の普及

を通じて我が自の甫気通信の軒意ある向上発展に答等し もって公共の福祉の

増進に資するよう努めなぜればな己ない。J上記の条文からも理解されるよう

に，間社が国民生活に不可欠な電話の役務を公平に安定的に供給するという



ことは，同社が公衆の需要に換する経営体であることと一致する。

また，同社が公共の福祉の増進に資するように努めなければならないという

ことは，同社が公共の利益を邑的として経営されなければならないということ

と一致するむそれゆえ，間社は公益事業であり，公益企業でもあるむ

かくして，上記の意味から，同法第 2条は，公益事業法としての意味を十分

している法律であると問時に，公経企業法としての意味も十分に有してい

る法律である。

④ 国際寵信電話株式会社法〈昭和27竿s月?自公布，法律301号，昭和27年

2月10日擁行)

国際竜借電話株式会社設立腿意書(7)の語頭に，同社の設立趣旨について次の

ように記されている。 r独立日本が，平和器家として又高度の文化国家として，

列国競争の国際場撞において，よくその生非と反映を確保して行くには，

盟と親善関係を結び，文化の交流と通商貿易とを盛んにし我が盟の文化的，

経済的基盤を培って行くことが絶対必要であります口そのためには，国民の対

外活動の基調をなす国擦謡信童話のサーゼスを急速に欧米一流国の水準にまで

引上げることが先決問題でありまして， これを解決するためには，

別出掛同年静任官時しり切り離し昌主的，機動的且つ最も能率的な経

堂形態である民営のもとに連営することが最も適当な方法でるります9 これが

先般国際電信竜話株式会社法が制定公布おれ，今回同法に基き本会社の設立を

みるに到った所以でありま

かくして，上記のような設立認皆の下に同社は，国際電信電話株式会社法

日本雲監信童話公社か込掴際電気通信部門を引き継ぎ国際電気通指

事業を経営すること安昌的としてく同法第 i条)，昭和28年 4月 l日から

を開始した株式会社であるs しかるに同法第 1条に明示されているように，同

社は，国緊電気通話事業を経営することを目的とする株式会社である。すなわ

ち，同社は関際電気通信役務を他人の需要に応、じて供給する経嘗体であるので，

公益事業の範聞に購すると同時に個別の公益企業でも為る。それゆえ，同条は
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公益事業法の意味を有するだけでなく， しての意味を十分に有し

てい

2条(8)，こは，同社の本来の業務外の業務として， 日本電信電話株式会

期隷iこF許諾業務と E的達成業務が明示されている号民社が公益事業の範関

しているかちといって，開条に明示されている問書業務や自的達或業務誌，

して泣いなし1むなぜなちば，開条に明示されている業務は，

i条第2項と間擦な理府から，公衆の需要に供する

はいえなLゆ1らである O それゆえ，同法第 2条は公益事業法としての意

していな~'0 
1項は「郵政大臣は，会社に対し公共の福祉を確保するため，

関し必要な命令をすることができる。と規定され.同社が公共の

ることを目的とする企業でなければならないことを示している。そ

れゆえ，間社は公益事業の範盟に寓すると同時に翻意Ijの公益企業でもある。当

然のことながら，開条は公益事業法の意味を有しているだけでなく，公益企業

している O

参 〈路孝[]25年 5丹2日公布，法律131-5.昭和お年S月 1B強行〉

と開時に18法の蕪線電信法〈大正4年，法律26号〉の廃止

にともなって制定された法捧である。従自立の無線電信j去の下では，電波利用に

ついて政府規制が厳しく，必ずしも電波利用が国民に開放されていなかった。

しかし同法の制定・施行を契機として，電波利用が広く国民に開放されるよ

うになっ

さらに，科学技術の進展，社会経済の発達，

波利用範輯が単に放送だけに限らず，通電，運輪，

立道路管理，鉄道事業等にも拡大されている。

よって電

関災，治安維持，電

民法は，総長11.無線局の免許，窯線設{藷と特定黛線設畿の技箭基準議会証明，

異議申立て及び訴訟と璽波監摺審議会，雑長Ij，罰員Ij

の9章116条と前期かち成っている。民法は，概ね， る規定で
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あるが，同法第 l条に明恭されているように，同法の目的は，寵技の公平且つ

能率的な利用を確保することによって，会共の福祉を増進することにある。し

かるに，同法第 1条拭，合益事業法としての意味を十分に有している詰捧であ

る。

しかし向法には公議事業の範菌を示しているような条項はなく，同法から

公益事業の範囲を素描することができなL、。

⑧ 放送法〈昭和25年5月28公布，法律132号，昭和25年6月l日に施行〉

放送法第 2条第 i号に明示されているように放送j とは，公衆によって，

直接，受信されることを目的とする無線通信の送倍をし寸。すなわち，

に対して一方的lこ送揺するので，相互通話を行う他の無線通{言とは異なる。ま

た，特定の受信者に対して送信をするのではなく，不持定多数の公衆に対して

送告をするのである。それゆえ，この通信内容は公開性を有し秘密性を有す

る植の無線通信とは異なるc したがって，同法第 2条は，不特定多数の公衆が

公開性のある通告を受信することによって，利益を享受できることになること

を意図として成立した法律であるので，公益事業法としての意味を十分に有し

ている。

放送法は，電波法とともに， I日法の紫線電信法の捷止に伴って制定された法

律である。同法の目的は，次の三つの隷員Ijに従って，放送を公共の福祉に連合

するように規律しその鍵全な発遣を図ることを自的としている〈問法第 1

1 )放送が国民に最大間に普及されて，その効用をもたもすことを保障する

こと O

立)放送の不偏不党，真実及び自律を保障することよって，放送による表現

に自由を確保するこ

盟〉放送に携わる者の職責を明らかにすることによって，放送が縫全な民主

主義の発達に資するようにすること G

それゆえ，同法第 i条は?放送の目的を公共の福祉にあることを明思している
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法律であち，公益事業法としての意味を十分に有している G

さで，放送を行うためには，放送をする無縁局(放送局)が必要で、ある。そ

して，その無線局を需設する者は郵政大臣の免許を受けなければなもない〈電

波法第 4条，電技法第s条第 2工員〉。また寵波法の規定により放送局の免許

た者を放送事業者という(放送法第 4条〕。議技法や放送法の議IJ定・施

行を契機に，放送事業者として日本放送協会の地に一般放送事業者(民間放

も認めもれるようになった(第51条-...，53条〉

同誌第?条は，現在の日本放送協会について次のように規定している。「時

本放送協会(以下単に「協会Jという。)，之公共の福祉のために，あまねく

日本全国において受話できるように豊かで，かっ，良い放送番組による層内放

うとともに，放送及び受電の進歩発達に必要な業務を行い，あわせて国

際放送を行うことを目的とする。j ぞれゆえ，同条は，同法第 i条と同様な担

的を手ぎすることから，公益事業法としての意味を十分に有している。また，協

会が個別の経営体であることからして，同条は公益企業法としての意味も十分

に有している。協会は，放送法の制定と同時に，出法人の社団法人員本放送議

会の解散により成立した経営体であるD しかしながら，協会は， I日法人の社田

法人時本放送協会のような民法上の社団法人件千人程慶の社員が経営主体と

なっていた社団法人〉ではないし財司法人でもないむしかるに畏法や喬法が

適罵されな~'0すなわち，協会比放送法第 8条に明示されているように，放

送法第 7条の自的を達成するために設立された法人である叱それゆえ，旧協

会が民法上の社自法人として少数社員(6千人程度の出資者〉の支配のもとに

認識されていた経営体であったのに対し現まの協会i之放送法第 1条の捺買IJ

や目的に合一する経詰捧であると同時に第?条の目的である公共の語社を達成

すべき経営体であり，公共企業体的特殊法人として成立した法人でおるむそれ

ゆえ，現協会は，公共の揺祉を日的とする産業類系の範轄に属すると同時に個

別生産経済体でもあるので，公益事業の範囲に嘉すると問時に，公益企業の地

位も十分に害する。

したがって，前述かちも理解されるように，放送法第 8条は協会の性格を公



共の福祉においていることから，公益事業法としての意味を十分に有している。

さらに開条は，掴別生産経済体むことを規定していることから，公益企業法と

しての意味をも十分に脊しているのであ

同法第5条は，業務内容を示している。協会の主たる業務内容は，

。国内放送〈中波放送，超短波放送，テレビジョン放送，テレピジョン多

重放送)， (第 9条第 l項 1) 

互〉放送及びその受諾の進歩発達に必要な調査研究(第号条第 i項2)

班〉国際放送〈第 9乗第 i項3) 

以上の 3項目で為る。その能に同法第 7条の日的を連成するために協会がなし

うることのできる業務内容が第号条の第 2項(1日に明求されている。

さて，上記の第 9条第 i項1.第 9条第 i項2，第 9条第 i項3，第 9条第

2項に示された協会業務内容の全てに，公益事業としての地位を与えることが

弓能か奇か，また，上記の各条項が公益事業法としての意昧を有するものであ

るか否かを考察す

いうまでもなし公益事業は公衆の用に供する事業であり，合共の孝IJ請を目

的とする事業である白しかるに，第2条第 1項 iの国内放送は，公衆の用に供

する事業であり，公共の利益を目的としている。それゆえ，公益事業の範囲で

ある。しかし第 9条第 l項2の業務内苔は，公衆の日 とって，

欠芯サービス供給という業務に相当しないので，公衆の用に供する事業の枠外

であり，公益事業の範閤に騰さな~ ¥0 第9条第 l項3む思捺放送(JIJという業務

は，公衆の自常生活にとって不可欠なサービス供給をなす業務であるとは，必

ずしも現在のところいえな~ ¥0 しかし各国が魚、速に冨擦北社会をむかえてい

る今吉，早晩，国際放送も関内放送と同襟に我々の日常生活にとって不可欠な

サービスと江るであろうしさらに摺際放送は同法第 i条や第7条に明示され

ている内容と合一するものであるので，公益事業の範囲に属するものである。

第9条第 2項に明示されている業務内容は，第?条の自的を達成するための

開随的業務であり，公衆の自常生活にとって不可欠なサービス供給という

に相当しないので合益事業の範囲に掃していない。
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したがって，以上の考繁から，協会の業務の中で，第合条第 l項 1と第号条

第 i項3に示されている器内放送と悶際放送が，公益事業の範毘に議している

といえる。したがって，上記の条項の中で公益事業法としての意味を有してい

るのは，第 5条第 l現 1と第 9条第 i項3である。それゆえ，協会は，第 5

第 l項 1と第合条第 i項3に誕づく業務を畿統的に法人として経営しているこ

とか弘第 9条第 i項 iと第 9条第 l項3は公益企業法でもある。

当然のことながら，協会以外の一般放送事業者は，田内放送に限り，公益事

業の範囲に属するひそして，さらに，一按放送事業者め場合，全国的な園内放

く，喝波法第14条第 3羽3によって放送区域が定められた放送である

ので，その定められた放送が会益事業として位霊づけられる口しかるに，

の事業を合盟的，計画的，統一的，継続的に企業経営している一般放送事業者

i主個別生産経済体であるので，公溢企業の地位も十分に有している。

次に，協会の経常に関する規定として公益事業法の枠内にあると患われる条

以下のように指摘され

周知のように協会の財政は，契約を締結した全国の視聴者(第32条第 i

項〉から徴収する受話料によって賄われる。この受信料は，協会の当該事業年

度の収支予算が国会によって承認されることによって，定められるものである

(第37条λすなわち，収支予算め盟会の承認によって受信料が決定されると

いうことは，協会が富民的，公共的な放送企業体であり，かっ，全国ネットを

有する唯一の放送企業体であるがゆえに，独占的手rj潤を享受して誌ならないと

いうことにその本意がある。かくして，その本位の具体的規定として，協会

は営手Ijを自的として義務をしてはならないということが，第 9条第 4項に明示

されている。また，協会の収入は，第号条第 i現から第 3項までの業務の遂行

以外の昌的に支出しではなもないということが，第39条第 l現に明示されてい

る。

いても毘樺に，国会が深く関与している。すなわち，協会は程事業

年度の財産目録，黛器対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を作成

し郵致大毘に拠出しなければならない(開法第的条第 l 次に郵政大



臣i主前項の書類を内閣に提出しなければならない〈開条第 2項〉。そして，

内閣は，前項の審類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない

くi司条第 3項)。

上記からも理解されるように，協会の財政について，国会が深く関与すると

いうことは，株式会社の株主総会において，株主によって決算が孝認されると

間様に，国会が放送受需契約者〈国民)に代わって決算最認することを意味し

ている。

かくして，協会が，公共的性格を有し政治的中立の立場をとりなが与，公

共の揺祉に深く関与しているからこそ，協会の経営に関する上記の条項

条第 l項，第37条，第 9条第 4項，第39条第 1項，第40条 i・2・3項〉は

公益事業法としての意味を十分に有しているのである。また，協会は，翻7511の

継続企業として経営活動をしていることから，協会の経営に関する上記の条項

は，公話企業法でもある。

つぎに「協会は，郵政大臣の認可をうけなければ，その放送馬を廃止し

又はその放送を12時間以上休止することができなl'0佳し不可効力による場

合は，この眠りでなl'oJという放送の体止及び捷止の第43条も，

の意味を十分に脊している。同条の意味は，協会の都合で，放送の休止及び鹿

止を身勝手にして誌ならないということであるむすなわち，協会は，第7条に

示されている目的をもっ魅続企業であり，買才教的には受話料という規制料金に

よって，支えられている。それゆえ，協会は，敢送の休止及び廃止を身勝手に

してはならないc しかるに，放送の件止及び廃止を躍しく制限している開条は，

公議事業法の意味を十分に有している。また，協会が個別の継続企業であると

いうことからしてら開条は公益企業法としての意味をも十分に宥している。

⑦ 有線テレビジョン接送法〈昭和47年?月 1臼公布，法律第114号，昭和48

年 1月 1日施行〉

有線テレピジョン放送 CCATV)は，有線放送〈公衆によって，車接，

れることを目的とする有線電気通告の送信をいう口以下関じ)であって，
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脊線ラジオ放送業務の連用の規事jに寵する法律(昭和26年，法律135号〉第 2

る有線ラジオ放送以外のものをいう〈有線テレビジョン放送法，第

2条第 i項〉。

わが国で，有線テレビジョン放送が警開業されるようになった契機は，辺地

のテレビジ 3 ン放送の難視聴、を解消するための再送信業務を行うことにあっ

その後，開放送開業要忠として，以下の事項を詣擁することができる。

1 )臨域外(県外)からの民法のテレビジョン放送のための再送話。

刀〉都市の高麗建築化にともない発生する難視聴解撲のための再滋{言。

車〉地域社会に密著した情報などを提供するための自主放送。

かくして，上記の契機や要困から，有線テレピジョン放送は，今後，清報化

社会の進壊にともない，ますます増大され国民の経語的，文化的生活にとっ

て， きわめて有効な葬砲になると患われ

レビジョン放送に関する法律として，予言線テレビジョン放送法がある。

自的は，間法第 i条に次のように示されている。「有線テレビジョン放

送の施設の設麓及び業務の灘営を適正ならしめることによって，有線テレピ

ジョン放送の受{言者の利益を保護するとともに，有線テレビジョン放送の鵠全

り， もって公共の福祉の増進に資することを目的とするパ

かくして， l条が，受信者の手iJ益部護や公共の福祉の増進を自

的としていることから，同条は公益事業法としての意味を十分に有する。それ

ゆえ，罰事業は，公益事業としての地位を手ぎしている。しかるに問事業を経

営している担別生産経済搾は公益企業である。

さらに有線テレビ、ジョン放送法の中で，上記の条項の外に公益事業法とし

ると患われる条項として，次のような条項が指播される。

民有線テレビジョン放送法第 3条第 l項(擁設の許可)，

項〔許可の基準〉

4条第 l

郵政大院は，有韓テレビジョン放送擁設の設置の申議が為った場合，そ

講内者が郵政省令が定める基準に適合しているならば，その設翼を許可しなけ

ればな告ない(同法第 3条第 l項〉。そして，その許可基準として，以下の 4
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されている〈同法第4条第 i項 1・2・3・4)0 

1 )その描設計画が合理的で，実施が確実であること，

II)その施設が都政省令で定める技術上の基準に適合していること，

蹟)その擁設運用にさいして，経理的基礎や技術的能力を有すること，

百)そむ議設設麓がその地域における自然的社会的文北的諸事業に照らし&}、

要であり，かっ適切なものであること，

上記の第 3条第 i項(施設の許可)と第 4条第 1項(許可の基準〉は，

者が安心して継続的にサービスを供給されることが規定された需要者探護の条

頃であり， 2つの条項がワン・セットになって作窮することによって，初めて

一般公衆の用に供するという機能を発揮するようになり，公議事業法の意味を

有するようになる。それゆえ，上記の 2つの条項比それぞれ単独では公益事

となりえないが， 2つの条項がお互に有機的に作用することによって公益

事業法としての意味を予言することとなる。

(Bl 有線テレビジョン故送法第14~長(役務の提供条件の認可〉

間法第14条第 l項は，有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン事

業者が，再送信という役務を提供する場合，その条件等について契約約款を定

め，郵政大龍の認可を受けなければな与ないということを主内容とした法津で

ある。ま九その条件等の申請内容について，郵政大臣が認可する基準は次の

ように示されている〈第14条第 2

1 )役務の料金が業務の能率的な選言の下における原舗に照らし妥当なもの

であること O

立〉再送倍と再送{言以外の有線放送を併せて行う場合，当該陣送誌の役務む

提供のみについて契約締結することができること D

車)事業者と受信者の責任事項が適正で，かっ明確であること G

IV)特定の蓄に対して，不当な差別的取扱いをするものでないこと O

上記の第14条が公益事業法であるという理由は，開条第 2項の認可基準が公

益事業誌の内容にふさわしく，かっ， この基準と陪条第 1~員がワン・セットに

なって作用することによって，初めて一般公衆の用に{其するという機能を発揮



第4叢 わが国の公益企業の範囲 163

るようになるからである。しかるに開条は，公益事業法としての意味を十分

に有している。

。有線テレゼジョン放送法第16条〈役務の提供義務〉

は，次のように明示されている。 r有鰻テレビジョン放送事業者

は，正当な理由がなければ，その業務区域における有線テレピジョン放送の投

務の提換を拒んではなもないoJ開条は，サービスを求める全ての需要者に対

して，サービスの供給を把んではなもないということを意味しており，公衆の

用に供するということに合ーしている法律であるc しかるに，役務の提供義務

という同条は， しての意味を十分に有しているといえる。

(i主)

(1) 憲法第21条(集会・結社・表現の自由，通f言の秘密〉

① 集会，結社及び首論，出版その地一切の表現の自由詩，これを保障する。

検聞は，これをして誌ならな ~'o 遇措の接密は，これを侵しではならなL、
(2) 垂巨額法第 9条(秘密の確保〉

CD 郵政省の取扱中iこ係る信書の秘苦は，これを慢しではな告なL'o

@ 部授の業務に従事する者'i，在職中郵便物に関して知り樽た他人の器密を守ら

なければならない。その職を滋いた後においても，間様とする。

(3) 篭気通情事業法第 3条(検問の禁止〉

電気通器事業中の取扱中に係る通信は，検閲してはな込屯い。

(4) 電気通常事業法第 4条(秘密の保護〉

毒気通告事業者の取扱中に係る瀦信の秘密は，護しではならない。

(5) 電気通告事業法第 8条(重要最誌の確保〉

第 i工員，雲意気通告事業者は，うそ災，事変その{哉の非常事態が発生し文は発生す

るおそれがあるときは，災害の予防若しくは救援，交通，通信若しくは電力の袋詰

の確保又は秩序の維持のために必要な事婆を内務とする瀧誌を護先的に取り扱わな

ければえよらない。公共の科益のため緊急に升うことを要するその他む通信でおって

郵政省令で定めるものについても鵠様とする O

第 2項，前項の場合において，篭完通信事業者は，必要があるときは，郵政省令

で定める慕壌に誕い，意義気通話業務の一部を停止することができる O

(6) 日本電信議話株式会社法第 l条第 2現，会社は，前項の事業を堂主よほか， これに

鮒菩する業務及び郡故大臣の認可を受けて，その他会社の目的を連成するために必

嬰な業務を営主ことができる。こむ場合において，同積の事業iニ附帯する業務に関
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し必要な事項は，郵政省令で定める。

出 国際室電信意義話株式会社編 f国際電信議話株式会社25年史』昭和54年， pp.4"'-' 5. 

開株式会社設立趣意書は，昭和28年 l丹7日付で，設立委員長，中島久高吉の氏

名で配布されている。

(出 国際電{番電話株式会社法第 2象国際電信璽話株式会社〈以下「会社」とい

う。〕は，前条の事業を営むiまか，これに附帯する業務及び郵政大自の認可告受け

て，その地会社の間的を達成するために必要な業務を霞むことができる。この場合

において，間条の事業にi帯害する業務に関し必要な事項は，都政省令で工芸めるoJ

(9) 教送法第 8条

議会は，前条の自的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とす

るc

舗故i禁法第 9条第 2現

協会は，前項の業務の廷か，第 7条の自的を達成するため，次の業務を行うこと

ができる。

窮項第 3号の国擦放送の放送番組の外国における送{言を外菌放送事業者に委託

する場合に必要と認めるときにおいて，当該タト関放議事業者との間の協定iこ基づ

きその者に孫、る中継国際放送を行うこと。

前項の業務の附害する業務を行うこと。

放送番組及び編集上必要な資料を外国放送事業者に提携すること

西 多粟放送を行おうとする者に放送技犠を賃貸すること O

五 委託により，放送及びその受信の進歩発達に寄等する謡査研究，放送設備の設

定その{哉の技箭援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか，放送及びその受信の進歩発壌に特に必要な業務を

行うこと

回 初期において，謁外撞民地と本国を結びつける対撞畏地放送的性搭と出禁潤知の

ための対外放送的柱格を有し戦崩が進むにつれて戦争遂行のための宣伝放送的性

格を有していた海外放送〈昭和10年 6月i日膿始)は，連合家司令部の命令によっ

て，昭和20年 g月10留をもって停止されていた。しかし，昭和27年 2丹10日，諸外

留にわが闘の実情を低え，各臨の理解と支援とによって，わが国の復興を進め.l3.

つ文化の交流を図仏国際親善に寄与することを自的として，盟揮、放送として再開

されたのである O
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山市民生活必需用役鍛供給事裁系統

龍気事業法(昭和39年 7月11自去事，法律第170号，昭和40年 7月 18 

接行〉

1条は， 自的を次のよう している rこ

律iま，電気事業の運営を適正かっ合理的ならしめることによって，電気の使用

者の利益を保護し及び毒気事業の健全な発達を罷るとともじ，電気工作物の

維持及び連崩を規制することによって，公共の安全を権保しあわせて

公害の訪止を図ることを目的とす

上記の条文から指摘されるように，同法第 1条i主議気という用役を適正か

っ合理的に供給することによって，電気需要者の利殖を保護することを明示し

ている法律であり，公益事業法の意味を十分に有している。

同法第2条は，電気事業に関す しているc 一

殺主義気事業とは，一殺の需要に応、じ嵩気を{其給する ~\う 1項〉。

一般電気事業者とは，一般電気事業を営むことについて，次条第 l項〈通産大

臣)の許可を受けた者をいう(同条第 2

に供するための電気を供給することを主たる目的と

する事業をいう(開条第 3議λ部議気事業者とは，郵電気事業を営むことに

ついて，次条第 i項〈通産大臣〉の許可を受けた者をいう〈開条第 4現)。電

気事業とは， ャつ、も

とは，一般電気事業者及び卸議気事業者をいう(同条第s号〉。
上記の定義からも理解されるように，一綾電気事業も卸電気事業も一般の需

要に応、じて電気を供給することに係わっている事業である。しかるに，このよ

うな事業は公衆の現に供するとし寸会益事業に一致する。それゆえ，一般毒気

事業と卸犠気事業の総皆、である噴気事業は公益事業としての意味を十分に有し

ている。また，経済性を指導原理として，合理的，犠続的に電気を供給する一

般議気事業や卸議気事業の個別生産経済捧〈電気事業者〉は，公益企業である。



また，上記の開法第 2条の考察からき開条第 i項は公衆の罵に供するという

味を有しており，公益事業誌としての意味を十分に宥している。

開法の中には，上記の第 l条，第 2

きる下記のような条項もある。

(A) 電気事業法第 5

i項の外に公益事業法として指摘で

第5条は，電気事業開業申請者に対する許可基準を明去している条項でお

この許可基準の内は，

i )一般の需要又は一般言電気事業の需要に適合し

註)電気工作物の能力が需要iこ適合し

這〉鉄給地域内において電気工作物が著しく過剰とならないことであり，

iv)事業遂行上，経理的，技街的能力が確立されていることであり，

v)事業計画が確実であることであり，

vi)電気事業の開始が電気事業の総合的，合理的発達と公共の利益に資する

ことを意味してい

そこで上記の基準の意味と公益事業法としての意味との関連を考察する江主

ば，次むようなことが指摘されるだろう O すなわち， i)と品)の基準からは，

公衆の舟に供することが意味される。議〉の基準からは，同一地域内での無競

争によって破誠的競争が回避されて，需要者の利益が保護されるということが

意味される。 iv)とv)からは，安定したサーピスが継続供給されることに

よって，需要者ぬ利益が保護されるということが意味されるむ vi)からは奮

気事業の関拾が同事業の総合的・合理的発達や公共の利益に資することになる

〕とが意味される Q

しかるに，上記の各時の意味か色指摘されるように第 5条は，公益事業法と

しての意味を十分に有している法体である。

日曜気事業法第 3条・第15条

第3条の電気事業の許可の内容は，

許可の取消し)

る通産大庄は電気事業

充足してい

した者〔第 4条第 i項のりが開業する上でむ要件(第 5条〉を

その開業を許可することを意味しているむ
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第15条の噂知事業の許可の取消しの内容は許可さ

された期日内に礎気工作物を設置せず，又は事業を開始していない場合〈再条

第 1項)Jや「同法や同法に基づく命令に違反し公共の科益を鵠害した場合

〈開条第2事)J許可を取泊されることがあり. rその場合，その取消の理岳を

電気事業者に通知しなければならないということ(同条第 3項)Jを意味して

いる。

それでは，第 3条と第15条とも，

ような理由からであるかを考察するs

るなちtt'.開法第 5条の許可基準のみな

ちば，付与されないものであると解釈でき

広義に解釈するならば，もし同法第 7

ると容認されるのは，どの

第 3条の許可を広義に解釈す

i条の目的に合ーしないな

また，第15条の許可の取濯しを

の義務Jに反したり，間法第 l条の目的に反した場合には，許可を取消される

ことを意味しているq さらに第15条は，法律上，第3条をチェックすると問時

に電気事業の許可制という地域独占制の弊害を実費約にチェックし

者の利益を{呆護しているといえる号

しかるに，第 3条と第15条は，それぞれ単独では公益事業法とはいえないが，

それぞれが実質的に生かしあうことによって， しあうこととなり，

の利益の保護に合一するようになる。すなわち，同条は上記のよう

となって有機的に協働することにより，公益事業法としての意味を十分に手ぎす

ることになるむ

(c) 電気事業法第14条〈事業の休止及び寵止並びに法人の解散〉

開条は，電気事業会社は公衆の用に{共し公共の手IJ誌に資する経営体である

ので，経営体の休・廃止や解散にさいしては，主務大臣の許可なく一方的にし

てはならないということを明示している。それゆえ，開条は公益事業法として

の意味を十分に有しているといえる。

。篭気事業法第18条

電気事業者の供給資任を明示してい る。その概要は

な理由なしに供給地域の需要者に供給を拒んではならない
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2 しく開条第 i項)，供給地域以外の需要に応じではならないし

の一般電気事業の用iこ供するま
4
山

な理自なしに電気供給を拒んではならないし〈同気供給を約束した場合，

の許可変更の許可を受け

に供するための電気を供給し

条第 3

ければ，一般電気事業者にそ

てはならない〈同条第 4項)J という内容であるむ

な差別的取扱いな第 i項には，

1項かを供給しなければならないということが明恭されている。それゆえ，

一般需要者の利益を保護することの 2つが遵守

されていることが理解されるむ第 2嘆からは，一般電気事業者が地域独占詩討を

与えられていることに討し当該事業者に供給責在と料金等の規制が諜せられ

需要者の利益が保護されていることが理解される。第 3項は，地域分割現行事

業体制下で需給のバランスがとれなくむる可能性が生じた場合，供給不足のー

らは，公衆の用に換すること，

般電気事業者に{告の一般篭気事業者や継続的iこ取引関採のなし

洪給を融通するという広域運営等によって，需要者が不利益を生じないように

しようとした内容でおる口それゆえ，第 3項は，需嬰者の利益を保護するとい

うことに一致する条項といえるs 第4項は，電気事業者に挟給地域や毒気工作

物等の内容を明不した許可証を与えることによって，間接的に地域独主権を与

え，その一方で，安全で継続的な寵気段給の義務を諜すことによって，期設的

に一般害要者の利益が保護されるよう れている条項である申

でを考察した限りにおいて，同条にしたがって，第開条第 I項かも第 4

一般公衆の用に供すること，一般需要者の利益を保護することの 2つの公は，

ィータス標識が遵守されているので，同条は公益事業の意味を十分

iこ有する法律であるといえるむ

({共給規程〉記)

一般電気事業の料金その他の供給条件の認可制と認可基準を明示し開条は，

の倍の供給条件について主務大

この認可制からは，一般しかるに，

開条第 l項比

臣lこよる認可艇を定めている法律である。

ている法律であ
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ことのないように，行政

当局にチェック機能を与えて一般需要者の利益を保護しようということが理解

される。同条第 2項は，料金その地の供給条件を認可するさいの認可基準を，

ように明示しているc

i )料金が能率的な経営の下における適正な原錨に適正な手IJr闘を加えたもの

であることむ

註〉料金が供給の種類によち定率又は定額をもって明認に定められている〕

とG

温〉一殻篭気事業者及び霜気の使謂者の責告に関する

の{也の用品及び喜三練工事その他の工事に関する襲用の負担の方法が適正か

っ明確に定めちれていることc

iv)特定の者に対して不当な差別的最扱いをするものでないこと。

i )には，需要者の科益が保護されるように，塙気料金算定上，原儲主義が採

期されなければならないことが明示されている。 u)とui)は，

用負担に関して一般需要者に不誌をいだかせないための遺正な手続き方法を示

と毘時に，需要者に対して出来るだけ公平に負担させるべきであるという}

とを吊している。それゆえ，話〉と ui)からは，需要者の手IJ議が保護されてい

ることが理解される。 iv)からは原則として需嬰者に公平にサービスする」併

との保瞳をとおして，一殺公衆の罵に供することと，一般需要者の利益が保護

されていることが理解される。

したがって，開条からは，一般公衆の用に供することと，一般需要者の利益

を謀議することの 2つが遵守されていることが理解される。それゆえ，開条は，

公益事業法としての意味を十分に手ぎする法禅といえる。

建気事業争議行為規制法〈竜気事業及び石炭鉱業における争議行為の方

法の規制に関する法待)(昭和28年 8月7日公本施行，法律第171号，存

続昭租31年比月 s日国会議決〉

開法第 1条iこ f電気事業及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び留民の日
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常生活に対する重要性にかんがみ，公共の福誌を議議するため，これ

iごついて，争議行為の方法に関して必要な措震を定めるものとするoJ と明示

されているように同法第 l条は，電気事業や石炭鉱業は爵民経済や国長の呂

常生活iこ多大な影響をおよぼすので， これらの事業の争議行為方法に規制を加

えることによって，公共の福祉を擁護するということを目的とした法捧である。

しかるに， としての意味を十分に有している法律といえよ

つ。

しかし石炭鉱業について設及するならば，同法制定当時や毘法存続国会議

決当時の石度拡業は，エネルギー資諜に占める比重が，まだ，極めて大きく，

石炭鉱業争議行為方法に規制を加えることは合共の福祉を擁護する意味で当然

のことであった口しかし今日では公共の福祉を擁護するという意味は小さく

なってきている母したがって，石喪鉱業が第 1条の条文か主削除されても今日

では国民経済及び国民の日常生活に多大な横失を与え，公共の福祉に損すると

いうことはありえないと思えるが，削除されることなく生かされているのは次

のような理告からでおろう O すなわち，それは石炭鉱業の探安選守に基づいて

いる。なぜなら石炭鉱業の争議行為方法になんらかの現制がないならば，

業務の正常な運営が停涛しかねないからである。かくして，今告のお炭鉱業争

議行為方法規艇は，公共の福祉を擁護するというよりも，保安業務を正常に運

営するという意味で，規制されているよう れる。しかるに，

は争議行為に規制を加え込れているとはし 1え，公益事業の意味を有していないc

一方，電気事業試，罰法制定当時以上ι今日では，国民経済や国民の日常生

活にその重要牲を増大させているだけでなく，公衆の需要の用に供する事業で

あり，公共の福祉に資する比重もそれだけ大きくなってきている。それゆえ，

第 1条から電気事業が削除されるということは皆無である。しかるに，

しての意味を十分に有しているということが，第 l条か

されるむ

第2条は. I竃気事業の事業主又は電気事業に従事する蓄は，争議行為とし

て，篭気の正嘗な供給を停止する行為その他寵気の正嘗な供給に直接に障害を
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生ぜしめる行為告しではならない。」と明示されており，

を禁止している法律である。すなわち，第 2条は，竃気事業は盟民の住常生活

に不可欠な電気という現役を{共給する事業であるので，冨民経読や盟民の自営

生活iこ多大な影響をおよ認さないように，議究の正常な供給を停止させたり，

または韓害を生ぜしめる争議行為を禁止することを明示している法律である。

しかるに第 2条

かくして，第 1

しての意味長十分に有している法律である。

2条の考察からも理解されるように，電気事業は， B 

という用役を扶給している事業であるので，公益事業と

しての意味を十分に脊している事業である。ぞれゆえ，電気事業の鶴男IJ生諜経

営持は公益企業としての意味も十分に有してい

③ ガス事業法(昭和29年 3月31日公布，

行〉

昭和29年 4月l日施

開法第 i条は，ガス事業の自鳴を次のように明恭している。 rこ

ガス事業の運営を謁撃することによって，ガス使用者の孝IJ益を{呆護し

ス事業の棲全な発達を障るとともに，ガスの工作物の工事，維持及び運用並び

にガス用品の製造及び販売告規制することによって，公共の安全を確保しあ

わせて公害の防止を悶ることを目的とするoJ

らも理解されるように，開条iまガス事業者がガスを適正かっ合理的に

換絵することによって，一般需要者む事i益を{呆護しなければならないというこ

とそ意味している法律であり，去益事業法としての意味を十分に有している。

には，一般ガス事業と簡易ガス事業とがある(問法第 2条第 5項〉。

一般ガス事業は，一般の需嬰に応、じ導管によりガスを供給する事業(簡易ガス

1項)0

L 政令で定める簡易なガス発生設議〈特

においてガス告発生させ，導管によりこれを供給する事業で

あって，一つの団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものをいう(同

3 
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しかるに，一般ガス事業も簡易ガス事業も一殺の需要に応じて導管によりガ

スを供給する事業であるので，公衆の用に供する事業といえる。それゆえ，ガ

とし

生産経済体は，

としてのスティータスを十分に手干している。また，経済性を

継続的，計画的，統一的に経話している個別

としての地泣を十分に有している。当然のことなが弘

2条第 l項委第 3項には公衆の用に換するということが明示されてお

り，公益事業法としての意味を十分に有しているといえよう G

同法の中にi之上記の第 i条，第2条第 l項，第 2条第 3現の外に公議事業

法として指摘される下記のような条項もおる。

(A) ガス事業法第 5条(一般ガス事業の許可基準)

第5条i主一般ガス事業興業中捕者に対しての許可基準を明示している条項

る。その許可基準の内容は以下のように明示されてい

i )一般ガス事業の開始がー設の需要に適合することく第 5条 l号〉。

己〉ガス工作物の能力が需要に適合すること(第 5条2号)。

逼)供給じま域内において，ガス工作物が著しく過剰となるないこと(第 5

3号)。

iv)事業潜行上，経理的纂礎，技術的能力があること(第 5条4

v)事業計麗の実施が確実であること〈第 5条5

vi)一般ガス事業者がその扶給IZ域内で簡嘉ガス事業を営む場合で特定ガス

発生設備を整醸した場合，ガス供給が丹請であるようにまた，その設備

に代わるガス工作物によってすみやかにガス供給されるように計画が建立

されていること(第 5条6号)。

viD当該ガス事業の開始が公益上，必要であること〈第 5桑 7号)。

そこで，上記の基準の意味と公益事業法としての意味との関連を考察するな

らば，次のようなことが指描される。 i)と詰〉からは，“公壌の現に供す

る"ということが理解される。 iii)とお)と v) とvi)かるは，

益を課護する"ということが理解されるのなぜな ιiii)には，破滅的競争を

跨止して，需要者の事Ij益を保護しようとすることが示されているし iv)と
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v)とvi)かもは，合理的，縫続的，計間的，統一的にガス供給することをガ

ことによって，鴇嬰者の科益を保護しようとすることが理

解される。 vむには，ガス事業経営誌の経堂活動が公共の事'1益に資するもので

あることが訴されている口

しかるに上記の関連の考察から指摘されるように第 5条 し

ての意味を十分に有している法律であるといえよう O

ガス事業法第37条の 4 (簡易ガス事業む許可基準〉

第37条の 4は，簡易ガス事業開業申請者に対する許可基準を明示している

項である。その許可基準の内容は，一般ガス事業の許可基準(第 5条〉と誌と

んど開様である。しかし輯度上，技術上，ー穀ガス事業には必要で為るが，

ガス事業には不必要主基準がある。また，その増の場舎もある。しかるに

上記のような意味をもっ第37条の 4第 l項の基準内容を明示すれば，次ぬとお

りである。

じ簡易ガス事業の開始が一般の需要に適合すること(第37条の 4の第 1項

1号λ この条項は第 5条第 1号に縮等するものであ

ii)簡易ガス事業の工作物の能力が需要に適合すること(第37条の 4

2時〉。この条項は第 5条2号iこ相等するものであ

温〉供給計聞はあるが，まだ供給されていない一般ガス事業者の侯給地区の

需要者の利益が，簡易ガス事業の関訟により間帯されないということが確

実であること〈第37条の 4の第 1項 3号)口この条項は，簡易ガス事業に

田有の基準であるので，第 5条にはなL、。

iv)供給区域内において，簡易ガス事業工存物が著しく通剰となちないこと

(第37条の 4の第 i項4号〉。この条項は第 5条 3号に棺等するものであ

る。

v)霞易ガス事業i遂行上，経理的基礎，技指的能力があること〈第37条の 4

1項 5号)。この条項は第 5条4号に相等するもので‘ある。

vi)簡易ガス事業の持定ガス工作物が連盟省令で定める技捺?の基準に適合し

ていること〈第37条の 4の第 l項s号)。この条項i之簡易ガス事業に器



有の基準であるので，第 5条にはないの

viD霞易ガス事業計画の実施が確実で、あること(第37条の 4の第 l項 ?

この条項は，第 5条5号に相等するもので、ある。

必〉当該輯易ガス事業の開始が公益上，必要であること〈第37条の 4の第 1

8号〉。この条項は，第 5条?号に棺等するものである。

以上が簡易ガス事業の許可基準を示す第37条の 4の第 l項の内容であるが，

ここに誌，第 5条6号の内容に椙等するものがなl'oなぜな釘£第 5条6

'"i，一般ガス事業者に付随する国有の基準であるからである9

かくして，簡易ガス事業に閤有の第37条の 4の第 l項3号の内容からは，

殻需要者の科益保護を榎先的に叡級っていることが理解される。また簡易ガス

事業に固有の第37条の 4の第 1項6号の内容からは，安全性を優先的に取扱っ

ていることが理解されるむぞれゆえ，保安規定の第37条4の第 l項e号以外の

第37条の 4第 l項は，公益事業法としての意味を十分に有しているといえよう c

(Cl ガス事業法第 3条・第14条〈ガス事業の許可と許可の接指し)

間法第 3条はガス事業を所管する通砲さを業大臣は，ガス事業の開業を申

し 4条第 l項の l号〉が開業する上での袈件〈第 S条〉を充足して

いる場合，その開業を許可すること」を意味している。第14条は，許可された

期E内にガス工作物を設置せず，又は事業を開始していない場合〈開条第 l

項)や，同法や開法に基づく命令に違反し公共の手IJ誌を阻害した場合(同条

第2項〉に許可を取消されることがあり，その場会，その取講の理自をガス事

業者に通知しなければならないということ(胃条第 3項)を意味している。

それでは，第 3条と第14条とも公議事業法であると容認されるのは，どのよ

うな理由からであるかを考察する。第 3条の事業の許可を広義に解釈するなる

ば，第 5条の「許可基準Jのみならず第 i条の:自的」に合一しなければ，

えられないものであると解釈される。また，第14条の「許可の取消しj

に解釈するならば， もし同法第 l条の目的に違反した場合には，許耳を取消

されることを意味している。それゆえ，第は条は，法律上，第 3条をチェック

すると同時に，ガス事業の許可という地域独自制を実鷲的にチェックし一般
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需要者の利益安保護しているといえる。しかるに第 3条と第14条はそれぞれ単

独では公益事業法とはいえないが，それぞむが実質的に生かされあうことによ

払需要者の科慈の{果護に合一するようになるc すなわち，南条はよ記のよう

に表裏一体となって有機的に協働されることにより，公益事業法としての意味

を十分に有することになる。

の) ガス事業法第13条・第37条の 7 (事業の休止及び廃止並に法人の解散)

第13条と第37条の 7 (第37条の 7は，簡易ガス事業についての規躍であるが，

準用規定であるので，事業の休止及び護止設に法人の解散については，第13条

を準用することを明恭している。〉は，ガス事業会社は公衆の荊に供し公共

の利益に資することを詩的として合理的，継続的，統一的，計閥的にガス供給

する個別生産経済体であるので，当該会社の休廃止にさいしては主務大臣の許

く，また，解散に対する当該会社の決議や総社員の詞意にさいしては主務

大臣の認可なく，当該会社の都合で一方的に体廃止や解散をしてはなもないと

いうことを意味してい

ぞれゆえ，再条は公衆の用に供することと，公共の利益に資することを十分

しており，公益事業法としての意味を十分に有している。

低) ガス事業法第16条・第37条の 6

開条は，ガス事業者が許可という特典を吋与され，その特典によって謀揮さ

れることになる地域独おお克返しとして，ガス事業者が継続的にガス換給する

こと iこよって，需要者の利益が保護されるように，ガス事業者の供給資任を，

している法律である。その概要は， rガス事業者は正当な事由なしに供給

区域の需要者に供給を組んではならないし(第16条第 1項，第37条の 6の第 1

供給区域以外の需要に応じてはなちない

第2項)J という内容であ

開条の第 i項には，

2項，第37条の 8の

ガス供給しなけれ

ばな iらないということが明示されており，それゆえ，間条の第 l項からは，

般の公衆の用に供すること，一般需要者の刺益安保護することの 2

れていることが理解される。



間条の第 2項からは，ガス事業者が地域独占という特典が付与されている克

返りとして，当該事業者に供給義務を課すことをとおして，需要者の利益を保

しているということが盟解される。

それゆえ，南条には，一般公衆の用に摂すること，一般需要者の手Ij益を保護

することの 2つが遵守されているので，開条は公益事業法としての意味を十分

る法律であるといえる。

(F) ガス事業法第17条・第37粂の 7 (供給潤程〉

第17条(一般ガス事業を対象〉と第37条 7 (簡易ガス事業を対象としている

規定であるが，準用規定であるので，料金その他の侯給条件についての供給規

程に関しては，第17条を準用することを明示しているJ は，ガス事業の料金

その地の供給条件の認可制と認可基準を明示している法律である。第17条第 l

項と第37条の?の第 l項拭，ガス事業者がその独占的な地位を手IJ期して法外な

料金等の負担を一般需要者に課すことなくー穀需要者の利益が保護されるよう

に行政当萄にチェック機能を与えていることを意味している法律である 5 第17

条第 2項と第37条の?の第 2項は，料金その砲の供給条件を認可するさいの認

可基準を下記のように明示している条項である。

i )料金が能率的な経営の下における適正江原価に適正な革IJi携を加えたもの

であること。

話)料金が定率又は定額をもって明雄に定められていることc

lli)ガス事業者投びガス使現者の賓迂に関する事項並びに導筈，ガスメー

タ…その地の設舗に関する費用負担額やその方法が漉正かっ明確に定め§

れていること，

iv)特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと，

i )は，需要者の利益が保護されるように，電気料金算定上，原伍主義が探用

されなければならことを明示している。註〉と lli)は，料金算定や費渇負担に

して一般需要者に不需をいだかせないための適正な手続方法を示すと問時に

需要者に対して公平に負担させることを示しており，それゆえ， 註〉と lli)か

らは，公衆の用に供するということが理解される。 iv)は，需要者への撰給条
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件を差別することなく溝正かっ公平にサービス供給することを事業者に義務づ

けているので， iv)からは，一般需要者の科益が保護されていることが誰察さ

れる己

したがって，時条には，一般公衆の用に供すること，一般霧要者の利益を保

護することの 2つが遵守されているので，第17条と第37条7は公益事業法とし

ての意味を十分に有している法律であ

告熱供給事業法(昭和47キ6月22日公平弘法捧第88号，昭和47年12月20日

縫行〉

開法第 i条は，熱供給事業の目的を次のように明示している。 rこの法律は，

熱供給事業の運営を適正かっ合理的ならしめることiこよって，熱供給を受ける

者の利益を保護するとともに，熱供給事業の鍵全な発達を岡弘及び熱供給施

設の維持，運用等を規制することによって，公共の安全を確楳することを

とするU 上記かちも理解されるように，開条は熱供給事業者が熱という用役

を適正かっ合理的に供給することによって，その利用者の利益を保護すること

を明示している法律であり，公益事業法の意味を十分に荷している法持であ

それゆえ，熱供給事業は一鞍需要者の利益を保護しなければなちない事業であ

り，公議事業としての地位を有している。

同法第 2条第 2項に， rこの法塗において『熱供給事業』とは，一較の需要

に応じ熱供給を行なう事業〈使用するボイラーその他の政令で定める設備の能

力が政令で定める基準以上のものに限り， もっぱちーの建物内の需要に応じ熱

供給を行なうものを除くJをし寸。」というように熱棋給事業を規定している。

ーと記の規定からも理解されるように，熱供給事業は一般の需要に応じて熱サー

ビスを供給することに係わっている事業である。それψえ，このよう

会衆の用に供する事業であり，公益事業としての地位を有している事業であ

したがって，経済性を指導原理として同事業を合理的，継続的，計語的，統一

的に経堂している個別生産経済体は，公益企業としての地位を有している。 ま

た，当然、のことながら，同法第 2条第 2項は，公益事業法としての意坊を十分
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しているといえよう。

司法の中には，上記の第 l条，第 2条第 2項の地に公益事業法として指擁で

きる下記のような条項もあるむ

出熱供給事業法第 5条〈熱供給事業の許可基準)

第5条は，熱供給事業開業申請者に対する許弓基準を明示している条項であ

その許可基準の内容は以下のとおりである。

i )その熱供給事業の開始が一般の需要に漉合すること合(第 5発l

註〉その熱洪給事業の熱供給施設の能力がその棋給区域における熱供給に対

する害要に応ずることができるものであること o (第 5条2号〉

溢〉その熱供給事業を週確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力が

あること o (第 5条 3

iv)その熱供給事業の計麗が確実かっ合理的であること。(第 5条4

v)その告その熱供給事業の開始がその供給呂域における日常生活又は事業

活動上の利便の増進のため必要であり，かっ，適切であること(第 5条

5号〉

i )と註〉と v)の基準内容からは，公益事業の属性である f公衆の尽に供

るj ということが意味される。しかるに， これらの基準は公益事業法として

の意味を有している。温〉と iv)は，安定した熱サービスが継続供給されるこ

とによって，需要者の利益が諜護されなければならないことを意味しており，

それゆえ，長i)とiりからも，公益事業法としての意味を有していることが，

十分に推察される。

お} 熱供給事業法第 3条・第12条(熱供給事業の許可と許可の取消し)

同法第 3条の熱供給事業の許可の内容とは，熱{共給事業を所管す

は，熱供給事業の開業を申講した者〈第 4条第 1項のけが，開業する上での

要件(第 5条〉を充足している場合，その開業を許可しなければな告ないこと

を意味する O

第12条の熱供給事業の許可の取消し内は，次のとおりであるo r許可され

た熱供給事業者が捜定された期日内に，熱供給確設を設麓せず，又は事業を関
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始せず〈開条第 1噴)，又は供給広域等の変吏の許可を受けた熱供給事業者が

規定された期日内に事業を開始せず，又iま熱扶給施設を変更そしない場合

〈開条第 2項)Jや「同法や同法に基づく処分又は条件に違反した場合で，当

該供給監域における日常生活又は事業活動上の科{更を著しく害すると違憲大臣

が認めた場合(同条第 3項)J.滴産大臣は許可を取消すことができ， r取消し

た場合，その取渚し理由を通産大臣は熱供給事業者へ文書で通知しなければな

らない〈開条第 4項)oJ という内容である。

それでは，第 3条と第12条とも公益事業法であると容認されるのは，どのよ

うな理由からでおるかを考蕪する。第 3条の許可の条文吾忠義に解釈するなら

ば， 5条の許可基準のみな 同法第 l条のE的に合一しないなちば

許可されないことを，意味している。

また，同法12条の許可叡消し条項を拡大解釈するならば，第12~長は，第 5 条

の「熱撰給事業の許可基準j 8条の「熱供給麓設の設置及び事業の開始の

義務Jや第 i条の「目的J等に議皮した場合，すなわち，利用者の科益課護や

公共の安全確保に反した場合には，許可を取消されることを意味している。さ

らに，第12粂は第 3条をチェックすると同時に熱供給事業の許可という地域独

占棋を実質的にチェックし一穀の需嬰者の手IJ益を謀議しているといえる。

それゆえ，熱供給事業法の許可〈第3粂〉と許可の取消し〈第12条〉も，そ

れぞれ単独では公益事業法とはいえないが，同条iま表裏一体となって有機的に

協調易されることにより，公益事業法としての意味を有するようになるのである。

(c) 熱供給事業法第11条〈事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

l条i主熟供給事業会社は，公衆の用に供し，その手IJ用者の日常盤活iこ資

することを自的として，合理的，継続的， 統一的に熱供給する鶴男Ij生

室経済陣であるので，当該会社の休廃止にさいしては，主務大寵の許可なく，

また，当該会社の解散の決議や総社員の同意にさいしてi主主務大臣の認可なく，

当該会社の都合で一方的にしてはならないということである。

ぞれゆえ，同条は公衆の用に供するという意味を有しており，公益事業法と

しての意味を十分に有している。
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。熱供給事業法第13条(供絵義務〉

第13条iま，熱{共給事業者の供給費在を明示している法待であるむその概要は，

f熟供給事業者は，正当な理由がなければ何人に対しでもその供給毘域におけ

る熱供給を拒んではなちないし〈間条第 l項)， {共給区域以外の需要に応じて

はなもない(開条第 2項)J という内容である口同条第 1項は，不当な兼別取

扱いなしで何人にも熱供給する義務が熱供絵事業者に諜せられていることを示

しており，それゆえ，同条第 i頃からは“一般の用に撰する"ということが

推察される合開条第 2項からは，熱供給事業者は，供給区域の許可という独占

権によって，破滅的競争を生じさせることなし安全で継続的な熱サ…ゼスを

問区域内の需要者に供給する義務を諜せられていることが推察される。それゆ

え，同条第 2現には，間接的ながらー綾需要者の利益を保護するということが

包摂されている。

したがって妻開条には，公衆の用に供すること，一般諜要者の利益を保護す

ることの 2つが遵守されており，開条は公議事業法としての意味を十分に有し

ている法律であるといえる。

(E) 熱供給事業法第14条({共給規樫〉

同法第14条は，熱供給事業の料金その能の供給条持の認可制と認可基準を明

している法簿であるc 開条第 l項〈地方公共団体以外の熱換給事業者を対

と同条第 3現〈地方公共自体たる熱供給業者を対象〉は，熟供給の料金，

その簡の供給条件について主務大臣による認可制を定めている法律である。し

かるにこの認可制からは，熱換給事業者が法外な料金等の設担を一般需要者

ことなく一椴需要者の利益が保護されるように，行政当期にチェック機

いるということが理解される。同条第 2項〈地方公共自体以外の熱

供給事業者を対象)と同条第4項(地方公共団体たる熱訣給業者を対象)は，

料金その他の洪給条件を認可するさいの認可基準を下記のように明示してい

i )料金が能率的な経詰の下における適正な原舗に照らし公正妥当なもので

あること，

話)料金の額の算出方法が適正かっ明践に定められていること，
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ui)熱供給事業者及び熱供給を受ける者の責任に関する 製L

最計その他の設構に関する費用の負担の方法が適正かっ明確に定められて

いること，

iv)特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと，

りは，需要者の利益が保護されるように熱換給料金算定上，原価主義が採

期されなければなもないことを明示している。 u) とui)には，料金算定や費

用負担に関して一般需要者に不信をいだかせないための溝正な手続方法が示さ

れていると同時に，需要者に対してでさるだけ公平に負担させるべきであると

いうことが示されているs しかるに込)と逼〉には，需要者の利益が保護さ

れるべきであることが包摂されている。 iv)には，一般の需要者に差別取扱い

をすることなく公平にサ…ピス供給することを保障し一般会衆の用に供する

ことと，一般需要者の利益を保護するという内容が包摂されている。

開条第 5現比認可をうけた供給規穏をその科用者に周知することを熱供給

事業者に義務づけた法律である。すなわち，撰給規援を需要者に周知させると

いう問項の目的は，単に行政当簡が公正なサーピス供給がなされているか杏か

ェッデするというだけでなく，需要者械にもそのチェック機能を与え，熱

供給事業者の独出の弊蓄をi坊止するところにある。それゆれ，問項は，

の利益を保護するという意味をもっ法律といえよう O

しかるに，第14条の第 l項から第 5現まで考察した摂りにおいて，同条には

“一般需要者の利益保護"と“一般公衆の用に供すること"の 2つが遵守され

ていることが示されている。それゆえ，同条は公益事業法としての意謙吾十分

に有する法律である。

かくして， これまで法律的に熱洪給事業を考察してきた隈りにおいて，熱供

給事業は公益事業としての地イ立を有していることが理解された。しかしはた

して，わが冨における問事業の生成過翠と，同事業を取り巻く社会経済環境と，

同事業の経営状況と，同事業の普友程度から，問事業が公益事業としての地位

られるものであるかどうかを考察する。

昭和40年代前半の大気汚染が大きな契機となって生成したわが国の熱供給事
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第 4 諜 熱供給事業年次挺需給提績 〉内は対前年持率

まド
需件(要件家数) 冷

熱販場麓 売上高

慶 者数 熱温 執 絵 識 三にコλ 計 〈百万円)

47 8 
ι237 

11 (41. 9) 
28. 157 136.330 
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48 10 13 
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(60.9) 044.7) 
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563，955 6，443.6 

14 
(23.5) (26.6) (53.5) 

51 
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17 23|() 129572528，50821552 
(21. 2) (30.0) 35.2) I 

52 17 
16，101 742.857 9.574. 6 

3 01ぺ肌857 I 日6.494 I 28，506 (8.6) 04.3) 

868. 139 i三141.9 19.001 
53 20 28(');! 287，525629，54S3i，G68 

06.9) (58. 1) 18.0) I 

54 20 29 
23.330 

251. 522 650， 572 37.246 
93~340 ! 17.66&7 

(22.8) (8.2) (16.7) 

26.0921 1 ， 02~ 152 I 2~404.7 
55 20 30 (11. 8) I 254.668 i 714.460 51. 024 

11. (8.6) (43.8) 

26.489 
739. 131 

53.673 1，065.956 28，178.5 
56 20 30 

(1. 5) 
273， 152 

(4.5) I (10.9) 

I 57 32 
27，582 i 

726. 646 59，178 
1.号79.780 29，446.9 

20 (4. 1) 293， 956 (1. 3) (4.6) 

58 1 23 37 814，347 63，309 I 1.206，859 32.586.7 

(20.0) (11.8) 00.6) 

59 26 41 60.3現配事業許可を受けているもの。

『動力i第i均等，芝崎蛤…稿，詔和60年 4月.P‘2より転載。

同事業法制定〈昭和47年)と問時期であった列島改造ブーム景気を背景

として，そり発議性は前途洋々であった。すなわち，自本国中に新幹線績が張

りめぐらされ，新幹線の止る都市には地域浄媛震が組込まれた新都市が計画さ
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れるということで，胃事業の発犠牲はパラ色であったむ

しかし昭和48年と昭和54年の 2症のオイル・ショックによって，高震或長

型経済は低成長型経済へと大転換長余犠なくされ，省エネルギーが経済政策，

工業技術， 日常生活の中に組込まれた。それゆえ，熱供給事業は，まともに上

記の諺響を受けて同事業の発授は減速し同事業の価別生産経済体(経営体)

なった。すなわ 4 されているよう

に，問事業法制定時に予譲1)してい その後，増加していなし似合

しかし日本の全産業の倍野IJ生謹経済捧(経営捧)が， 2衰のオイル・

ショックを契機に一層の経営努力悲したことによって立て砲しを進めたと同様

に熱供給事業の経営体も経営努力安おしまなかった。このことについて，芝崎

結一氏〈日本熱供給事業協会事務賭長〉は， 2度のオイル・ショックは次の 2

つの揺で熱扶給事業iこ貢鼓したと搭捕している汽

i )熱供給事業フィーバーの熱を治まし経営基撃の麓弱な熟撰給事業の叢

くれたこと。

り)燃料油の高騰による料金改訂の必要上， い，各社が事業

しfここと，

うな経営努力とオイル・ショック後む比較的安定した社会経済環境

によって，時和55年以後，時事業の鶴湾IJ生産経済捧む経営は頴詣である苧昭和

58年度の問事業の個別生産経済捧の決算を概観すれば，専業事業者21社中，当

期利益・繰越利益 (7社)，当期利益・繰越欠損(7社)，当期損失・

(7社，ただし， 7社のうち 4社は操業後 2年未満〉という状況で繰酪欠損は

減少しているべかくして，わが関の③熱供給事業の生成過程と

取ち巻く社会経諸環境ι6現行の同事業の鶴男1)生産経済体経営状況と，

いての考察かιはたして，

しているか否かを判断するならば，告と

としてむ地殺を有

らは公益事業としての培位

しているといえるが，の考察からは奇と詰わざるをえない。

その瑠曲は次のように指摘されるだろう口

ら指摘されることは，同事業の生成は大気汚染問題解決が端緒で
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あったが，現在では， この生成要因の砲に，都市再開発，都市環境改善，

団地環境改善，省エネルギ一対策というように多面的に，同事業の存在が認識

されてきているということであるc 例えば，省エネ)[，-ギー対策の具体的事業化

としては，ブミ;境却炉廃熱の利用，工場廃熱手IJ朋〈小名浜配湯株式会社)など

がある。すなわち，同事業が一般の需要に応じて熱供給をしなければならない

という機能以外として，大気巧染対策だけでなく都市環境改善や省エネルギー

対策などの機能も認識されてきていることである。それゆえ，開事業の熱供給

サービスの範囲がより以上に拡大する傾向をもっc すなわち，機能が拡大する

と同一地域内の建物間で熱供給を行っていたブ口ック暖房から，もっとク、口一

バル化した地域や市街地に熱供給する地域暖房へと拡大するようになるむした

がって，ますます，熱供給事業者は，一般の需要に応じて熱供給するという第

一義機能を発揮する事業者としての地位を有するようになるむそれゆえ，③の

考察からは，熱供給事業はしだいに公益事業としての地位を有するようになっ

てきていることが推察されるむ

ミbの考察から指擁されることは，熱供給事業の掴}:Jlj生産経済体の経営状況が，

きわめて好転してきていることや経営自立性を今後も維持・発展させていくこ

とにより，需要者は安定したサーどスを継続的に供給され，需要者の利益が確

実に保護されていくようになるということである。それゆえ，ミ与の考繋からも

熱棋給事業lま瀬次的に公益事業としての地位を有するようになってきていると

いうことが推察されるむ

。の考察から指摘されることは，第 4-1表からも推察されるように，

者数(昭和60年3月現在. 26社，そのうち専業事業者22社，兼業者4社)が極

めて少ないため，問事業は一般の需要に応じて日常生活に不可欠なサービスを

供給する事業であるということを，断言できないことである。それゆえ，。の

考察からは熱供給事業は公益事業の地位を有しているとはいえないということ

である。なぜなら，熱換給サービス普及率は，後に論述する下水道サー

及率より，はるかに低い普及率であり，かつ，下水道事業サーピスはナショナ

)[，-.ミニマム的なサービスとして国民に認識されてきているのに対し熱供給
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事業はナショナル・ミニマム的なサ…ピスとして国民に認識されていなし1かち

である 5

これまでの@(6)@の考察から，熱供給事業が公益事業としての地位を予言する

か否かを単純に断言することは不可能であるむなぜなち，③(6)@それぞれの考

察からの結論が一致しないからであるむしかし同事業の潜在的購性が十分に

発揮されるような社会経涛環境を漸進的に整錯していくことによって，同事業

は社会経済的面かちも公益事業としての地位を有するようになる可能性が十分

ιあるように思われるむすなわ

i )同事業の社会的，経済的機能を賀・量ともに高めていくこと，

註)同事業の個別生産経済体の財政状態や経営状況をより以上に確立するよ

うに今後も努力すること，

iu)将来の科学技術の向上や社会制度の改善等により，保安対策はもとより，

経営的には資本費・維持管理運営費の逓減化を図り，問事業の普及率そ向

上させると問時に同事業サーピスのナショナル・ミニマム化を国るように

努力すること，

以上のような点に努力していくことによって，熱供給事業は公益事業として

の地位を有するようになり，さらに発麗性のある公益事業となる可能性をもっ

ていると予謝されるc また，当熱のことながら，上記のような点が整備された

上で，経済性を指導原理として熱供給事業を合理的，継続的，計画的，統一的

しようとする間引生産経済体は，公益企業としての地位を十分に有する

可能性をもっているs

e 水道;去(昭和32年 6月日日公布，法律第

行〉

昭和32年12丹14自施

水道法の目的を，同法第 i粂は次のように明示している号「水道の布設及び

審理を溝正かっ合理的ならしめるとともに水道を計画的に整講し及び水道

事業を保護育成することによって，清浄にして豊富低廉な水の供給を関り，

もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とするoJ



記の同条を推論するならば，水道(4)の健全な普及を図り，これに必要な規制や

保護を加え，国民の日常生活に資することを目的とするという意味が包摂され

ているように解釈される。すなわち，このように解釈できるのは，水道は，い

まや国民の日常生活に不可欠なものとなり，すべての国民は清浄にして豊富低

廉な水が供給されることをナショナル・ミニマムとして受けとっているからで

あるD

かくして，同条は，人間の日常生活に不可欠な飲用水を清浄・豊富・低廉に

供給するという目的を明示している法律である。それゆえ， この目的は公共の

利益と合一するものであるので，同条は公益事業法としての意味を十分に有し

ている法律である。

同法第 3条第 2項には，水道事業について次のように定義されている。「水

道事業とは，一般の需要に応じて，水道により水を供給する事業をしづ D ただ

し給水人口が百人以下である水道によるものを除く oJ 

上記に明示されているように，同条第 2項は，一般の需要に供し，飲用水と

いう生活必需物を供給することを明示しているので，公益事業法としての意味

を十分に有している法律である。それゆえ，当然のことながら，水道事業は一

般の需要に供する事業であり，公益事業に属するし，同事業を経営している個

別生産経済体(経営体)は公益企業である。

それでは， 101人から5，000人まで、の給水人口を対照として給水する簡易水道

事業は(同法第 3条第 3項)，はたして公益事業であるか否かを検証する。

5，001人以上の給水人口を対照とする水道事業と簡易水道事業が異なること

は次のような点である(同法第25条)。

i )当該簡易水道が，消毒設備以外の浄水施設を必要とせず，かつ，自然流

下のみによって給水することができる場合，水道技術管理者は政令に定め

る資格を有していなくともよいということである。

込)給水人口101人から2，000人以下を対象として給水する簡易水道事業は，

当該水道に消火栓を設置しなくともよいということである。

水道事業と異なる上記の簡易水道事業に関する特例から推察する限り，簡易

F 丞h吋

z 
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71<道事業は，法律的には多少，規制が緩和されているものの，

するという社会・経済的な機能面に関しでは，水道事業と何等の相違もなく，

公益事業としてのスティータスを十分に有している。それゆえ，

している語別生産経済体も公益企業である。

さらに，専用水道や簡易専用水道とはどのようなものであり，それらが公益

してスティータスを与えられるものであるか否かを検証なるならば，次

のように指揺されるだろう O

同法第 3条第 6項には，専用水道について次のように規定されている。

用水道とは，寄語舎，社宅二票養所等における自家用の水道その他水道事業の

用に供する水道以外の水道であって，吾入をこえる者にその思住に必要な水を

供給するものをし寸 O ただし他の水道かち祭給をうける水のみを水源とし

かっ，その水道施設のうち地中又は培農に施設されている部分の規模が政令で

定める基準以下である水道を除く。Jすなわち警専用水i援の場合，専用水道自

体が水を生産し百人在こえる居生者に供給しでもよいしまた，不足分は地

の水道から給水をうサて百人をこえる語在者に供給してもよ~'0また，当黙の

ら，専用水道は，工事設計についての確認を都道府県知事から受けなけ

ればならない。(開法第32粂)

同水道の場合，供給規程艇度や給水義務や休止・廃止についての許可制度は

ないが，衛生上の安全規定としての f給水開始前の届出及び検査Ji水道技術

f水質検査Ji礎療診断Ji荷生上の撞置Ji給水の緊急持止」の規定は

される。いわゆる，専用水議に対しては，公益事業法的性格を有する規定

の適用はなく，高生安全法的性格を有する規定が適用されるだけである。かく

して，上記むような意味か込第 3 6項は公益事業法としての意味を脊して

いないので，法簿的には専用水道拭公益事業のカテゴザーに属さない。しかし

専用水道は公益事業法的性絡の規定に拘束されず¥かっ，特定の場に飲用水

を供給するのであるが， 日常生活に不可欠な用役としての飲期水を居住者に換

給するという意味で，サーピス供給の非移転性・非貯蔵性，需要の即時性・随

時性の性諮を有しているので，経済的，社会的機能からは， コ吋ア



リ…iこ属するといえる。それゆえ，継続的，合理的，統一的，許蕗的に供給活

動蓄とする揺別の専用水道は，上記の経済的，社会的機能から考察する限り，公

としての地位を十分に有するといえるc

罰法第 3条第 7項には，簡易専罵水道について次のように規定されているc

とは，水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道で

あって，水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水療とするもの

をし寸 G ただしその用に換する施設の規模が政令で定める基準以下のものを

除く。」すなわち，簡易専埠水道とは，必ず水道事業から給水された本を供給

する水道であり，自 しない水道であり，また，その用に供する捷設規模

としてlOtを超える受水槽が付設されていなければならない水道で、ある。しか

るに現実の簡易専用水道とは，一般的に拡大学等の校舎， ピル，病院等におい

て10t以上の受水槽を有して，各部屋等へ飲用水を供給している水道のことで

あり，需要者側は必ずしも居住していなくともよい合また，間水道は，専用7.1<

道の場合と同様に公益事業法的控格の境定には拘束されない。

衛生安全規定の適用に関して拭，用水道は水道事業から給水された飲

期水を供給する水道であり，すでに水道事業が補生上の安全規定の適用をうけ

ているので，専用水道に準用されている補生上の安全規定は通用されなl'0 

しかし福生上の安全規定が全く簡易専用水道に適用されない訳で誌なし

第34条の 2，こ f簡易専用水道の設題者は，車生省令で定める基準に従し¥その

本道を菅理しなければならないし厚生省令の定めるところにより，定期に

地方公共団体の機関又は車生大臣の指定する者の検査をうけなければならな

い。Jと規定されているように，水道事業者から給水された後の供給活動退寵

の衛生上の安全保障を簡易専用水道に義務づけている。かくして，専荊水道と

同様に簡易専用水道に対しては，公益事業法的性格を有する規定の適用はなく，

謝生安全法的性格を有する規定が適用されているだけである。

しかるに，上記の意味から第 3条第 7項試問条第 6項と同様に公益事業法と

しての意味を有していないので，法第的には関易専用水道は公益事業のカテゴ

リーに属さない。しかし簡易専用水道は，専舟水道開様に公益事業法的性格
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の規定に拘束されず，かっ，特定の場に飲用水を供給する水道ではあるが， 日

常生活に不可欠な用役としての飲用水を供給する意味で，サービス供給の非移

転性・非貯蔵性，需要の即時性・随明性の性格を有し経済的，社会的機能か

らは，公益事業のカテゴリーに属するといえよう O それゆえ，専用水道と同様

に，継続的，合理的，統一的，計画的に飲用水の供給活動をする，阻別の簡易専

用水道は，経済的，社会的機能から考察する限り，公益企業としての地位を十

分に有するといえる。

同法の中には，上述の諸条項の他に公益事業法として指摘される下記のよう

な条項もある。

山) 水道法第 6条第 2項(事業の経営主体)

第 6条第 2項は，水道事業の経営主体の規定である。その規定は， r水道事

業は原則として市町村が経営するものとし市町村以外の者は，給水しようと

する区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り，水道事業を経営す

ることができるものとする。」という規定であるD

第6条第 2項の水道事業経営主体の市町村営主義は，明治23年の水道条例制

定時に確立し昭和32年の水道法制定に引き継がれ，現在でも遵守されている。

上記の意味するところは，水道事業は企業性をもっ事業であって一定の経済原

則に制約される事業であるが，それ以上に人間の生存に必要不可欠な清浄・豊

富な飲用水を継続的に地域住民に供給するという目的が最優先されなければな

らない事業であることを，明らかにしていることである。それゆえ，同条項の

市町村営主義は，可能な限り地方公共団体(市町村)以外の経営主体を排除す

ることによって，市場経済に優先して「公共の利益」の保障を確実にしている

ことを，意味しているD

しかるに，同条項は公益事業法としての意味を十分に有しているといえよう O

(B) 水道法第 8条(水道事業の認可基準)

第 8条は，水道事業者に対する認可基準を明示している条項である。その認

可基準内容は以下のように明示されている。

i )当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること，



込)当該水道事業計画が議実かっ合理的であること，

lli)水道施投の工事の設計が第 5条の規定による撞設基準に適合すること，

iv)給水器域が他の水道事業の給水塁域と重捜しないこと，

v)供給条件が第は条第 4項各号に規定する要件に適合すること，

vi)地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあっては，

行するに足りる経理的基礎があること，

vii)その他当該水道事業の開始が公益上必饗で、あること，

それで比上記の基準の意味と公益事業法との関連を考察するならば，次の

ようなことが指擁されるだろう。 i)の基準かちは， “公衆の馬に供する"と

いうことが指摘される。註)這)vi)の基準からは，安定したサーピスの継続

供給によって，需要者の利益が保護されるべきであるということが推察されるc

iv)の基準からは，同一地域内の無競争によって破滅的競争が回避され，また，

水資源が節約されることによって，需要者の利益が保護されるようになるとい

うことが推察される。 v)の基準l主供給条件(水道法第14染〈供給規程))

が，充足された場合の認可基準であり，需要者の利益を保護するということと

るむ吋〉の基準からは，公共の利益に資するということが意味されるむ

かくして，上記のような関連から指揮されるように第 S条は公益事業法と

しての意味を十分に有している法律であるといえるc

水道法第11条(事業の休止及び廃止〉

公衆の用に供し諮要者の利益謀議に資する事業であり，その

醤)jlj生産経諾体の継続性は需要者の前提となっているむしかるに水道事業者

は主務(標金)大臣の許可なくして，その事業の全部又は一部を{本立し又は

廃止しではなちないという開条は，公益事業法としての意味を十分に有してい

る。

⑮ 水道法第14条(供給規桂〉

第14条i志水道事業者の供給条件についての供給規続iこ関する法律である。

需条第 i項は，料金，給水装讃工事の費用の負担区分，その他の洪給条件につ

いての供給規根を定めることを，水道事業者に義務づ、けている法律である諮問
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条第 2項は，水道事業者が料金を変更した場合，その旨を厚生大臣へ届け出る

ことを義務づけている法捧である。開条第 3項は，地方公共団体以外の水道事

業者が供給条件を変更する場合，車生大臣の認可をうけなければならないとい

うことを明示している法律である。上記の第 l項から第 3現に共通する点は，

水道事業者が一方的に供給条件を変更しではならないということを意味してい

ることである。すなわち，このような意味は，需要者の利益を保護することに

合ーしているといえる。

陣条第 4項は，前項の認可申請が次の各基準に連合している場合，

は認可しなければならないことを明治している法律であるや

i )料金が能率的な経営の下における遺正な原価に照らし公正妥当なもの

であること，

u)料金が定率又は定額をもって明謹に定められていること，

i量)水道事業者や需要者の責任事項や，給水装盤工事の費用負担区分及びそ

の額の算出方法が，適正かっ明誌に定められていること，

iv)特定の者に対し，不当な差別的取扱いをしないこと，

i )は需要者の科議が保護さ抗るように水道料金算定上，原錨主義が採用

されなければならないことを明示している。込〉と i語〉は，料金算定や費用負

担に関して，一般需要者に不信をいだかせないための溝正な手続方法を示して

いると問時に，需要者に対しでできるだけ公平に負担させるべきであるという

ことを示している。しかるに， 込〉と ui)には，需要者の利益が探護されるべ

きであるということが包摂されているひ iv)tこは，一般の需要者に差別するこ

となく公平にサ…ビス供給することの保障をとおして，一般の滑に供すること

と，一般の需要者の利益が保護されるべきであるということが岱摂されている。

同条第 5項は， {:共給規程をその利用者に罵知することを水道事業者ι義務づ

けた法律であるっすなわち，問項の目的は，単に行政当掲のみが水道事業者の

経堂をチェックするというだけでなく，需要者側にもそのチェック機能を与え，

水道事業者の独占の弊害を防止するところにある。それゆえ，同項は，

の利益を保護するという意味をもっ法律でるるといえよう Q
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かくして， これまでの第14条の第 l項から第 5項まで考察した限りにおいて，

開条には“一般需要者の利益探護"と“一般の用に供すること"の 2つが遵守

されているむそれゆえ，開条は公益事業法の意味を十分に有する法律であると

いえる口

水道法第15条〈供給義務〉

第15条は，水道事業者iこ対する供給責任を明示Lている法捧である。同条第

l項は，水道事業者は正当な理由がなければ，供給地域の需婆者に供給を拒ん

ではならないということを明手しているやそれゆえ，開項は不当な差別取扱い

なしで何人にも飲用水を供給する義務を水道事業者に課せている条項であり，

“一殺の用に供する"ということを浸透させている条項である。同条第 2項は，

当該水道により給水を受ける者に対して，常時.J}<を洪給すること

者に義務づけている9 しかしやむをえない場合，その間供給を停止できるが，

そり捧止理由を関係者に周知することを義務づけている口それゆえ，問項もま

た“一般の用に供する"という意味を告摂している。向条第 3項は，当該水

道により給水を受ける者が，料金を支払わなかったり，正当な理由なしに給水

装置の検査を拒んだり，その地正当な理由がある場合には，前項本文の規定に

かかわらず，その理由が継続する関，供給規程の定めるところにより，

業者は給水を静止できることを明示している。問項拭，第 i項，第 2項の義務

を誠実に履行する水道事業者の権利を示している O

しかるに， このような義務と権利が表裏一体となって有機的に作用している

ことによって，公共の利益が遵守されていることを，問項は意味しているので

ある。

したがって，人間が生きてLぺ上で基本的な財としての飲用水を，議統的，

安定的に供給すること安水道事業者に義務づけている開条は，“一般の用に供

する"という意味以上に，公共の利益と一致するものであり，公益事業法とし

ての意味を十分に有しているといえる。

審下水道法〈昭和33年4月24日公布署法律第79号，昭和34年4月23B施行)
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下水道の自的を同法第 i条は，次のように明示している。「この法鐸は，流

竣男Ij下水道整構総合許商の築定に関する事項並びに公共下水道，流域下水道及

び都市下水賂む設置その他の管理め基準等を定めて，下水道の整舗を関り，

もって都市の健全な発達及び公衆痛生の向上に寄与しあわせて公共用水域の

水質の探全に資することを目的とするバ

すなわち，都市の欝全な発達や公衆衛生の向上・増進のため，下水道ぬ整構

を関って， これに必要な規員IJや保護を加えるという同法第 l条は，憲法第25条

ぷ明示されている?全ての国民は徳康で文化的な最抵限衰の生活を営む権利を

有するoJ ということと「国は，すべての生活部面について，社会福祉，社会

保時及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないoJ ということの範

襲撃にある法律である。

しかるに，上記の開法第 l条と憲法第25条の相関関係か弘同法第 l条を推論

するならば，開法第 i条は，下水道の整備を図っていくことが，都市の鐸全な

発達及び公衆葡生の向上に連結しやがては健療で文化的な清楚な留民の

生活に套すようになるがゆえに，公共の補祉と合一する内容を告摂している法

律であるといえる。しかるに同法的)第 i条は公益事業法としての意味を十分

に有しているといえる。また，当黙のことながら下水道事業は公共の福祉と

ーする事業であるので，公益事業の地位を有するし問事業を経営している翻

意IJ生産経済体〈経営捧)は公諮企業であるa

しかしながら，はたして，同事業が，わが国において現実的に公益事業とし

てのスティータスを備えているかどうかは，詳細に考察した上でなければ，結

論を出せないむなぜなら，その結論を出せない主たる理由は，わが国の同事業

の普及率〈第 4-1関，第 4 2関参照)が欧米に比べて極めて抵い状況であ

るので，下水道事業が公益事業として国民に容認されているか否かという撰問

をもっているからである。

以下，わが閣において，下水道事業が公諮事業としてのスティータスを備え

ているかどうかを詳縮に考察する。

わが国が農業国であった昭和初年代までは，原尿が肥料として重大な役裂を



はたしまた工場汚水や生活排水による水禁汚濁は，量的に比較的少なく，そ

れほど間頴にな与なかったa それゆえ.7.k鍾環サイクんによる昌浄作用が鋤き，

各撞の廃棄物も臼紫に戻るカが比較的大きかった汽したがって，下水道の未

整識はそれほど問題とならなかっ

しかし昭和30年代以降急壊に化学肥料が普及し探家が邪魔物となって

きた。問時に都市化工業化，農業の近ft:化が急速に潜み，工場汚水，生活排

水などが量的に増大してきた。そこで，昭和田年の下水遊法全面改正めそ機に，

公共用水域の水賞汚濁防止のために放流水の水質基準〈開法第 8条〉や捺害施

(同法第12条)の規定を開法に設けた口

上記の摂定が同法iこ追加されたにもかかわらず，その議，ますます工場汚水

や生活排水が量的に激増し車民の健康に被議を与えるようになってきた。す

なわち，自然の水循環サイクルによる自浄得用能力がなくなってきて，公共用

水域水質汚層進行tj:， 深刻な社会問題となってきた5 そこで，昭和45年，下水

道法の一部が改正されるようになり，市街地の雨水排除や水洗領所化に代表さ

れる従前までの生活環境の整舗や公衆衛生の向上という下水道の目的に加えて，

公共用水域の水質保全も下水道の目的に加えられたのである。また， このこと

に顛応して，水質環境基準を潜守するように定めちれた水域については， r流

域軒下水道整婿総合計語j の策定も都道府県に義務づけられた。

かくして，上記の目的や義務を連成するために，その後，下水道事業整備は，

3次下水道整繍5ヶ年計画(昭和46年~昭和50年〉の実路，第 4次下水道整

編5ヶ年計画(昭和51年~昭和55年〉の実紘第 5次下水道整講 5ヶ年計画

〈昭和56年~昭和60年〉の実施，第 S次下水道整備 5ヶ年計略〈昭和61年~平

成2年)の実施，第 7次下水道整備5ヶ年計贋(平成3年~平成7年〉の実施

というように着実に拡大している D 立然のことながら，上記の計離の実施と

行して，下水道の普及も第 4-1関(8)に示されるように徐々に伸びている。こ

のような下水道事業整儀の拡大や普茂の倖びの要国は，水質汚請による嬉藤被

害や生活環境への諦害発生に対処するために下水道法の一部を昭和初年に改正

しその整嬬を語、速に実施させるようにしたことが契機となっているが，本賓

機

F
a
!
!
!十
i
i
j
!
?
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第 4ー 1図 公共下水道現在排水人口及び行政区域内人口に対する劃合の推移
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自治省編『地方財政白書』平成 5年版，大蔵省印刷局. P 115より転載。

的には国民の生活水準が向上し生活様式が高度化し安全で'快適な生活環境

の整備に対する国民的要望が，第 4-2表(9)に示されるように下水道整備に向

けられたことに起因していると思われる。しかるに，下水道事業によるサービ

スは， もはや都市，農村を問わず国民が健康で文化的な生活をしていくために

欠かすことの出来ないナショナル・ミニマムとして認識されているのである。

すなわち，国民の健康で文化的生活の充実を求める声，地域環境衛生向上の

市民要求，河川，湖沼，海域等の公共用水域の水質汚濁防止と水質環境保全の

必要性などが強力に地域社会、に主張され，下水道事業はいまや地域住民の日常

生活に不可欠の事業となろうとしている O しかるに，下水道事業を一定の歴史

的，社会経済状況の下における社会経済制度として把握するならば，下水道事

業は， もはや公益事業のカテゴリーである。
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沼お55年 5 ，p. 25より転載2

一方，下水道事業の建設資金や維持管理運営資金などの財務活動を中心とし

た経営活動に焦点をあててー下水道事業を考療した場合，下水道事業は公共事

るか公議事業であるかということが問題とな

いうまでもなく，一般道路や河川等の公共事業の場合には，その建設及び維

持管理運営に要する費金は全て租税によって賄われており，その施設は常に利

用されているが，そのような公共事業資産を運用しての経営活動は，なされて
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海外諸国の下水道普及状況
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財団法 人日本都市センタ 一端 「下水道と財政一 第 4次下水道財政研究委 員会報告書一』

昭和55年 5月司 p.23より転，依。(建 設省調べ)

全地方公営企業と全公共下水道事業の費用比率第 4-3表

全地方公営企業平均

財団法人地方自治協会編 『公共下水道事業の経営と財政一公共下水道事業の経営健全

化方策に関する研究 Iー』昭和57年 3月. p. 17より転載。

全公共下水道事業平均

なされる性格のものでない。いない。また，

公益事業は，我々の日常生活に不可欠なサービスや財を継続的に供給する事

合理的，計画的，その個別生産経済体(経営体〉である公益企業は，業であり，

その計公益企業は，統一的，能率的に経営されなければならない口それゆえ，

画策定から建設及び維持管理運営に至るまでの全ての面において，経営資源の

効率性が追求される。しかるに，公営公益企業といえども原則として一般会計



かもの繰入れが許されず，独立採算制を基調とした自主的経詰がなされなけれ

ばなちない。

かくして，上記の公共事業と公益事業との概念規定を踏まえた上で下水道事

業を経堂財務詣から概観するならば，次のようなことが指摘される O

下水道の普及が第 4-2関(IO)に京されるように欧米議関に比べて，極めて低

いわが国の場合，その普及率を欧米諸国の普及率まで近づけるには，国および

培方公共団需の財政事情が叢しいことや，また，第 4 3表Cllに示されるよう

に下水道の資本費比率〈支払科患比率と誠師償却費比率との和)が全地方公営

企業平均資本費比率に比べて極めて高く，その建設に目額の資金が必要で為る

ことを考慮すると，今後，かなりの年月を必要とするように思われる。しかし

健康で文化的生活の充実のためにナショナル・ミニマムとして由民が下水道を

認識している現状から，下水道普及率を欧米諸国並みの普及率まで到達させる

には，その資本費の部分を地方公共自体は公共事業として位置づけて，その普

及率を向上させ，事民生活の賛的向上に資するよう図らなければならな~'Io な

ぜなら，わが閣の下水道普及率が瓶めて抵く，その建設に要する資金が日額で

あり，下水道サービスを拡大して再生産していくために必要な財療を告らの収

入iこよって賄なうことが過度の受益者負担となるがゆえに，下水道事業経営の

独立採算制が客観的に不可能な現状であるからであるg また，現実として，下

水道事業の建設資金は，培方公共自体の一般会計からの支出と地方債と

助金と受益者負担等から調達されている。それゆえ，下水道の建設は，その建

設資金の謂遥から犠観する限り，公共事業として現実的ι位讃づけられている

ように思われる。

本質的には，下水道事業は呂常生活に不可欠な下水道サーピスを難続的に供

給する事業であり，かつ，その授益を享受する者の範聞が斡定化されているの

で，その財務上の経営は，計画，建設，維持運営管理に宣るまで合理的，計瞬

的，統一的，能率的に経話され，独立採算制が確立されていなければならない

事業で為る。しかし前述したように建設に要する資本費等を包含した下水道

事業の財務上の目立経営は，その普及率が鉱い現状か弘過度の受益者負担と
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なるので不可能であるo しかるに，下水道事業のインフラは公共事業として公

共団体が負担し下水道事業の維持管理運営は下水道事業自体が担当するとい

う経営システムを，現状において導入すべきである。そして当該下水道事業の

インフラに要した資金の返済に目処がついた時点で，当該下水道事業は公共団

体から完全に独立した個別生産経済体(経営体〉として経営されるべきである。

しかしその維持管理運営費は一般会計からの繰入金に依存することなく，下

水道料金で賄われるべきであり，実際に下水道事業の便益を享受している者が

負担すべきである。なぜなら下水道事業サービスの便益を享受されていない下

水道未整備の市民までもこのような維持管理運営費を税の納入をとおして負担

することは，あまりにも受益者負担主義に反し税負担の不公正になるだけで

なく，合理的，効率的な下水道事業経営がなされなくなるからである。した

がって，開業してからインフラに要した資金の返済に目処がつくまで‘の下水道

事業を財務経営面から概観するならば， このような下水道事業は公共事業と公

益事業とのtwightzoneにある事業であるといえよう。

しかし第 4-4表，第 4-5表(12)に示されているように昭和54年度と昭和

55年度の公共下水道事業の経営状況を推定する限り，一般会計からの繰入金の

増加によって経営されているにすぎず，現実の下水道事業は， twight zone 以

前の事業である。今後，一般会計からの資本費への繰入金の比率が従前とおり

であると仮定しても，現状どおりの下水道事業経営では，一般会計から維持管

理運営費への繰入金は増加の一途をたどると推定される。しかるに，財務経営

上，維持管理運営面においても，第 4-3表，第 4-4表，第 4-5表から推

定する限り，下水道事業は現実として公益事業として位置づけられていない。

しかしながら，地方公共団体の財政状況が厳しく，かっ，国民の財政負担の

軽減傾向が模索されている現在，一般会計からの維持管理運営費への繰入金の

増加は，期待できなくなってきている。それゆえ，少なくとも下水道事業の維

持管理運営費は下水道料金で賄われるように下水道事業経営に合理化と効率性

を発揮させる企業的経営を確立させることが是非とも必要である。そして，さ

らに，下水道事業のインフラに要した資金の返済に目処がついた下水道事業の
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財団法人地方自治協会嬬 f公共下水道事業の経堂と財政一公共下水道事業の経話器全化

方葉に関する研究 1-~昭和田年 3 月， P 15より転載。

ち

場合には，下水道事業の普及率の上昇にともない「建設及び維持管理の合理化

・効率化Jr経費負鰻区分の遺正化Jr下水道能用料の適正化Jr企業会計方

式Jなどを経堂活動に穣種的に導入し独立採算制が可能となるような下水道
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事業経営を確立してし、かなければならない。すなわち，インフラに要した資金

の返済に目処がついた下水道事業は，下水道事業の基本的スティータスを制度

面からは言うに及ばず財務経営面からも，公共事業と公益事業とのtwightzo 

neにある事業としてではなく，公益事業として位置づけていかねばならなしL

かくして， このように公共団体から独立して下水道事業が経営されて，公益

事業として位置づけられていくことにより，個別の下水道事業は，経済性を指

導原理として合理的，経済的，計画的，統一的に下水道事業サービスを供給し

て，国民の健康で文化的な日常生活に資するという公共の福祉を目的とする個

別生産経済体(経営体〉として自立でき公益企業として位置づけられるよう

になる。

(注)

(1) 第 4-1表に示されるように，昭和53年に熱供給事業者が20社となって以来，昭

和58年まで l社も増加しなかったのは. 2度のオイル・ショックによるものである。

しかし最初のオイル・ショック(昭和48年末)以後，昭和53年まで同事業者数が

増加しているのは，同事業者がその事業計画を最初のオイル・ショック以前に，か

なり具体化して，設備投資していたため，増加したものであると推察される。

(2) 動力』第170号. r熱供給事業10年のあゆみJ芝崎時一稿，昭和60年 4月.p. 3 

(3) 前掲書. p.3 

(4) 水道法第 3条第 l項(水道の定義)

「水道」とは，導管及びその他の工作物により，水を人の飲用に適する水として

供給する施設の総体をいう。ただし，臨時に施設されたものを除く。

(5) 下水道法の中には，同法第 l条の他に公益事業法として意味を有するような条項

は見当らない。

(6) 現在都市政策四都市の装置J r都市と下水道」高橋裕稿，岩波書庖. 1975年，

p.189. 

(7) 社団法人 日本下水道協会下水道史編さん委員会編. r日本下水道史一一行財政

編一一』昭和61年 1月.pp.222-223. 

下水道法全面改正の動きが活発になり始めたのは，昭和32年 1月18日の水道行政

3分割の閣議決定以来であった。 3分割によって 3省(上水道=厚生省，工業用水

道=通産省，下水道=建設省 (終末処理場については厚生省の所管とされたが，そ

の後昭和42年に建設省の所管に改められた))が，それぞれの所管事業の整備拡充

措置を構ずべきとの決定がなされたのが契機となった。



202 

(8) 自治省高説 f地方財政白書』平成 5年按，大麓省印刷局， p.115より較載。

(9) 財語法人日本都市センタ…巌 f下水溝と財政一一第 4次下水遊財政研究委員会報

告書j 昭和55年 5丹， p.25より第 4 2表を転載。

昭和52年10)ヲに建設省が都市計額亙域を有する1，864の市留I村を対象iこ実擁した

f都市整備長期ピジョンアンケ…卜Jを基にして，間報告審及び開表誌，樹}日本都

市センタ…の下に設立された下水道財政研究委員会によって作成されたものである。

時前書書. p.23より第 4 2留を転載。

わが国の下水道事業の平成 3年末広おける現在処理区境内人口は5，614万人，現

在拠護区議部積は72万haとなっている。また，行政毘域内人口に対する現在処増

区域内人口の割合は45舗 0%となっている会しかし，既に70%から部%の普及率を達

成している歌米先進諸国と辻較するとかなり立ち謀れているといわざるをえない。

喜治省編『地方財政白書』平成 5年版，大藤省印制燭. p.145. 

ω 財団法人 地方自治協会繊 f公共下水道事業の器繋と財政一一公共下水道事業の

経営健全化方策に関する研究 I-J昭和計年 3月， p.17より第 4-3表を転載。

同報告審及び持表は，地方忠治協会の下に，公共下水道の経堂改善のあり方を追求

する罰的で設立された f公共下水道事業の経雲礎全化方策に関する研究会j によ

て作成されたものである O

112) 前揖醤. p. 15より第 4 4表，第 4-5表を事長載。

第 4-4表，第 4… 5表の場合の法適用合業とは，地方公欝企業法の全部又は一

部を謹書している公共下水議事業をいう。また，法非遣期企業とは，地方公護金業

法を瀦用していない公共下水議事業をいう G

(3) 公衆議輸事業系統

ヨ〉 鉄道事業法(昭和61年12月4臼公布，法律第92号，昭和62年 4月1日経

iT) 

この法律は， 日本菌脊鉄道の経堂形懇の抜本的な改革に基づいて臆止を余犠

なくされた自本国有鉄道法や地方鉄道法等の鉄道事業等に関する法需に代替す

るものとして，鎖定された法律である告すなわち，国j去り目的は，同法第 1条

に明示されているように， r鉄道事業等の運営を適正かっ合理的なものとする

ことにより，鉄道等の利用者の利益を保護するとともに，鉄道事業等の健全な

発達を図り， もって公共の福祉を増進すること j を目的としているc

しかるに罰法第 1条は，鉄道事業等の用役を公衆の用に供することによっ
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て，公衆の利益を保護し合共の福祉を増進させることを明示している法律で

あり，公益事業法の意時を十分に有している。それゆえ，鉄道事業は公益事業

としての意味を十分に有している。

同法第 2条第 i項では，鉄道事業を定義して鉄道事業として，第 l種鉄道事

第2種鉄道事業，第 3種鉄道事業を明示し開条第 2項以下では，鉄道事

業の業務内容を以下のように区分している。

第 i種鉄道事業とは，地人の需要に応じ鉄道による旅客又は貨物の運送を

行う事業であって，第 2種鉄道事業以外のものをいう(開条第 2

2撞鉄道事業とは， f告人の需要に応じ，自告が敷設する鉄道線路以外の鉄

道線路を龍馬して鉄道による旅客又は貨物の藤送を行う事業をいう(開条第 3

第 3種鉄道事業とは，鉄道隷路を第 i橋鉄道事業を経堂する者に譲渡する毘

的をもって敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第 2種鉄道事

業を経営する者に専ら使用させる事業をいう(同条第 4

ここで，上記に示された鉄道事業としてのそれぞれの事業内容の全てに公益

としての地位を与えることが可能か否かを考察する。また，上記の第 2

の各項が公益事業法としての意味を有するか否定、をも併せて考察す

2条第 i項は，鉄道事業を定義した条項であち，すなわち，鉄道事業の種

類を明示した条項でおり，鉄道事業の在り方や内容を示している条項でないの

で，公益事業法としての意味を手干していない。

開条第 2項・第 3項は他人の需要に定、じて旅客や黄物の運送を行うことを

明示していることから，公衆の現に供することに金ーしており，公益事業法と

しての意味を十分に有している。それゆえ，開条第 2項に基づく第 l種鉄道事

同条第 3項に基づく第 2議鉄道事業とも公益事業の意味を十分に有してい

しかるに，経済性を儲導原理として，合理的，継続的，統一的，計画的ι

旅客や裁物の連送を行う第 i種鉱道事業や第 2種鉄道事業の個別生読経済体は，

公益企業である。

同条第 4現に明示されている第 3種鉄道事業比第 i櫨鉄道事業や第 2種鉄



道事業のハード部門〈設議装罷〉を取り扱う事業であるが，

に応じて旅客や黛物を運送するというソブト部門(サービス換給活動)を取ち

援っていない事業である。それゆえ，第 3種鉄道事業は公益事業とはいえない

し同事業の翻別生産経済体は，公益企業のカテゴリーではない。また，当然

のことながら，同条第 4項は公益事業法としての意味を有していなL、9
同法の中には，上記の第 i議，第 2条第 2項・第 3項のイ世に，会益事業法と

して指摘される下記のような条項もあ

出鉄道事業法第5条(鉄道事業の免許基準)

5条第 i項は，鉄道事業開業串講者に対する免許基準を明示している

る。この基準比以下のような内容であるa

i )その事業の開始が輪送需要に対し適切なものであること〈問項第 i

社)その事業の供給輸送力が輪送需要量に対し不均苦言とならないものである

」と(同現第 2号λ

iii)そ び輸送の安全上. J.議切なものであること

3号〉合

iv)その事業を自ら遺薙に遂行するに足る能力を有すものであること(問項

第 4号)0

v)その他その事業の開始が公益上必要でおり，かっ璃切なものであること

く問項第 5号)0

また，同条第 2項は，運輸大臣が第 3議鉄道事業を免許する時は，

により敷設される鉄道線諮に採る第 l梯鉄道事業又は第 2種鉄道事業の免許と

同時にしなければならないことを，明示してい

そこで，上記の基準内容の意味と公益事業法的な意昧とり関連性について考

るな込ば，次のようなことが指摘され

問項第 i号の基準比公衆の用に供することを意味している号

2号の基準は，間一地域内の熊競争によって，破滅的競争が間諜され

て需要者の科揺が保護されることを意味しているc

問項第 3号と問項第 4号の基準は，安定した計画の下における議続的サーピ、
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ス供給が，書要者の利益保護に合一することになることを意味している。

5号の基準は，銑道事業のサーピス供給が公共の利益に合一すること

を意椋している。

しかるに，上記のような関連性から指捕されるように，開条第 i項の各基準

は，公益事業法としての意味を十分に有している法律であるといえよう G

開条第 2項は，第 3語鉄道事業む免許叡得時に関する内容であり，公

としての意味を有していない法律であるむ

日鉄道事業法第16条(運葉・料金の認可制と

同法第団長は，鉄道連送事業者〈第 l種・第 2語鉄道事業者)の旅客又は貨

物の運賃及び料金についての認可制と認可基準を明示している法律であるむ

1項は，接客又は貨物の運重及び料金について主務大臣〈運輸大臣)

による認可制を定めている法律である。しかるに， この認可制からは，鉄道運

送事業者が法外な運鑑や料金の負担安一般需嬰者に課すことなく

利益が保護されるように，行政当局にチスツク機能を与えているということか

理解される。

開条第 2項は，前現の誌可基準を下記のように明示している。

i )能率的な経営の下における適正な原価を償い，かっ，適正な手lJi曹を合む

ものであること〈問項第 l

註)特定の旅客又は荷主に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

(問項第 2号)。

話i)服客又は貨物の運賃及び料金を負担する能力にかんがみ，旅客又は荷主

ることを菌難にするおそれがないものであること

現第 3号)0

iv)他の鉄道運送事業者と な競争を引き記こすこととなるおそれ

がないものであること〈問項第 4号)。

問項第 i号は，需要者の利益が保護されるように -料金に

おいて，原錨主義が採期されなければな告ないことを明示しているつ

同項第 2号は，一般り需要者が差別取扱いされることなく公平にサービス供



絵されることを保障し一椴需要者の利益が保護されるべきであるという内容

であるD

問項第 3 需要者に法外な運賃や料金が諜せられないように，需要者の

利益が保護されることを明示している内容であるo

生号は，同一地域内での破滅的競争を呂避して，一般公衆の埼に撰す

ることと，需要者の手IJ益が保護されることを意味しているs

同条第 3項は，鉄道運送事業者が第 i項のi議輪寄令で症める料金を定める場

合，その皆を主務大臣へ届け出しなければならないことを明示している法律で

あるむしかるに，問項は，需要者に法外な運賃や料金が諜せられないように，

需要者の利益が保護されることを間接的に示している法律である5

同条第4要は，鉄道運送事業者が，健全経営とゴーイング・コンサーンの可

能な範囲内で，一定の条件を定めて議賃や料金の割引をすることができると

いう法律で為るむしかるに，問項に詰，一般公衆の用に供すること

摂されているむ

かくして，第16条の第 l項から第 4項まで考察した限りにおいて，同条には，

i-般誇要者の利益保護j と f一般公衆の用に供すること」の 2つが遵守され

ていることが示されているq それゆえ，開条は，公益事業法の意昧を十分に有

する法捧であるといえる O

鉄道事業法第28条〈事業の体瑳止〉

この法律;之鉄道事業り体麗止を当該鉄道事業会社の都合で窓、意、的に行つて

はならないという法律である。それゆえ，この法待は，鉄道事業者は公衆の用

に供しなければな告ないという意味を符しており，公益事業法としての意味を

十分に脊している。

号 日本国有鉄道改革法〈詔和61年12月4日公布，施1-1，

この法律は，経営按綻した日本国脊鉄道を抜本的に改革するための基本的方

針と， B本国有鉄道の事業等の引継ぎ等に関することを治している法律であるの

しかるに，同法は信号IJ事業法でなく改革法であるので，
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していない法持である。

しかしながら，開法は，昭和62年 3月末思まで我が自の基幹的輸送機関とし

してきた日本国有鉄道の経営を抜本的に改革するための基本法で

あり，国民生活や国民経済に与える影響が，極めて大きい法律である9 それゆ

え， この改革が確実かっ円滑に議行され，国民生活や国民経済の安定及び向上‘

に資するように

さねばならな~ iO 

もちろんのこと全てのやj審関係は，最大限の努力を尽く

窃 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年12

月4日公布，施行，法律第88号〉

この法律は，副本国有鉄道の改革を自的として制定された日本圏有鉄道改革

くされた自本国有鉄道に代替する旅客鉄道株式会社

(北議選， 本東満，西日本，四国，九州)と日本貨物鉄道株式会社の経

営に関することを明示している法律である。しかるに，鉄道事業法のように鉄

道事業の性格や高謹な目的を明示している個別事業法と異なり，翻別事業法下

の摺男IJ生産経済体である各旅客鉄道株式会社や日本貨物鉄道株式会社の経営に

る法律であるので，公益事業法としての性絡を有していない号

しかしながら，同法に基づいて経営されている各旅客鉄道株式会社や日

物鉄道株式会社は，鉄道事業サービスを棋給している個別控室経済体であるの

で，鉄道事業j去の管掌下にあり公益事業としてのスティータスを有しており，

公益企業の地位を十分に有している。

④ 関本属有鉄道清算事業団法〈昭和61年12月4自公布，施行，法律第鉛

この法律は，眉鉄改革を目的として制定された日本田宥鉄道改革法に基づい

て組識された日本国有鉄道清算事業閣の役割について明示している法律である却

すなわち，同事業自は，国鉄改革の実施に伴い，接客鉄道株式会社等への日本

国省鉄道からの事業等の引継ぎ並びにその権利及び義務の継求等の後において，
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日本震有鉄道の長期借入金及び鉄道債権に採る{責務その他の僕務の議選， 日本

国有鉄道の土地その的の資産の処分等を適切に行い， もって日本国帯鉄道改革

く施策の円、滑な遂行に資することと，その職員のうち再就職を必要と

する者についての再就職の促進を留るための業務を行うことを目的として組識

された事業団であ

しかるに毘法は，国鉄を新しい経営形態で再生させるための管財人的役割

を果す同事業団の運営農翠の意味をもっ法捧である O それゆえ，過渡的な継統

性のない移行措置法的性格を有し公益事業法の意味をもっ法律でない号また，

用事業団の役割かちも抵察されるように，罰事業団は公益事業めスティ…タス

しておらず，公益企業の地位を有していない。

e 帯主s高速度交通営団法〈昭和16年 3月 7日公布，同年5月 i日能行，

律第51号)

この法捧は，東京を中心とする地域の交通機関の整備拡充のため，培一子高速

度交通事業の言業をなすことを目的として組織された帯都高速度交通営団

団地下鉄〉の経営に関する法捧である(1) しかるに司法は，信号IJ事業法とは

異なり，個別事業法下の樹君IJ生産経済体である営団地下鉄の経営に関する法律

であるむで，公議事業法としての性格を背していな~'0 

しかしなが弘開誌に藤づいて経営されている営団地下鉄は，近年，モータ

リ…ゼーションの進展に持う都市の路面交通の護雑等の状況から都市公共交通

機関として，大きな比重を占めるようになってきた。さちに，最近では，地万

中接都市にも営団地下鉄と間様な施設・装震をもっ地下鉄が建設・配車され，

公共交通機関として経営されている。それゆえ，営団地下鉄は，公衆の用に供

する公共交通機関であり警去益事業としてのスティータスを十分に有しており，

公益企業として謎続的，合理的，討語的，統一的に経話されている個別生産経

済体〈経営体)であ

番軌道法(大正10年4丹14日公布， i月 l日擁行，誌律第76号)
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同法第 i条i主同法の対象を次のように明求している。

f本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス(同法第 i条第 l

項)oJ

ノ用ニ供セサル軌道ニ関ス)J..-規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム〈同法第 l

条第 2項)oJ

それゆえ，司法第 i条の一般交通の用に供するということは，公益事業の公

衆の用に供することと軌をーにすることであるので，同法第 1条は公益事業法

の;意味を十分に有しているむしたがって，軌道を道路上に敷設して，交通事業

をなす軌道交通事業は，一般交通の用に供するがゆえに，公益事業である。ま

た，経済性を指導原理として，同事業を合理的，継続的，計画的，統一的に経

営する個別生産経済体は公益企業である。

同法の中には，同法第 i条の外に，下記のような条項も公益事業法として指

摘される。

(A) 軌道法第 3条〈事業の特許制〉・第11条(運賃・料金・運転に関する認

可制〉

同法第 3条の主務大臣が軌道交通事業者に特許を与えるということは，軌道

事業は，その性箕上，物理的にも経済的にも自由競争の行なわれる余地はなく，

一定の地域の中で，独占が容認されるもので、あるということを意味している。

第11条第 l項は，第 3条に対芯するように独占の弊害から公衆の利益を保

護するため，運賃・料金・運転に関して主務大臣の認可を受けるように.経営

者に義務づけているむまた同条第2項では，公益上，運賃・料金・運転につい

ての変更を必要とすると判断される場合，主務大臣は変更を命ずることができ

るということを規定してい

それゆえ，第 3条と第11条は，それぞれ単独では公益事業法となりえないが，

それぞれが生かされあうことによって，牽制しあうこととなり，

の保護に合一するようになるむすなわち，両条は上記のように表裏一体となっ

て有機的に協働することによって公益事業法として容認される号

間軌道法第26条〈鉄道事業法の準舟)12)
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軌道法第26条に鉄道事業法の準用が明示されており，その準用規定の中に事

業の体廃止(鉄道事業法第28条第 1項)と法人の解散(関29条第 1項〉につい

ての規定がある G これらの規定は，軌道交通事業の体箆止・解散を当該軌道交

通事業者の都合で行ってはならないという法律であるむすなわち，この規定の

意味は，軌道交通事業は公衆の用に供する事業であるので，当該軌道交通事業

者の都合で当該事業の休諜止・解散を行って手IJ用者公衆に損失を与えてはいけ

ないということを意味している口それゆえ，軌道法第26条(鉄道事業法第28条

第 l項と司法第29条第 i項の準用)は，公益事業法としての意味を十分に背し

ている口

⑦ 道路運送法(昭和初年 6丹 1a公布，同年 7月 l日磁行，法律第183

間法の第 1 されているように，同法は，貨物自動車運送事業法と相

まって，道賂運送事業の適正な運営と公正な競争を確保し道路運送の秩序を

確保することによって，道賂運送の総合的発壌を国弘公共の福祉を増進する

ことを自的とする法律である。しかるに間法第 l条は，運送という荊役を公

衆の用に供することによって，公共の福祉の増進に資することを明示している

法律であり，公益事業法の意味を十分に有している法捧であるむ

同法第 2条は，道路運送事業の定義を明示した法律である。同条第 l項は，

道路運送事業を旅客自動車運送事業，貨物自動車運送事業掠客軽車両運送事

自動車道事業に分離している条項である口しかるに，問項は，

業の在り方や内容を示したものでないので， としての意味を脊して

いない。

2項は，自動車運送事業を定義して， r自動車運送事業とは旅客自動

車運送事業設び貨物自動車運送事業をいう。j と明示しており，自

業の在り方や内容を示したものでないので，公益事業法としての意味を有して

いない。

3項は，他人の需要に応じて，自動車を使用して，旅客の運送を行う
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ことを旅客自動車運送事業として明示しているa それゆえ，間壌の内容は，公

衆の男に供することと軌をーにしているので，公益事業法としての意味を十分

に有している。

間条第4項は，貨物日動車運送事業は，貨物自動車運送事業法による建物自

動車運送事業であるということを明示した条項であり，公益事業法とし

味を有していなL'0 

開条第 5項は，他人の需要にMSじて，軽車両〈入力車，馬車等の自動車以外

の軽車両〉を使用して，有護で旅客の運送を行うことを接客軽車両運送事業と

して明ぶしている。それゆえ， r言項の内容は，公衆の用に供することと軌をー

にしているので，公益事業法としての意味を有しているD

同条第 8項は，岳動車道事業を定義している条項である。すなわち，自動車

とは， E3動車運送事業者が専らその事業用自動車の交通の用に供するこ

とを目的として設けられた専用自動車道とは異なる一般岳動車道を専ら告動車

の交通の用に供する事業をいう O しかるに，今日のようなモータリーぜーシ

ン進展化の時代において，同事業の目的が自動車の交通の用に供するというこ

とは，公衆の用に供することと軌をーにすることになるので，開条第 8壌は，

公益事業法の意械を，調次，有するようになりつつあるといえる。

同条第7現は「自動車J. 開条第 S項は「道路ム向条欝 9項は f自動車道」

の定義を明示している条項であり，公議事業法の意味を有する法律ではない。

さて，ここで，同法第 2条に示された遵路運送事業としてのそれぞれの事業

内容の全てに公益事業としてのスティータスが与えるれるか吾かを考察する。

第 iに旅客自動車運送事業について考察する。同事業の種類とその内容は道

諮運送詮第 3条に明示されているので，同法第 3条を考察することによって，

どのような種類の旅客自動車連送事業が公益事業としてのスティータスを与え

られているかを考察する。開条は，旅客告動車運送事業を一般旅客自動車運送

特定旅客自動車連送事業，無讃旅客自動車運送事業の 3つに分けているG

そして，さらに一般旅客自動車運送事業を一般乗合旅客臨動車運送事業，一般

貸切旅客畠動車運送事業，一般乗用旅客自動車運送事業の 3つに分けている。
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一般乗合旅客自動車運送事業の場合，路線を定めて，定期的に運行する

車により，旅客を運送するので，公東の用に供することと合一する。しかるに，

しての地位を十分に，同事業は有しているく定期路線パス事業〉。

一般貸境旅客自動車i悪送事業の場金，自動車を貸し切って旅客を運iまするこ

とになるので，一般的に特定的需要者を対象とすることになるむそれゆえ，同

しないので，公益事業としての地位を有し

ていないく貸切観光パス事業λ

一般乗用掠客 一鯉の契約により乗車定員10人以下の

自動車を賢し切って掠客を運送し競争場裡におかれている事業である。それ

ゆえ，伝統的公益事業概念からは，同事業に公益事業としての地誌は与えられ

なL、。しかし，

かっ，サーピスを受ける

公衆の馬に供する

ピスが非貯蔵性と非移転性の性質を有しており，

と即時性を求めているので，同事業は

る。しかるに，同事業は地域自然独占という公益事

業の特性を有していないが，公益事業としての地位を脊しているくタクシ

業，ハイヤ

特定旅客自動車運送事業の場合，特定の者の需要にttじ，一定の範囲の旅客

を運送することになるので，公衆の現に供することに合一しない。それゆえ，

同事業は会益事業としての埴告を有しない(仇…定地域内に詑む特定の経営

体の従業員を有壌で送迎している接客

無償旅客自動車運送事業の場合，紫積で掠客を護送する旅客自動車運送事業

であるが，一般的にその掠客は特定の者であるので，公衆の用に{其することに

しなし'0それゆえ，同事業は公益事業の地位を有しない。〈約，観光地に

所在する特定のホテルが，観光客を呼び寄せるため，ある地点から無償で当該

ホテルまで観光客を送迎する当該ホテルの採客

第2の，貨物自動車運送事業の考察については，同法第 2条第 4現に，貨物

自動車運送事業は貨物自動車運送事業法によると明恭しており季それゆえ哲次

の⑧の貨物自動車運送事業法で詳細に取り扱うので，ここでは軒愛する。

3に，旅客軽車両護送事業について考察する。同事業は，軽車両をと寵荊し
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て他人の需要に応じて，有償で¥旅客を運送する事業であるので，公衆の用に

撰することと軌をーにしている。それゆえ，形式的には公益事業であるむしか

し現実として，旅客軽車両運送事業として活動している事業としては，観光

地等で人力車や罵車に親光客を乗せて遊覧させている事業が存在しているlこす

ぎなl'0すなわち， これらの事業は，観光客の一部の希望者のみを運送するに

さず，公衆の用に{共する事業であるとはいえないc それゆえ， これ

には公益事業としてのスティータスは与えられない。

第4に， 自動車道事業について考察する。今日のそータリーゼ…ション進展

化にともない自動車の交通の現に供するという同事業の役割が相対的に大きく

なってきているむまた，同事業の自動車の交通の用に棋するということは，公

衆の璃に供することと軌をーにしている。それゆえ，公益事業のスティータス

が，漸次，自動車道事業にも与えちれつつある(高速自動車道事業)。しかし

自動車道事業の全てが，公衆の用に供することと軌をーにしている訳でなl¥0 

例えば，自動車道事業が観光地における観光道路事業であるような場合，観光

目的の特定の需要者に対するサ…ピス洪給であるので， このよう

者に対する自動車道事業には，公益事業の地泣を与えることは出来なl¥0 

これまで，道路運送法第 2条，第 3条に明ポされている諸事業の考察をとお

して，われわれは，一般乗合旅客

乗用旅客自動車運送事業〈タクシ一事業，ハイヤ…事業)，自動車道事業〈高

速自動車道事業)を公益事業として理解してきた。それゆえ，経清性を指導原

理として，合理的，継続的，計躍的，統一的に経営されている上記の事業の舘

別生産経語体〈経営体〉は公益企業である。

同法の中には，同法第 l条，第 2条第 3項，第 5現第8項の憶に

ような金項も公益事業法として指摘されるむ

ω 道路運送法第 8条く免許基準)

開法第s条第 1項は，一穀旅客 る

を明示している法律であり，その基準内容は下記のように示されている。

i )当該事業の開始が輸送需要に対し遥切なもので為ること O



込〉当該事業の開始によって当該賂線又は事業広域に採る供給輸送力が輪送

需要量に対し不均艇とならないものであること口

iii)当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること告

iv)当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

v)その他当該事業の開始が公益上必要で島り，且つ，適切なものであるこ

とc

さて，上記の基準内容が公話事業法として適切な意味を包摂しているか否か

を考察するならば，次のようなことが指摘される号

i )と註〉からは，「公衆の用に供するJということが理解されるo iii) と

iv)からは，需要者の利益を保護するJということが理解される v)から

は公共の利益を遵守するJということが理解されるむ

しかるに，上記のような考察から司法第自条第 1項は公益事業法としての意

味を十分に有している法律であるといえる。

開条第 2項は，運輸大臣が免許申請を審査する場合，第 i

るに当っては，形式的，画一的に流れることなく，実情に沿うように努めるこ

とを明示している法律であるむ

それゆえ，同条第 2項は免許基準の運用方法を明示している法律であり，公

している法律ではないむ

日道路運送法第49条(呂

民法第拍条第 i項は， 自動車道事業開業申請者に対する免許基準を明示して

る法律であるむその基準内容は，下記のように示されている。

i )当該事業の開始が公衆の手j梗を増進するものであること c

込)当該事業の路棋の選定が当該事業の経営の目的に連合するものであるこ

とむ

溢〉当該一般日動車道の規模がさき該地区における

合するものであることむ

iv)当該事業を適擁に遂行するに足る能力を有するものであること

v)当該一般吉動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの…般
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いて特に考議してなされているもので

vi)前各号に掲げるものの外，当該事業の討語が当該事業の長期にわたる経

営の遂行上適切なものでるること O

さで，上記の基準の内容が公益事業法として適切な意味を帯しているか杏か

を考察するならば，次のようなことが指構される口 i )と逗〉と v)からは，

f公衆の用に供するj ということが理解される。 ii)からは， I公共の利益を

遵守するj ということが理解される。 iv)とvi)かるは， I需要者の利益を保

るj ということが瑚解される 5 それゆえ，第49条第 i項は，公益事業法と

しての意味を十分に有している。

開条第 2項は，免許串講内容が同条第 l項の基準に適合しているならば，運

輪大臣及び連投大臣は，特別な事情のない限り，告動車道事業の免許そしなけ

ればならないという法律である。それゆえ，一般接客自動車運送事業の免許基

内容を明示している第s条第 2項とは興なり，第49条第 2頃は，同条第

i墳に基づく審査によって，実質的に免許が授与されることを示しているので，

公益事業法的性格を有している法律である。

(c) 9条〈運賃及び料金の認奇〉

9条は，一般旅客自動車運送事業者の旅客の運賃その{由連輸に関する

いての認可制と認可基準を明示している法律である。

l項は，旅誌の運賓及びその他運輸に関する料金について運輸大臣に

よる認可制を定めている条項である。この認可制からは，一般旅客自動車運送

事業者が法外な運賃や料金の魚組を一般需要者に課すことなく

されるように，

される。

開条第 2項は，

ェェク機能を与えているということが理

うに明示している O

i )能率的な経営の下における適正な原価を嘆い，かっ，適正な手IJ溜を合む

ものであること(同項第 l

込〉特定の接客に対し不当な差男IJ的取扱L るものでないこと(問現第 2



216 

号〉。

iu)掠客の連賃及び料金を負担する能力にかんがみ，旅客が当該事業を利男

ることを国難にするおそれがないもので‘あること 3 

か)伯の一般旅客 iき起こすことと

なるおそれがないものであること

v)運黛及び料金が対距離串jによる場合であって，運輸大臣がその算定とな

る距離を定めたときは， これによるものであること〈同項第 S号λ

l号は，需要者の孝IJ益が保護されるように，

いて，原括主義が採用されなければならないことを明示しているむ問項第 2

は，一般の需要者が差別取扱いされることなし公平にサ…ピス供給されるこ

とを保躍し一一般需要者の利益が保護されるべきであるという内容で忘る。同

3号は，需要者に法外なj車黛や料金が諜せられないように，需要者の利益

されることを明示している内容であるa 同現第 4号は，破滅的競争を由

選し一般公衆の用iこ供することと，需要者の利益が保護されることを意味し

ている。問項第 5項は，出来るだけ運露・料金格差告生じさせることなく，ー

ビス供給されることを保韓し需要者の利益が保護さ

れるべきであるという内苔である。

開条第 3項は第 i項の運賃及び料金は，確定額をもっ

ばならなL、。ただし，一般貸切旅客自動車護送事業につL

もれなけれ

最紙額

をもってこれに代えることができる。」と明示している口この条項の;意菌は，

運鐘や料金を確定額とすることによって，一般の需要者の利益を保護するとこ

ろにあるむただし公衆の用に供しなLい A 般貸切旅客 いて

は，最高額と最低額の設定という弾力性のある取り扱いである。

かくし七，第 9条の第 i項から第 3項まで考察した限りにおいて，開条には，

f一般需要者の利益保護;と「一般公衆の用に供すること j の2つが遵守され

ていることが示されている。それゆえ，同条は，公益事業法とし

分に有する法律である。

道路運送法第18条(運輪に関する協定〉 ・第19条〈独占禁止法の通用除
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外〉

同法第18条第 1項と第 2現を嬰約した意味は，一鞍旅客

他の運送事業者と週輸に関する協定をしようとする場合，その協定によって，

公衆の利益がもたらされると判断される場合に限り，運輸大臣は，そ

認可しなければならないということを意味している。

第四条の意味は，上記の協定によってもたらされる

第 1項の事業内容に慨する漣輸大臣の改善命令に対しては，

を保護する立場から，独t5禁立法がi恵理されないということを意味してい

しかるに，用法第18粂と第19条は，それぞれ単独では公益事業法であるとい

ル〕法業事

が

益
い

公

な

争
え

り

し為うことによって公共の科益がもたらされるようにな

ようになる G

〈合衆の手IJ{更を阻害する

この法律の内容は叫下のとおりである。すなわち，

者が旅客に対して，不当なj護送条件によることを求めたり，

をしたりして，公衆の利便を間害する行為をしたと認められる場合や不公正な

田動車運送事業

競争によって同事業の健全な発達が阻害されるような場合，溜輸大臣は，当該

行為の停止又は変質を命ずることができるということである。しかし停止又

あらかじめ当該事業者に聴間をしなければならないとい

うことであるa それゆえ，開条は，一般旅客

殻公煮の利益そ損わないように一般捺客自動車運送事業者に規制を課して，公

している法律である。しかるに開条は公益事業法の意昧を十

分に有

⑤ 道路運送法第31条第 l項(事業改善の禽令〉

…般旅客自動車運送事業者の事業が公共の福祉を阻害する事実が

あると認められるときは，事業内容の改善告漣輸大院は命ずることができると

いう法律である。事業内容の改善として，事業計闘の変更，運賃・料金又は運

自動車その地の輸送施設の改蕎， f自の運送事業者との協定など

が示されている。それゆえ，開条要は， されている道路運送
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事業の目的としての公共の福祉の増進を，さらに具体的に運用の面で、明示した

ものである。しかるに，公議事業法としての意味を十分に有している法律であ

る。。道路運送法第38条〈事業の休止及び廃止〉

この法律は，一般旅客自動車運送事業者は?~意的に事業を休止したり，療止

したりしてはならないという法持である G

問事業者には，免許や道路捷用権などの轄権が付与されており，行政上，競

争排除又は競争が罷めて希薄な状態におかれている。しかしそのような特権

きる反面として，公衆の用に供しなければならないという義務を負わ

され，サーピス継続が課せられているのである。それゆえ，露出として同事業

者は，サーピスの休療止を行うことはできなl¥0 

しかし特殊な事業状況の下においては，それら をえない場合

も生ずる。飼えば，あるパス会社が全系統の経営において赤字を累請しており，

かっ，それを回複するための打開策の目処が，まったく立たない状況にあるこ

とが認められた場合においては，サービス継続を強要することはできない。そ

のような場合には，営業の休諜止を認めざるをえなl¥0 しかしあるパス会社

の全系統の一部の路線において赤字を紫請しており，その非字路線の経営が回

議不可能の状態であるとしても，全系統のトータル経営において利益を生じて

いるような場合には，その苦手字路線だけの休廃止は許されないi3)。

しかるに上記のような意味から，同条は公益事業法としての意味を十分に

している法律である。

事 貨物自動車運送事業法(平或元年12丹19日公布. 2年12月 i日境行，i去

手章第83号〉

問法の生成は，今日の社会・経済の発展，道路を中心とする社会資本の充実，

技街・通話の進展にともない，物流システムにおける需要が高度化し多様化

してきたことに起因している。すなわち，鉄道運送を軸とした貨物運送の受取，

取次，集黛，配達，貨車横込・取却を行う通運事業の役割が，現実の物流シス
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テムの中で，極めて小さくなり，その必裂性がなくなり，通運事業法が臆止さ

れたことにともなって，現実の物流シスチムに轟革、した形で，

取扱事業法と相まって生成された法律であ

開語第 i議iこ訴されているように開法試，貨物自動車運送事業を適正かっ

合理的に運営し問事業の鍵全な発遣を関り，公共の福祉の増進に資すること

る。しかるに同法第 l条は，黄物自動車運送という

サービスをすることによって，公共の福祉の増進に資することを明示している

法律であるので，公益事業法としての意味を十分に背している法律であ

同法第 2条は，貨物自動車運送事業を定義した法律である。同条第 l項は，

f黛物自動車i護送事業とは，一般貨物詩動車連送事業，特定量物

業黛物軽自動車道送事業をいうパということを明示した条項であり，

邑動車運送事業の在り方や内容を示したものでないので，公益事業法としての

意味を手干していない。

同条第 2項は，一般貨物自動車運送事業号定戦した条項である。すなわち，

問項は. r一般貨物自動車運送事業とは，他人の鵠嬰に町、じて，有償で，

車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使現して，貨物を運送す

る事業である。Jということを明示している条項である。しかるに

要iこ応じて運送するという問項の内容は，公衆の用に{共することと軌を-，こし

ているので， しての意味を十分に有している。それゆえ，

は合衆の用に供する 弘公益事業としてのスティータスを十分lこ有し

ている。

同条第 3項は，特定貨物自動車運送事業を定義し る。すなわち，

じ有壌で¥自問項は. r特定貨物自動車運送事業とは，

動車を使馬して，貨物を運送する事業であるりということを明示している条

項である。しかるに特定の者の需要に応じて，紫物を自動車で運送するとい

う問項詰，公衆の用に供することと軌をーにしないので公益事業法としての意

味を有していな~ )0 それゆえ，問事業は公益事業としてのスティータスを有し

ていな~)。



220 

同条第 4項は，貨物軽自動車運送事業を定義した条項である。すなわち，同

種は， r貨物軽自動車運送事業とは，他人の需要に応じ有壊で，自動車〈三

輪以上の軽自動車及び二軽の自動車に限るJを捷用して貨物を運送する

であるパということを明示している条項である。しかるに，他人の需要に応

じて運送するという問項の内容は，公衆の痛に換することと軌をーにしている

ので，公益事業法としての意味を十分に有しているし同事業は公益事業とし

てのスティータスを十分に有している。

同条第 5 項は「自動車~，開条第 6項は f特別積会せ貨物運送j を定義して

いる条項で為札公益事業法の意味を手ぎする条現ではなl

うまでもなく，訟統的公益事業は，公衆の用に供する(必害性)

ると同時に，設備投蜜産業としての性格が強いので，同一地壊におけ

上の投資i乱用役や射の生産コスト高をもたらすので必熱的に独占が余畿なく

される地域独占事業であると理解されてきた。しかし貢物自動車連送事業は

設繍投資産業でなく， コストやサービスの賞等の面で，競争場裡におかれてい

ると同時に，公衆の用に供し公共の利益を目的としてい

ある。それゆえ，これまで地域白熱、独出性という麗性が呉儀されていなければ

ならないと理解されていた公益事業スティータスが貨物自動車運送事業には該

当しなくなってきた。すなわち， このことの意味するところは，社会経済環境

の変化や技術革新により，必ずしも地域自黙独占を呉儀していなくとも，公衆

の肩に扶しかっ公共の利益と軌をーにするならば，公益事業のスティータス

を有することになるということを意味しているc 具体的に，このような独占性

の排除は，同法にも表われている。すなわち，同法第 6条の許可基準に独占的

な意味が包摂されておらず，安全基準だけが明示されているにすぎないことか

らも推察され

かくして，上記のような意味を基礎として，貨物自動車運送事業法第 2条に

明示されている諸事業の考察をとおして，一般貨物自動車違送事業と貨物軽自

動車運送事業を公益事業として位置づけた。それゆえ，経済性を指導原理とし

て，合理的，継続的，計画的，統一的に経営されている一般質物自
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業と貨物軽自動車運送事業の個別生産経議体(経営体)は公益企業であ

開法の中には，同法第 l条，第 2条第 2項，第 4項の他に，下記のような条

項も公益事業法として指揮されるであろう O

仇) 貨物吉動車運送事業法第11条〈運賃及び料金〉

同法第11条は，“一般貢物自動車運送事業者の運賃及び料金についての運輸大

臣への嵩け出にっし

1項{ま， r一般貨物自動車運送事業者は，運震設び料金を定め，あら

かじめ，運輸大臣に溜け出をしなければならない。これを変更しようとすると

さら同様とするo と漫定している。この麗け出制からは，一般貨物自動車

運送事業者が法外な運賃や料金の負担を一般需要者に課すことなく，

者の利益が保護されるように，認可制法ど強制力はなL 行政当局にチェツ

ク 1るということが理解される。

2項は，同事業者が次の各時に抵睡し 運輸大臣が変更を命ず

ることができるという条項であ

i )能率的な経営の下における遥正な原舗に適正な利認を加えたも

るものであるときく出現第 1号)。

話)特定の荷主に対して不当な若男1]的取扱いをするものであるときく問項第

2号

iii)他の一般貨物 と な競争を号iき起こすおそれ

があるもので、あるときく問項第 3

同項第 i号i主需要者の利益が保護されるように，

いて，原価主義が採用されなければな与ないことを明ポしている。問項第 2号

比一般の需要者が差到取扱いされることなく，公平にサービス供給されるこ

とを楳障し一般需要者の利益が保護されるべきであるという内容である。問

項第 3号は，事業者の破滅的接争を呂避し公衆の用に供することと，

の科益が保護されることを意味している。

かくして，第11条の第 1項と第 2頃を考察した躍りにおいて，開条には「一

瞬相半爪手11仲間拙目と「公衆の用に供すること j の 2つが遵守されているこ
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とが明示されている。それゆえ，同条は，公益事業法としての意味を十分に有

する法得である。

侶)貨物自動車運送事業法第15条〈濠輸に関する協定) .第16条(独占禁止

法の適用l捺外〉

開法第15条第 1項と第 2項を要約した意味は，一穀貨物自動車運送事業が他

の運送事業と運輸に関する協定をしようとする場合，その協定によって，公衆

む科{更がもたらされると判断される場合に殻札運輸大患は，その協定を認可

しなければならないことを意味している合

同法第16条は，上記の協定によってもたらされる正~な行為には，公衆の手IJ

f更の増進を保護する立場から，独占禁止法が通用されないことを意味しているつ

しかるに，問法第15条と第16条は，それぞれ単独で拭公益事業法であると社

いえ立いが，お互に補足しあうことによって公共の利益がもたらされるように

なち，公益事業法としての意味を予言するようになる。

(c) 黄物自動車運送事業法第25条(公衆の手Ij{更を問書する符為の禁止等〉

この法律の意味は次のとおりである。すなわち，一般黛物自動車運送事業者

が荷主に対して，不当なi護送条件によることを求めたり，不~な差別的販扱を

したりして，公衆の手IJ{更を問書する行為をしたと認められる場合や不公正な競

争によって同事業の健全な発達が自書されるような場合，運輸大臣拡，

為の{亭止又品変更を合ずることができるということであるむ

それゆえ，同条は，一般貨物自動車運送事業者のサービス換給がき

者の利益を損わないように同事業者に規制を課して，一般需要者の利益を保護

している法律である。しかるに，開条は，公益事業法の意味を十分に有してい

る法律である。

番 貨物運送取扱事業法〈平成元年四月 19日公布， 2年12丹 18擁行，

82) 

同法札すでに貨物自動車運送事業法で論述したように，現夜の物流システ

ムにおける需要が高度化し多様化したことにともない，通連事業法の廃止の



として現実の物流システム

と相まって生成された法律である。

されているように，同法は，貨物運送取扱事業の運営を適正

ものとすることにより，貨物i護送取扱事業の鍵全な発達を図ると
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した形で，貨物

ともに，貨物の流通の分野における利用者の需嬰の高度化及び多様化に対応し

ピスの円滑な提供を接保しもって利用者の利益の謀護及び

ることを自的と るむしかるに同法第 i

条は，

と

とその利震の増進を目的としているので¥公益事業法

している法律である。

2条は，貨物選送取扱事業法に関係する している法律で

航空運送事業者，鉄ある。 「実運送」とは，

は貨物自動車運送事業者(以下

ことであると定義しさらに，

る貨物の運送でおると

し開条第 3

し開条第5項詰貨物

るc 開条第 5現は，貨物運送取扱事業を定義し

義している

を定義している

である。

開条第 g

る。したがって，同条第 l項か

るので，公益事業法と

という〉の行

とは実運送事業者

、る。開条第 2項は，

し開条第 4項

してい

とは，利用

7項は， ["利用運送

るということを定

では，単に用語

していない条項

，っ
の行う

運送事業及び護送取次事業であると明示している

事業Jには，

第一種利用運送事業を定義してい

とは， f患入の需要に

る。すなわち，

船拍運航事再条要は，

業者又は諸物

行し及び後続する

による運送とを一覧し

るに，他人の需要に応じ

う運送に採るやj舟運送とさき該宗i用運送に先

る貨物の集貨及び配溜のためにする自動車

う事業であるoJ と明示している条頃である。しか

るという同条項の内窓は，公衆の用に供する
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ことと軌をーにしているので， としての意味を有している条項であ

る。

同条第 5項は， している長項である。すなわち，

開条項は， とは，能人の需要に応じ

う護送に係る利用運送と当該利舟運送iこ先行し

亙び後続する当該引用運送に係る貨物の集貨表び配達のためにする自動車によ

とを一貫して行う事業であるoJ と明示している条項である。しかるに

他人の需要に応じて運送するという同条項の内容は，公衆の現に供することと

軌をーにしているので，同条第 8項と間様に去益事業法としての意味を脊して

いる条項である。

しかるに，第一種利用運送事業と

項に示されているように員物の集貨・仲継・

かっ円滑に機能するようにシステム化さ

属性である非貯態性，非移転性，

開条第 8項と第 9

という物流システムが迅速

り，会益事業サービスの

館時性を十分に克たしてお

弘社会的に公衆の期に供する事業として容認されている。それゆえ，

と第二種手IJ用運送事業は，公益事業としてのスティータスを十分

に有じている。また，言うまでもなく，経済性を指導原理として，合理的，継

続的，計画的，統一的に経営されているよ記の両事業の額百IJ生産経済体(経営

体〉は公益企業である。

同条第10項は，運送取次事業を定義している条項である。すなわち，

は， r j悪送設次事業とは，他人の需要ι応じ有舗で，自己の名をもってする

う貨物の運迭の最次さ若しくはj護送貨物の運送事業者かちの受

取又は他人の名をもってする運送事業者への黛物の運送の委託若しくは運送貨

物の運送事業者からの受取を行う事業であるつ J と明示している条項である 5

しかるに，他人の需要に応、じて，運送取次をするという同項の内容は，

8項や第s項と毘掠な意味から，公益事業法としての意味を有している。

ように，運送取次事業を定義している開条第10項比法律上，公益事

カテゴリーにあるが，現実の経済社会において，
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してのスティータスを有しているか否かを，厳密に考察するならば，以下

のとおりであるc すなわち，事業活動において他人の需要に応じるということ

が公衆の用に熱することと軌をーにするようになることによって，

公益事業としてのスティータスが与えられるものでるる。しかし運送寂次事

取とた・受取・委託をするだけであり，運送手段をもたない事業であるの

で，公益事業の嵩性である非貯載t!f.需要に対する即時性に関して極めて欠知

しているし現実の経営では，一般的に大口の特定の者の貨物だけを護業対象

としており，小口の一般公衆の荷物を対象としていなL、D しかるに運送取次

事業は公益事業としてのスティータスを脊していない。

は， r司法第 l条，第 2条第 8項，第 2条第 5項，第 2条第10瑳の

{告に，下記のような条項も公益事業法として指摘されるであろう O

(A) 貨物運送取扱事業法第 9条(運策及び料金)

合条は，利用運送事業者の運賃及び料金についての運輸大臣への届け

出について規症している条項であるc

び料金を定め，あらかじめ，

輸大臣に思け出をしなければならない口これを変更しようとするときも，

とする。Jと規定している 5 この届出器1]かもは，

や料金の負担を一椴需要者に課すことなく，一般需要者の利益が保護されるよ

うに，認可制法ど強制力はないが， チェック機能を寺えているとい

うことが理解される。

開条第2項は，開事業者が次の各号に抵触した場合，運輸大臣が変斑を命ず

ることができるという条項であるつ

i )能率的な経営の下における適正な慰価に適正な利酒を加えたものそ紹え

るものであるとき〈問項第 1号〉。

と
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な競争を引き起こすおそれがあるもの



226 

問項第 i号は，需要者の利益が保護されるように，同事業の運賃や料金にお

いて，原磁主義が採F脅されなければならないことを明示している。問項第 2号

比一椴の需要者が差別取扱いされることなし公平にサーゼス供給されるこ

とを保障し一般需要者の利益が保護されるべきであると Lサ内容であるc 問

項第 3号は，事業者間の破滅的競争を回避し公衆の用に供することと，

者の手IJ益が保護されることを意味している。

かくして，同法第百条第 1項と第 2項を考察した眠りにおいて，同条には，

「一般需要者の利益保護j と f公衆の尽に供すること j の2つが選守されてい

ることが不されている。それゆえ，同条は，会話事業法としての意味を十分に

る条項で議うるむ

(B) 貨物連送取扱事業法第13条〈差別的取扱いの禁止)

同法は利用運送事業者は，特定の持主に対し な差是正的取扱いをし

てはならない…ということを規定している法捧である。同条の意味するとこ

ろは，運黛や料金以外の事項についてら需要者が差別取扱いされることなく，

公平にサーピス洪給されることを保揮し一般需要者の利益が保護されるべき

であるということである。それゆえ，同条は，会益事業法としての意味を十分

る法律である。

命 海よ運送法(昭和24年記月 i日公事，

号)

s月25司路行，法律第187

同法第 l条に示されているように，同法は海上運送の秩序を維持し

送事業の健全な発達を図り，もって公共の福祉の増進を目的とするという

である。しかるに，同法第 l条は，託手上運送という用役を洪給することによ

て，公共の福祉の増進に資することを明示している法律であり，

しての意昧を十分に有している。それゆえ，海上運送事業は，公共の福祉を増

させる事業であることから，一般的には公益事業としてのスティータスを有

している事業であるむ

同法第 2条第 l項では， として，船舶羅航事業船賠貸渡業，



海上仲立業及び海運代理詰業を明示し

と いて明示しているむ
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2項以下では，それぞの事業内

船舶運航事業とは，海上において船舶により人又は物の護送をす

港湾運送事業以外のものをいい， これは定顛航路事業と不定期航路事業とに分

けるれている〈同条第 2項)。

定期航路事業は，一定の革路に船揺を就航させ一定の出程に沿って運送する

船舶藷航事業で， 13人以上の旅客定員を有する船舶により人を定期的に議航す

る旅客定期革路事業ι貨物を定期的に運航する貨物定期航路事業と，自動車

と当該自動車の運転手・ -乗客・その他の乗車人と当該自動車の積載黄

物を合わせて運航する自動車航送貨物定期航路事業の 3つに分けられるく開条

3項，第 4項，第11項，第21条λ

旅客定期航路事業は，国内で旅客船によって定期連航をする一般旅審定期航

路事業ム国内で持定の者の需要にLtじ特定の範昭の入を運送する特定旅客定

期航路事業と，本邦の港と本邦以外の地域の準との間又は本邦以外の地域の各

港棋に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業の 3つに分けられる〈同条第 4

現，第 5項，第19条の 3，第19条の 4)。

貨物定期航路事業は，内航(閣内)と外航(国際)との・海上黄物i護送に区分

される。しかし前者比内航海運業法く昭和27年，法律第151号)に基づく

内航海運業く内航海漆業とは定期・不定期をとわず，内航で海上貨物運送そ

る事業をいう。〉の担当となっている O したがって，海上連送法に基づく実

賓的な貨物定期続路事業は定期的に輸出入物資等の議上貨物運送を担当する外

航の黛物定期航路事業である。

同法第 2条第11項で，自動車航jき と は 船 組lこより自動車と当該自動車の

・乗務員・乗客・その他の乗車人及び当該自動車の積載貨物を合わせて

運送すること j と定義されているa そして，同法第21条第 1項では，自動車航

送貨物定期航賂事業とは，上記の同法第 2条第11現に定義されたことを遂行す

る事業であると問時に，内航を定期運航する事業であると明示している。いわ

ゆる，自動車航送貨物定期航路事業とは，一般的に貨物フェザ…事業のことで



ある。貨物ブエ 1)一事業が舟航議運業と区分される理由は，読物フェリーが自

と旅事とを同時に運送するので，貨物ブエリー事業には，安全よ，特に瀬

しい規制や監督がなされなければならないからである。

とは，定期航路事業以外の船舶運航事業であり(同法第 2条

貢物不定期杭諮事業(同法第20条第 i項)と，旅客不定期航路事業

i工員〉に区分される。内航の葉物不定期航路事業は，内航海運

業法に規制されているので，海上運送法に基づく実質的な貨物不定期航路事業

は，不定期に輸出入物資等の渇上貨物運送を担当する外航の貨物不定期航賂事

るc

以上の論述から，船組運航事業を整理して示すな色ば，第 4 3留のように

なるであろう。

船組黛渡業とは，船船の貸渡又は運航の委託をする事業のことをいう

第 2条第?項)すなわち，船柏貸渡業は，旅客船又は貨物船をもっている船主

が一定の貸渡料を受け取り， しすること としている事業のこと

であるむこの場合，貸護先については，必ずしも規定されていないが，一般的

いし港湾運送事業者である合運航委託事業とは，船主が自

己の船舶で旅客ないし貨物ぬ運航を他人に委託して運航事業を遂行してい

る。この場合の{宙人とは，一般的に船舶運航事業者ない

者のことを訴しているc

海運{中立業とは，主として場上における船舶による物品の運送(物品海上運

に関して荷主と船会社との伸介をすることを業務としている事業のことを

いう O また，船舶の貸渡や売買に関して仲介したり，運航の委託を媒介とする

ことも業務としている事業であるく同法第 2条第s
とは，船船運航事業者や船柏貸渡業者の取引について代理をす

ことをいう 2条第 9項)む

港湾関誌業とは， に鹿結して行う運送取次事業又は定期航路事

めに船舶の係留施設若しくは荷さばき雄投を供給する事業をいい，港湾

とは，塔湾関係業を営む者をいう(間法第 2条第10項〉む
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第 4-3閣 総舶運航事業の分類

f一般旅客定期航路事業

旅客定期航絡事業〈特定掠客定期義路卒業

l tす外旅答定期銑路事業

定期航路卒業.(内執海運法 との関保から，

貨物定期航路事業 |的には外航の

ことを意味する

船輯主主航事業 員動率続送貨物定期綻路事業

旅客不定期航路事業

これまで考繋してきた同法第 2条の各項と第19条の 3，第19条の 4，

第 1項，第21条第 1事iま，海上運送事業を講成している各事業の業務内容を単

に明示しているにす “公衆の用に扶すること"“需要者の利益保護"とい

うような内容を有していないことかふ公益事業法としての意味を有していな

い法捧であるつ

さて， ここで，上記に示された場上運送事業のそれそPれの事業内容の全てに

公益事業としてのスティータスを与えることが可能か否かを考察する。

周知のように公益事業比公衆の用に供する事業である。しかるに，

業は撰絵施設が自大であるが， f:其給施設に隈度があるので，そのサービスの性

ら，サービスを貯議しておくことは不可能であるのまた，供給麗設の限度

から，一定地域しかサービス扶給することができず， f告の地域に{其給不可能で

あるので，非移転性の性紫を有する。

一定地域の需要者としての…届般公衆は，生活必需品を需要しているだ

けに，需要に対して髄時的かっ即時的で、ある。しかるに，“公衆の用に供する

としての公益事業は.そのサーピスにおいて，非許識↑生，非移転性，
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要に対して，随時性，部時性という 4つの特註を有する事業である g

それゆえ，海上運送事業の中で，ーと記の意味に耐えうるだけの事業としては，

船舶運航事業の定期航路事業の中のいくつかに隈定される。なぜなら，船船運

航事業の不定期航路事業試，間法第 i条に明示されているようにト海上運送の

秩序を維持し海上運送事業の健全な発達を関り，もって公共の揺祉を増進す

るりという目的を達成するための事業であるが，前述の 4つの特性の意味を

る公衆の用に供する事業とはし=えないからであるつ公衆の用に供する

であるためには，公共の福祉を増進させる事業であることは，当然のこととし

て，その上，前述したような 4つの特性を脊する事業でなければならない。も

ちろん，船舶運航事業以外の船舶貸渡業，海運仲立業，海運代理屈業，

係業は，船舶運航事業に付槌する補助事業であり，同法第 l条に適合するが，

る意味での公衆の用に供する事業ではなl'0しかるに，海上連

公益事業としての地{立を有するのは，船舶運航事業の定期杭路

事業の中のいくつかに限定される。

さで，定期航路事業の中のどのよ 公益事業としての地位を有し

ているかを考察するなもば，次のようなことが指摘される。まず，短期航路事

としてのスティータスを真に脊するためには，前述の 4

つの特性を宥し定期的，継続的に事業を遂行し特定の旅客や特定の貨物を

船柏運送の対象とするというのではなく，一般の旅客やー殺の貨物をその対象

とするということが，重要なことである。

しかるに，上記のような意味か弘定期航路事業の中で，公益事業としての

スティータスを有する事業としては，まず，一般旅客定期航路事業と対外旅客

ると思われる。次に，海上運i走法上，実質的な貨物定期

航路事業で為る外航の貨物定期航路事業ら一般の貨物を船舶で運送すること

から公益事業のスティータスを育しているっさちに， 4つの島から成る我が田

の場合，現在，関門トンネ)~.脊国トンネル，本州自国連路橋が整備され鉄

よる貨物輪送が，多少，利便性を増してきているとはいえ，モ…タリー

ゼーション化にともない，自動車航送貸物定期航路事業(貨物フェリ
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は，あちゆる物資を全困撲無く輸送させ，わが国の産業発屡や自民の日常生活

の物流に貢献していることから，同事業も公益事業のスティータスを有する事

業である。したがって，これまでの海上輪送法の考察をとうして公益事業であ

るということが明らかになった一般旅客定期航蕗事業，対外旅客定期航路事業，

対外の貨物定期航路事業，自動車航送貨物定期航路事業〈フェリ一事業)む舘

創生産経語体は， こと江がら公益企業で為る。

同j去の中には，上記の第 l条の外に，公益事業法として指擁できる下記のよ

うな条項もある。

出 場上運送法第 4条(一般旅客定期航路事業の免許基準〉

開法第 4条は，一穀旅客定期航路事業者に対する免許基準を明示している

律であるD その免許基準の内容は以下のとうりである。

i) ~該事業の開始によって当該航路に採る全供給輪送力が全輸送需要に対

しく供給過剰になちないこと(第 4条第 l号λ

註〉当該事業に使用する船舶，けい留施設その他の輸送施設が当該航路にお

ける輪送需要の性質及び主謀航路の自然的性質に適正、したものであること

(同条第 2

当)の註〉当該事業の許語が輸送の安全を権保するため適切なものであるこ

と〈開条第 2号の 2λ

iii)当該事業が利用者の孝IJ梗 る事業計語を有すること〈開条第 3

iv)当該事業を霞む者の責任の範囲が明確でおるような経営形態であること

(開条第 4

v)当該事業の経理的基礎が確実性を有すること〈開条第 5号λ

vi)当該事業の開始によって船舶交通の安全に支捧を生ずるおそれのないも

のであること(開条第 6

上記の基準の意味と公益事業法の意味の関連を考察するならば，次のような

ことが指捕されるだろう

間条第 i号，開条第 3号，同条第 4 5 らは，“需要者の宗j益
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る"ということが理解される。それゆえ. これらの各号は，

法としての意味を有している法律であるといえる。

開条第 2号，同条第 2号の 2，同条第 6号は，公益事業法としての性格を容

するというよりも，当該事業の安全性に関する法律であるといえる。

(お) 海上運送法第 3条(一般採客定期航路事業の免許)と第15条(事業の体

廃止の許可〉・第16条〈事業の静止及び免許の取消)

3条勺ま，一般旅客定期航路事業者{ま，航路ごとに，運輸大臣から免

すればならないという る。同法第 15~条丸一般旅客定期

航路事業者は，その事業を休止し又は境止しようとするときは，運輸大臣の

なければならないという内容の条項である合すなわち， この条項は

事業の体護止をしてはなちないということを意関し

ており，去来の舟に換することと軌を…にする条項である。同法第16条は，

一般旅客定期航路事業者が，同法や船船安全法や船舶職員j去に違反したり，

しなかっ どには，運輸大臣は，

の停止を命じたり，又は免許を取り消すことができるという条項である。それ

ゆえ，開条項は一般書要者の利益を保護している条項で為るG しかるに第 3

条，第15条・第16条は，それぞれ単独では公益事業法としての意味を有してい

ないが，第 3条と欝15条，第 3条と第16条が脊機的に牽制し合うことによって

るようになり，公益事業法としての意味を有する

ようになる9

o 内航海運業法〈昭和27年 5月27日会布，同年 7月 i日経行，

わが国における内航海運事業の特徴は，内航海運が大量輸送に適しているこ

とから，四面を海に笥まれた島田である我が国の地理的特性を生かして自動車

等の輸送機関に詑ベて輸送距離が長いことである。それゆえ，内航海運事業の

輸送トンキロ〈輸送トン数iこ輸送距離を掛けた輸送活動量)，本第 4 6表に

示されているように国内輪送機関5111シェアで，平成3年度には44%強を占め
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てい

もちろん，輸送トンキロの占脊率が大きいということは，

徴に由来するところが大きいが，それ以上に，わが自の経済成長に持い増大し

てきた原材料物震や素材産業分野からの製品の閣内輸送需要に，内航海運事業

が抵輪送コストで輪送するという役割を怒ってきたことに記盟するむそれゆえ，

内航議運は，わが国の素材産業発展を支えてきた重要な輸送機関である。

かくして，内航掬運事業は撲・非金属拡物・砂利・砂・石材等お i次産

品妻石油・鉄鋼，セメント等の 2次産品という素材産業物資輸送に比重がおか

れていたが，近年の産業講i設の変化による素材産業の比重抵下と貨物輸送の小

日 ともない，輪送需要の逓減化を余議なくされているs しかしま

内航海運事業は，第 4-6表の輸送トンキ口の占高率に示されているよう

に，園内輸送機関の中では大きな役割を担ってい

内拡海i撃事業を法害的側面から考察するなちば，内航海運業法の実際の制定

契機は，戦後の中小零縮内航海運企業の乱立による過当競争や不公正または不

当な取引行為等が，内航海運業の鍵全な発達を阻害する横向にあったので，内

鉱海運業の鑓全な発達を図ると同時に内航運送の円滑な運営に資することく開

法第 i条)を目的として制定されたのである。すなわち，毘法i之内航海運業

に許可制を導入することによって業界秩序を薙立しく同法第 3条，第 4条，第

5条，第 G条)，適正船舶識の菜定や最高限度震の設定等の導入によって船舶

し(罰法第 2条の 2，第 2条の 3)，標準運震・標準料金およ

貸渡料等の設定によって取引条件そ公正iこすること(同法第16条，第17条，

18条，第同条)を;意図として制定されたもので、あ

かくして， これまでの内艇議運事業に関する経済的考察から，内航議運事業

が国内輸送機関の中でそれなりの比重を占めていることが理解されたG また，

るこれまでの法律的考察か込第一に指摘されることは，

1条に明ポされていること(内航海運業の健全な発達を留り， もって内

航運送の円増な運営に資することを自的とする。〉と認証上運送法第 l条に明示

されていることく海上運送の秩序を維持し湖上運送事業の健全な発達を霞ち，
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第4-6表 輸送機関問題問責物輸送量

トン数〈百万トン輸送トンキロ{穫トンキ

出 i票総白書F(平成 4年販)96ページより転載

もって公共の福祉を増進することを目的とするJが， していることであ

る。

それゆえ，内航海運業法第 l条は，“公衆の現に供すること"や“公共の利

益に資すること"というような意味を有していないことから，公益事業法とし

ての意味を有していない法第である。

同法第 2条は，内航海連事業に関する用語について次のように定義している

f 内航運送j とは，船舶による国内各港開における物品の運送のことである

く第 2条第 1項〉。この場合，船舶といっても，はしけは含まれるが，ろかい

船，漁船は除外されるというような一定の基準があるつま九外航船を一時的

にせよ，国内各港問において使用するときは，内航j翠送であるQ さらに，

の船舶による物品輪送が海上でなく，園内の湖.沼. JIIである場合でも，内航

るものとして，この法律の適舟をうけるc

同条第 2項で拭，内航海運業として，内航運送業，内航船舶貸渡業を明ボし

ている

開条第 3項では，内航運送業を定義して. i)海上運送法に規定されている

掠客定期航賂事業・自動車航送貨物定期航路事業・旅客不定期航路事業以外の
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内甑運送をする事業や，話〉港湾選議事業法に規定されている港湾運送事業以

外の内航運送をする事業や，語〉議海運送事業法第 2条第 4項の規定により指

定する港湾以外の港湾における港湾運送事業立タトの内航運送をする事業を明示

している。

同条第 4項では， とは，内航運送の屠に{共される船鎮の貸渡

をする事業であると明示してい

上記の同法第 2条の各項は，用語の定義や内航海運業の構成やその講成の名

事業の内容を明示している

益に棄すること"というよう

ての意味を有していなL

“公衆の用に供すること"や“公共の孝IJ

していないことから，公益事業法とし

同法第s条第 l項は，

いる条項であ

号)む

話)

で定め

温)

号)。

iv) 

条第 4

そこ

ようなこと

再条第 i

れる。 3 

航議運サ…ピス

うとすること

を有してい

同条第 2

-t ように明示されてい

るものであること

;こ{共す

〕えるものであることく第s条第 2

適切な計画を有するものであること 5 3 

るに足りる能力を有するものであること(第 5

公益事業法の意味の関連を考療するならば，次の

だろう。

らは，“公衆の用に供する"ということが理解さ

らは，合理的，継続的，計画的，統一的な内

ことによって，

される。しかるに，再条第 i

しよ

る船種別の船腹量がその最高際疫をこえる
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こととなるときは，過当競争や不法正または不当な取引行為が生じがちになる

ので，運輸大臣は新規の串請者に許可をしてはならないとし寸条項である口す

なわち，この条項は，内航議運業者が円潜な経営ができるように，供給者側を

る性格が強く，需要者側を保護する法律ではない合しかるに同条第 2

は公益事業法としての意味を有する法律ではない訂

3条は，内航運送業者と内航船曲賞渡業者は，

けなければならないという条項であるむ

内航海運業者が同法に違反したり，

iこ関する勧告等に従わなL

又は許可を取り消すことができるという条項である。それゆえ，

者の利益を探護している条項である。

じたり，

しかしながι同法第 3条と同法第23条は，それぞれ単独では合益事業法と

しての意味を有していないが，間条が有機的に牽議IJし合うことによっ

の利益の保護に合一するようになり，公益事業法としての意味を存するように

なる。

さで， これまでの舟航海運業法の考察かる推論する限りにおいて，開法第 6

条第 l項(許可基準〉に公認事業法としての意味がみられるものの，

(同事業J去の目的)が公益事業法の意味を有していないだけに，一椴的には

としてのスティータスを手ぎしていないと推定されるむ

しかしながι現実の問事業の経営体の経営活動の考察をとおして，本当に

としてのスティータスを有していないものであるかどうかを

第 4…?表 内航運送〈ドライカーゴ)の定期船・不定期船別職送量

定期鉛

不定 期 船

A 
Cコ

(昭和55年度実績

(1封 自本内航海運組合総連合会編. r内航議選一器内議上輪送のカイドブック -J昭和

57年?月初日. p. 283より内成。
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考察するむ

いうまでもなく，

述の海上運送j去のところで

そのサービスにおL

の特性を有す

意味に耐えうる

当する内航海運業として

荷主から小口

と思われる。

しかし第 4 7 

は，公衆の用に供する事業である。しかるに前

したように，公衆の用に供する公益事業とは，

非移転性，需要の開時性，即時性という四つ

しているむしたがって，内航海運業の中でも仁記の

るように推定されるっすなわち， このことに該

運航スケジュ の

る

と

されるようにドライカー

ならば，

定期内航運送

り，後者は約

99%である 1)キットカ…ゴi弓?の場合，不定期内航運送i101が一般的である。し

かるにこのような現状か込推察する隈弘国長経済の生臨組織や就業人口や

GNP等に占める定期内航運送業の役割や割合は，皆無に等しL)0 

しかしながら，定期内航運送を利用しなければ詰

にとっては，

わち，

鶴諸島

昌

きない人々

ピスである。すな

・大

離島の住民が

らすために必要不可欠なサービスであるむそれ中え，定

ビス

ティータスを十分に有する事業である。しかるに，

として，合理的，継続的，計倒的，統一的に経営する定期内

〈経宮体〉は，

⑫ く昭和26年 5丹29B S丹20日経行，法律第16

同法の目的は，同法第 l条に明示されているように，港湾運送に関する秩序

を確立し，潜湾運送事業の健全な発達を図り， もって公共の福祉を増進するこ

とにあるむしかるに，同法第 1条は， と との接続を行う港湾、
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運送という用役を員給することによって，公共の福祉の増進に資することを明

している法待で為り，公益事業法としての意味を十分に有している。

2条第 l項 は港湾i護送」を定義して， r港湾運送とは，議湾、におい

て，他人の需要に応じて遂行される船内荷役等の行為を行う事業であるJとい

うことを示しているG

しかるに同法第 2条第 1項の「港湾運の定義で，港湾運送の要件とし

て“地入の需要に応じて遂行される行為"ということが明示されていることは，

“公衆の用に供すること"と軌をーにするむそれゆえ，同法第 2条

第 l項は，

同法第3条は，

ある。

している。

ように， 7事業に分類している条項で

はし

し

註)港湾荷役業務のみを清負作業する

iii)はしけ運送業務のみを請負作業するはし

か〉いかだ運送業務のみを請負作業するL

v)検数業務(船摸み， I理操げに際して貨物の昭数の計算又は受渡しの証明

を行う業務〉のみを請負作業する検数事業。

vi)鑑定業務(船積・睦揚貨物の横付けに関する証明，調査及び鑑定又は海

よる損害の援定等を行う業務〉のみを講員作業す

vii) 〈紛積み，控揚げに捺しての質物の容量又 円
バ

r
b
'
L
F
 正

又品海上運送の運賃料金計算のためのヂータ提供等を行う

る

それゆえ，同法第 3条は，

益事業法の意味を有する法律でない己

さて，ここで¥同法第 1条と第 3条を踏ま

察してみるなるば，同事業は次のように定義されるであろうむすなわち，一般

している法捧であり，去と

とは，荷主又は船結連航事業者の委託を受けて f落湾」において，
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船議み陸場げ貨物の受諜しを行うとともにこれらの行為の前後にある船内荷

役， ，ましけ運送，沿岸帯設及びいかだ漣i迭を一貫して遂什する事業である。し

かるに，問事業は単純な作業を講負うというのではなし複雑な海上運送上の

受護しをと含んだ港湾運送作業安地入の需要に応じて一貫して行う事業で為る。

港湾荷設〈掛内・沿岸荷役)事業，はしけ運送事業し

検数事業，鑑定事業，検量事業は，各事業独自の業務のみ告請負作業する事業

である。それゆえ， これらの事業は，他人の需要に応じて一貫して行う一般港

とは異なる。

しかるに，港湾運送事業として公益事業のカテゴリーに寓する事業とし

一綾地湾運送事業だけである。それゆえ，経済性を指導原理として，合理的，

継続的，計画的，統一的に経営される一綾謹湾運送事業の鰐別生産経済体(経

営体〉は公益企業である。

同j去の中iこは，上記の第 l 2条第 1項のタトに， 公益事業法と

される下記のような条項もあ

{凶港湾運送事業法第 6条第 1項〈

毘法第 8条第 i現比免許基準を治

下のとおちである。

三る条項である。その基準内容は以

i )議j奪還送供給過剰とな込ないこと(同項第 i

討)業種主よび藩湾ごとに運輪省で定める砲設及u労働者を有すること〈問

2号)。

ui)事業潜行上. 1義明な討画を有すること〈同工員第 3

るよう ること

4号)。

v)当該事業の経理的基礎が確実性を有することく時現第 5号)。

上記の基準内容が公益事業法たる所以は，安全性と謎読註を重視して，他人

の需要に応じてサーどス供給を遂行するという意味を有す

ある。

るからで

(B) 港議運送事業法第 4条〈 -第20条〈事業の休廃止の許可等)
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そ

4条の内容は，

5条第 l項の i

同法第20条の内容は，

る

る。

的に行うことが不可能であり，運輸大臣の許可を必要とするという内容であるc

それでは，第 4条と第20条とも公益事業法であると容認されるのは，どのよ

うな理由によるかを考察する。すなわち，第 4条は，供給者が安定してサ…ピ

ス供給できるように供給者に免許という特興を運事長大臣が付与している法律で

ある G 一方，第20条比需要者の利益が損なわれないように運輸大臣は，供

給者に第 4条の免許という特典に対する義務として，継続企業の寅在を負わせ

ている法律である。

しかるに，両条はそれぞれ単強では公益事業法とはし、えないが.それぞれが

有機的に生かされることによって牽制しあうこととなり，需要者の利

益の探護に合一するようになる告すなわち，南条は表裏一体となって協観する

ことによって，公益事業法としての意味を十分に有することとなる。

間法第 9条は，

同条第 l項は，

百条(運議及び料金の認可制)

けなければならないという条項である合

同条第2項は，認可基準について下記の条件を明示している。

る。

i )運震及び料金が，能率的な経営の下で適正な原舗を鑓い，かっ，遺正な

手IJi国を含むこと

込〉特定の利用者に対して，不当な差別的取扱をしないこと

現知のように，同事業は，運輸大臣の免許によって開業されるが，地域独出

もなく，また，完全な自由競争事業でもない口それゆえ，第 9条(運賃

及び料金の認可制)は，事業者と利用者の調整を図る意味ム利用者の利益を

{県議するという意味から，公益事業法としての意味を有しているといえよう O

@ 港湾運送事業法第15~長(差別取扱等の禁止〉
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開条は，港湾運送事業者は，特定の利用者北対し貨物の多募その他の理告に

より不当な差別的取扱をしてはならないという法律である合

それゆえ，同条は，利用者の利益を保護するという内容を手ぎしてお札公益

として意味を十分に有している

⑬ 航空法(昭和27年 7月156公布，強行，

航空運送事業とは，航空法第 2条第16壌で定義されているように，他人の需

じ航空機を捷男して脊彊で旅客又は黛物を護送する事業をL寸 O しか

るに，開条項比鉱空運送というサーピスを不特定な需喪者に対して供給する

るという意味を有していることから，公益事業法としての意味を十分

している。

は，定期航空運送事業と 2種類がある。

ーの地点と他の地点との聞に路線を定めて， より航行す

より行う航空運送事業である 定期

航空事業以外の航空運送事業をいう(同法第 2

あ

ように，公益事業は，公衆の用に供す

(サービスの非貯蔵性，サービスの非転移性，

していなければならなL、。しかるに，

して

としての地位を有するのは，定期航空護送車業である。

としての地位を有する定期航空運送事業を規定している問

ι公益事業法としての意味を十分に脊している。したがって，

して，合理的，経続的，計画的，統一的に経営謀れる定期

〈経宮体)は公益企業である。

2条第16項，第 2条第17項の他に，

うな条壊もある。

〈免許基準)

定期航空運送事業の免許基準を明治してい

とおりである。

して
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i )当該事業の開始が，公衆の利用に通応するものであること(問項第 i

込)当該事業の開始によって，当該路線における航空輸送力が航空輸送需要

に対し，著しく供給過剰にならないこと〈問項第 2

iu)事業計画が経営上及び航空保安上，適切なものであること〈時項第 3

iv)申請者が当該事業を連議に遂行するに足る能力を有するものであること

〈問項第 4つ / む

v)申請者が次に掲庁る者に該当するものでないこと〈問項第 5

同法第4条第 1項各号に掲げる者11)

定期航空運送事業不定期航空運送事業又は航空機使用事業の免許の取

消しを受け，その京消しの日から 2年を経過しなし

G この法律の規定に違反して，禁鏑以上の芳IJに処せられて，その執行を終

わり，又は執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しなし

法人であって，その役員が口又はハのーに該さきするもの

開条第 2項i乱定期杭空運送事業申請の内窓が，同条第 l項の基準に適合し

ている場合， l運輸大臣は免許を与えなければならないということを明示してい

る法律であるc

上記の同法第101条を筆者が公益事業法であると容認する所以比定期航空

運送事業が，安全性と継続性を重視して需要者の利益を保護している事業であ

ると同時に，公衆の用に供する事業であるということを，同条の内容が意味し

ているからであるc

日 航空法第100条(定期航空運送事業の免許)と第117条(同事業の休止)

-第119条(民事業の停止及び免許の取法〉

同法第100条の内誌は，定期航空事業開業申請者が同事業を経営する上での

(第101条〉を充足している場合，運輸大臣から，路線ごと

なければならないということを明示している法律である。

同法第117条の内容は，定期航空運送サービスの休止を当該事業者の都合で，
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うことが許されなく， ).蓑輪大自の許可を必要とするという内議であ

る。

開法第119条の内容は，間法や同法に基づく命令等に逮夜した場合や，

な理由がないのに許可や認可を受けた事項を実擁しない場合には，

止や免許取消を合じられることもあちうるという内容である。

それでは，第i∞条，第117条，第119条とも公益事業法であると容認されう

るのは，どのような理由からであるかを考察する O すなわち，第100条は，定

期航空事業者が安定してサービス供給できるように免許という特典を運輸大器

会、 ること している法律である。 第117条と第119条は，

者の利益が損われないように，運輸大臣は，供給者に第100条の免許という特

典に対する義務として，継続企業の責任を負わせている法律である。

しかるに，第100条，第117条， ともそれぞれ単独では公益事業法で

あるとはいえないが，第100条と第117条，第100条と第119条が有機的に生かさ

れることにより，そ才Lぞれが実質的に牽制しあうこととなり，

保護に合一する。すなわち，第100条と第117条，第i∞条と

となって商機的にf易機することによって，第100条，第117条，第118条とも公、

益事業法としての意味を十分に有することになる。

(CJ 航究法第105条(運賃及び料金の認可)

開法第105条は，定期航空運送事業の運賃及び料金の認可に関する法律であ

る。

l項tj:，定期航空i護送事業者は運重及び料金を定め，運輸大臣の認可

を受けなければならないという法律である

2項は， ).護員及び料金の認可基準を下記のように定めている。

i )能率的な経営の下における当該事業の適正な経費に適正な利潤を含めた

ものの範囲をこえることとなちないことく向項第 l

、1ノ一nu るサーピス されているものであること

(同項第 2号〉。

iii)特定の旅容又は荷主に対し な兼別的取扱いをするものでないこと



(問項第 3

iv)旅客又は荷主が当該事業を利用すること しく困難にするおそれがな

いものであること(問項第 4

v)他の航空運送業者との間に，不当な競争を引き記こすこととなるおそれ

がないものであること〈問項第 5

いうまでもなし問事業は運輸大臣の免許によって開業されるが，独占事

業でもなく，また，自由競争事業でもなl)0 それゆえ，第105条(運賃及び料

金の認可〉は，定期航空運送事業者と科用者の調整を関る意味と利用者の利益

を保護するという意味がこめられている法律である。しかるに，開条比公益

としての意味を十分に有している法律で為る G

。航空法第110条〈運輸に関する協定)・第111条(独占禁止法の溜用除

タト)

同法第110条(;1，定期航空運送事業者が{告の運送事業者と連絡運輸に関する

契約，運鍾協定そのイ患の連輸に関する協定をしようとするとき，運輸大臣はそ

の契約や協定が公衆の利便を増進すると認めた場合，その契約や協定を認可し

なければな iらないという法律である。

!司法第111条弘前条の契約や協定は公衆の利便と一致するがゆえに，独占

禁止法の適理除外となるという法捧である。

しかるに，開条はそれぞれ単独では公益事業法としての機能を有しないが，

それぞれが実質的，有機的に生かされることによって，それぞれが牽制しあう

こととなり，需要者の利益の謀議に合一するようになる。すなわち，同条は，

表裏一体となって有機的に協働することによって，公益事業法としての意味を

十分に有することとなる。

c;主〉

(1) 帝都高速度交通営団法第 i条

帝都高逮度交通宮田ハ東京都ノ区ノ存スル区域及其ノ 1)付近ニ於ケル交通ノ整備拡

充ヲ国ル為地下高速境交通事業ヲ営ムコトヲ自的トスル公法上ノ法人トス

(お 軌道法第26条〈鉄道事業法の準用)鉄道事業法第20条，第21条.第23条第 i項第
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3号，第 5号設第 5号並第 2工員，第26条第 4項，第27条第 i現，第 2項及第 4現，

第28条第 l現，第29条第 i項，第54条第 i項並第56条第 i墳の境定ハ軌道ニ之ヲ準

用ス{豆シ此等ノ規定中道車最大臣トアルハ主務大経トシ運輸省、令トアルハ命令トシ鉄

道事業法第21条中鉄道抵当法卜アルハ明治42年法律第28号トス

(3) jt久一審『公溢企業論2東洋経済新報社，昭和36年. p.67. 

(4) 貨物自動車運送事業法第 6条〔許可の慕機〉

i裏輪大臣は，第 3条の許可の申請が次に搭げる基準に適合していると認めるとき

でなければ.開条の許可をしてはな告ない。

その事業の計器が通労i裏転の防止その他輸送の安全を穣課するため適切なもの

であること O

前号に語ヴるもののほか，その事業の議行上適切な計彊を有するものである」

と。

三.その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

話，特別積合せ貨物運i去に係るものに違うっては，事業場における必要な積卸擁設の

保有及び管理，事業期自動車の運転者の乗務の管理，積合せ貨物に{係る紛失等の

事故の防止その{独特別積合せ貨物運送を安全かっ革案に案提するため特に必要と

なる事項に関し藤正な計躍を有するものであること O

(5) 海上運送法第 3条第 i項 一般旅客定期航路事業を撃もうとする書法，鉱路ごと

;こ. l議輸大臣の免許を受けなければならない。

時条第 2工費 前項の免許を受けようとする者は，省令の定める手続;こより..事業

計闘を記載した申請警を運輸大誌に提出しなければならない。

(6) 毎上議選法第15条第 i項 一般旅客安定額最諮事業者は，その事業を休止し又は

廃止しようとするときは，省令{の定める手続により，選輪大臣の許可を受けなけれ

ばならない。

開条第 2項 前項の事業の休止の許可は， 1年をこえる期間についてすることが

できない。

開条第 3工員 前項の規定は，災害による謹湾施設の損壊その他やむを得ない事由

に基く休止については，連躍しない合

同条第 4項 選輪大臣は，第 l項の許可に関する処分脅しようとするときは，運

輪審議会iこはからなければな込ない。

(7) 梅 iニlJ送法第16条第 l工員 運輸大臣辻，一般旅客定期航蕗事業者が在(この場合

下)記の各号のーに該さきするときは，当該事業の停止を命じ，又は免許を取り消す

ことができる。

この法待若しくはこれに碁づく怒分又は免許，許可悲しく詰認可に附した条件

に違茨したとき

一 船舶安全法又は船舶職員法の規定に違皮したとき
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三，正当な理出がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。

四，第 5条各号のーに接当することとなったとき。

同条第 2項 運輸大臣は，前項の処分をしようとするときは，運輸審議会iこは

かり，その意毘を聞かな¥tればならない。

(8) 内航議選業法第 6条第 2現 議輸大臣は，第 2条の 3第 l項の規定による船腹量

の最高限度の定めがある場合において，当詰申請に係る第 3条第 i項の許可をする

ことによって内航議運業の用に撰する船舶の運輸省令で定める船種別の船腹量がそ

の最高限震をこえることとなるとき拡，その許可をしてはならない。

(9) 内航運送でi護送される貧物は， ドライカーゴ〈乾貢物〉とリエドットカーゴ(液祢

貨物〉とに分けられ，前者は石炭，鉄鋼，木材，紙， 日用雑貨，食料品等であり，

後者は石油，化学薬品等である。内航護送業における総輸送量の割合は，前者が約

e割で，後者が約 4割である。

(10) 不定期内能運送業とは，特定の荷主との運法契約によって，不定期的に運送する

内航運送業のことをいう。

切 航空法第 4条第 i項 右(この場合下返さの各号のーに該当する者が所有する航空

機は，これを愛録することができな ~)o

一，日本の国籍を有しない人

一，外留又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

外留の法令に基づいて設立された法人その他の団体

自，法人であって，前三号に掲げる者がその内表者であるもの又はこれらの者がそ

の役員の 3分の l以上若しくは議決権の 3分の l以上を占めるもの

第 4節 公共の福祉を日的とする公営の

個別生産経済体に関する法律

i 国営企業労動関採法

(1) 公共企業体労動関係;去の事Ij定

占領政策の一環としての労働選動民主北が推進されるようになり， このこと

を保障するものとして， 18労動組合法(昭和20年12月21日公布，昭和21年 3丹

1 B施行)，労機関係調整法〈昭和21年 9丹27日公布，昭和21年10月13日範行)，

労働基準法(昭和22年4月7日公布，昭和22年e丹i日施行〉の労働三法が寄せ
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され，全ての労働者に適用されることになった。

かくして，上記のような労鋤運動民主化の制度保障を背景としながら戦後の

インブレーション下で菌窮化した労働者は，自らの生活を守るため，

労動組合を結成するようになり，その数は飛擢的に増大した。各労働組合の活

動は昭和21年から昭幸1]22年にかけて活発となり，就中，層鉄総連を中心とする

全官公庁労畿組合は，当時のわが盟の労働組合の中で最も強く，その活動

も顕著であった。

そして，昭和21年11月26日には，全官公庁共同調争委員会が組織され，

る諸要求を提出したが，前進的な回答告引き出せなかった。そこで，

さ告に爵争を強化する方肉へと進み，翌年の l月18日のストライキ決行宣言大

は， 2月l日零時を期して，ゼネストに突入する詰の宣言をしたむ

かくして， このような事態の重大性に鑑み，連合国総号令部のマーカット

済科学時長は，昭和22年 i月22自，勤労者の権利を認めつつ，出家経請に大き

な損失を与えるようなゼネストを決行しないように組合に勧告したが，受け入

れ込れなかった。また，発足して間もない中央労働委員会は，周年の 1月28自

に調停案を提出し調停を試みたが，不調に終った。かかる情勢の中で，マッ

カーサ…元師は，同年 l月31日，ゼネストを実行しようとする指導者に対

現下のごとく窮乏にあえさ衰弱した日本の実状において，かかる致命的な社会

的武器に訴えることを許さない話を通告し……これによって必然的に生ずる

?と状態は， 日本冨民の大多数を事実上，飢餓状態におとし入れるので，ゼネ

ストの中止を指令し

2・lゼネスト中止後も，労協者i立法然としてインフレーショ

鳴いでいたし金官公労組を中心とする労議開の攻勢もかなり強かった。とり

わけ，全通労組の攻勢は強く，昭和23年 3月31誌に全調一斉ストを指令した。

しかし トは， 2・1 ストと同様の意味をもち，国民に多大な

損失をこうむらせることになるという理由で，連合国総司令部マ…カット経済

は，同年 3月29日，加藤労椙と蕗古逓相を招致してスト中止を通告し

たG
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その後も労動制の攻勢は依然として薮しいものであったので，マッカーサ一

元師は昭和23年 7丹22臼付で，当時の芦由総理に国家公務員法改正等に関する

内容の書簡を宛て，事態の打開を図ろうとしたむその書簡の内容の趣旨は，国

家公務員法の全面改正と公共企業体制度の採用という 2つの内容を不唆するも

のであっ

かかるこのような惜況から，政問は昭和23年 7丹31日，政令201号〈昭和23

7月22日付内閣総理大臣宛連合盟最高司令官書簡に持う臨時措聾に関する政

令)を発し全ての公務員〈毘地，現業，非現業を関わない〉の争議行為と

労働協約の締結を百的とする自体交渉を制限・禁止した。

かくして，マッカーサー書簡と政令201号の趣旨に沿って，まず，国家公務

員法〈以下，国公法という〉が昭和23年12月3日に改正され，睦ちに旋行され

た口その主たる改正内容は，以下のとおりである

一，一般職員には労動三法と船員法が適舟されないこととなった(国公法附

員!J16条)む

一，一般職員に団結権は認められた(国公法108条の 2の3項)が，争議権

は否認された〈同法98条の 2項)。

三，職員団体と当局の交渉にさいしては，制約がもうけられ，団体協約締結

権が禁止された(同法108条の 5の2項)0

四，警察職員， 7高防職員および海上保安庁又は監獄において勤務する職員に

は，団結権が禁止されたく開法108条の 2の5項，地方公務員法52条の 5

項λ

次にマッカ もう一つの意味をもっ去共企業体制度呉現化の

ために，公共企業体職員の労鶴組合や労働関訟についてき公共企業体労{動関係

法案が，次のような事自(2iに基づき国会に提出された:九

一，公共企業体労働関銘法案と問時に提出されている日本専売公社法案と臼

本国有鉄道法案が成立すると，これらの公共企業体職員lこは，国家公務員

法が適用されなくなるひこのため， これらの公共企業体職員には自動的に

労働組合法や労動関係調整法が適用されることになる。しかし労鶴組合
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法や労働関係調整法は一般企業の職員には適用されても，完全国有の法人

として国家の厳重な管理と監督の下に運営される公共企業体の職員に適用

されることは，公共の利益を擁護する面から不適当である。しかるに，公

共企業体職員の労働組合や労働関係については，公共企業体労働関係法を

必要とする O

二， 日本国有鉄道と日本専売公社に，それぞれ別個の労働関係に関する法制

的措置を講じることは適当でなく，公共企業体の労働関係を統一的に取扱

うべきであるという意味から，公共企業体労働関係法を必要とする。

三，公共企業体において無用な紛争議を極力排除することにより，正常な団

体交渉を保嘩し これによって職員の地位の維持向上を図ることによって，

公共企業体の能率発揮と正常な運営を確保しようとする意味から，公共企

業体労働関係法を必要とする。

四，公共企業体の職員には国家公務員に認められているその地位に関する保

障がないので， これにかえて完全な団体交渉と適正迅速な調停と厳正な仲

裁の制度を確立することにより，職員の生活の安定を保障する必要から，

公共企業体労働関係法を必要とする D

上記のような事由で国会に提出された公共企業体労働関係法案は，同法案と

親子関係にあった「日本専売公社法案」や「日本国有鉄道法案」と同時に昭和

23年12月20日公布され同時に昭和24年 6月 1日施行されることとなったへ

かくして，国家公務員法の改正と公共企業体労働関係法の制定により，国家

公務員と公共企業体職員の労働組合や労働関係に関しては，一般企業従業員の

労働組合や労働関係に関する労働組合法や労働関係調整法の枠外におかれ，明

瞭に区分されることとなった。

しかし上記のように法制度として明瞭になったとはいえ，国家公務員の中

でその業務の性質から，むしろ公共企業体職員と類似している現業公務員(行

政面に関しては非権力的であるが，経済活動を遂行している現業公務員)に対

して非現業公務員と同様に国家公務員法を適用したことは，実質的な意味にお

いて不合理であった。
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印 公共企業体労韓接関係、iまから公共企業体等労頑強調採法へ

そこで，上記のように実質的な意味ιおいて不合理な現業公務員の労樹関認

を，よりすっきりしたものにするため，政府は，講和条約の締結により，わが

自主権を回復し，独立国家として前進せざるをえない構勢となっているこ

とを契機として， r労嶺関係調整法の一部を改正する法持案j を昭和27年5月

108，国会に提出した。同法案は，労働関係調整法，公共企業体労爾関係法，

労働組合法という三法の改正点の内蓄が相互に関連しているという理出で，

本にまとめられて国会に提出された法案であったc 同法案は両院で蕃議され，

同年 7月31日に成立し法律第288号として公布され，翌自の 8月 l日から強

行された9

公共企業i本労動関係法に関して改正された主たる内容は，同j去の適用範酉を

日本建信電話公社・郵慣事業・国有林野事業・印刷事業・造幣事業・アルコー

ル専売事業の職員の労働関採にまで拡大したことである。すなわち現業公

は，ー綾行政事務担当の非現業公務員とはそむ業務の性震から著しく

なっており，国鉄等の公共企業持職員と類叫しているので，間{本協約締結権が

否認されている患家公務員法が適用されるよりも公共企業労嵩関係法の適期か

社会経済環境かち判断して適正であるということと，寄日本電電篭話公社とい

う会共企業体の設立{4)という事実から，公共企業体労鋤関係法の通用範閣が拡

大される改正がなされたのである。

しかるに，上記のような改正により公共企業体労働関揺法が漉荊される範関

が拡大されることになり，同法の名称、も公共企業持等労梯関係法(以下，公労

法という〉に改斡されたのである G

(3) 公共企業体等労動関係法から臨営企業労動関係法へ

公労法から国営企業労最関係法へ改綜されたのは， 1980年代の一連の行財政

改革の自主としての公企業の民営化とりわけ，三公社の民営ftが具現化され

たことに起国する合しかるに，公労法が適用されていた公共企業体等の中で民

営北された個別生産経済体を指惜しながら，公労法が菌営企業労融関係法に改
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称された経緯について考察する。

公労法が適用されていた儲別生産経諦悼の中で，最拐に民営化された信号IJ生

躍経済体は，アルコール〈工業用アルコー;L-)専売事業であった。アルコール

専売事業は政府の財政収入に費献する機関の一部であるとしても，公企業とし

れるべき理由はなく，

政府は同事業を昭和57年10丹1日か

されるべきものであることか

した。民営化の根拠法は「ア

ルコーん製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専

る法律J(昭和田年 5月 l日公布，法律第37号，昭和57年

10月 1日議行，以下同j去をアルコール専売等の一部改正法という)であった。

よって，アルコール専売事業は新エネルギ、…総合開発機構(石炭鉱業合

理化事業団が昭和55年10月 l日から衣替えすることによって成立した特殊法

人〉に統合されることになった。しかるに，立然、のことながら公労法の遥男範

らアルコール専売事業は除外されることになったむ法律的には公労法第 2

2号から「ホ，アルコール専売事業Jが，アルコー;L-専売事業等の

3条「公共企業体等労動関誌法の一部改正j によって，削除され

この削除によって，通語産業省は公労法と議接的に関係しなくなっ

それゆえ，通産大重が公共企業体等労欝委員会に調停や仲裁の講求をする

ようなことがなくなり，公労法の第39条から 〈問号ホの企

るものに張る。)Jが，アルコー 3条lこ

よって期!設されることになったむ

第 2，こ畏営化された組問生産経済体は， 日本専売公社であった。同公社もア

JL-コ…JL-専売事業と向様に政府の財政収入に貢献する機関の一部であると

ら一般公衆の日常生活に必要不可欠な財を継続的に安全・確実に供給しなけ

ればならないという性質の個別生産経済体でないので，公金業として経営され

るべき事由はなく，私企業として経営されるべきものであるという

政府は昭和60年 4月 l日から同公社を日本たばこ産業教式会社と改者、

化した。すなわち，民営化の根拠t去の ra本たば

年 8月10日公布，施行，法律第69号〉に基づき， 日本専売公社は日

〈昭和59
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業株式会社として民営北されたのであるやしかし同社は，たばこ専売率Ij震の

捺止にともない，たばこの製造・販売等に関し所要の調整をなす fたばこ

法J(昭和59年 8月10日公布，法律第68号，昭和60年 4丹i時施行)の施行持

と同時に或立した。そして，同社の成立と問時に，公労法か主日本専売公社が

書111発されることになったのである。法制度的には， rたばこ事業法等の施げに

伴う関係法律の整磯等に関する法律J(昭和59年 g月10日公砿法律第71号〉

の第49条 f公共企業体等労働関係法の一部改正J によって公労法第 2条第 i項

i号から「ハ， 日本専売公社j が削除され，また，公労法第四条から「日本

専売公社並びにJとL寸諾缶〕が削除され公労法から日本専売公社が削除され

たのであるむ

第 3に民営化された個別生産経済体は， 臼 つ 1....r. すなわ

ち，民話化の摂拠j去の f日 〈日苦手059年12月25日企布・

施行，法律第85号)に基づき，日

営化されたのであるむしかし，同社は「電気通詰事業法(昭和59年12月25日

公布，i去律第86号，昭和60年 4月 1日続行〉の施行持と同時に成立した。そし

て，同社の成立と問時に公労法から日本環器電話公社が削除されることになっ

法制度的に拭日本竃{言電話株式会社及び電気遇措事業J去の施行に梓う

関{系法律の整嶺等に関する法律J(昭和59年12月25日公脊，法律第87号〉の第

f公共企業体等労髄関係j去の一部改正j に基つ‘いて公労法第 2条第 l項 l

号から「ロ，日本電話竜話公社Jが削除され問項第 2号イの中の f日本電信

が「日本電信議話株式会社j に名称変更され，公労法第39条中の

「日本電{言語話公社及びj と~\う語句が削除され会労法から日

社が削除されたのである。

第4に民営北された個別生産経詩体は，日本国有鉄道であったり民営北の根

拠j去の「日本国宥鉄道改革法J(昭和61年12丹4B合布・施行，法律第87号)

に基づいて日本自有鉄道は，北海道旅客鉄道株式会社z 東日本旅客鉄道株式会

社，東議旅客鉄道株式会社，西日本旅客鉄道株式会社，四国旅客鉄道抹式会社

九州銀客鉄道株式会社，自本貨物鉄道株式会社，軒幹線鉄道保脊機構日
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された。しかし分割・民営化された各社は，

(昭和61年12月4日公布， 昭和62年 4月 l日施

の施行時と同時に成立した。

しかるに，このような日本国有鉄道の員営北は， これまでの公共企業体等の

個別生産経済体民営化以上に，社会 a 経法iこ与える民営化の影響の大きさを世

させると同時に，公労法の大改正をともなったのすなわち，その主たる

改正とは， 白本国予言鉄道改革法等範行法(昭和61年12月48公事，法律第93号，

昭和62年 4月 18抱行〉によって，をう公労法が昌吉企業労融関係法に改称され

たこと改称前の公労法第 2条の中の「昌本国有鉄道j という語句が改称後

の国営企業労楊関係法第 2条の中から削除されたこと，@改称前の公労法第39

条の中の「運輸大型 (8本国有鉄道に関するものiこ限る。)Jという語句が改称

後の国営企業労働関係法第39条の中か込削除されたことである。また，その他

に改正された点として，次のような点が列挙されよう

i) r公共企業体等労動委員会j が に改正されたこ

とむ

註)公共企業体長び国の経営する企業」が f国営企業Jに改正されたこと。

函) r公共企業体等Jが f国営企業」に改正されたこと G

これまで公労法が適用されていた個別生産経済体の中から， された詔

}J1Jt:生生産経済体を指捕し公労法の改称・改正について概観してきた。ここで

特筆される点は， 1980年代の行財政改革路擦により昭和57年10丹にアjレコール

専売事業が薪エネルギー総合開発機構に統合されたことを皮切りに，三公社も

民営{ヒされ，実質的に公労法が適期される公共企業体が滞在しなくなったので，

必然、的に公労法の名称、が盟営企業労館関係法に改称されたということである。

(4) 閤堂企業労動関係法と公益企業

国営企業労動関孫法の目的は，同法第 l条第 l項に「この法待は，自営企業

の職員む労働条件に関する苦憤又は紛争の友好的かっ平和的調整を国るように

団体交渉の境行と手続とを確立することによって，国営企業の正常な運営を最
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大限に権保しもって公共の福祉を増進し，擁護することを目的とするω と

明示されている。す江わち，同誌は，

祉が増進され，擁護されるように，

もたらされ，公共の請

しく，安定・確実に経営

されることを呂的とした法律である。しかるに，向条項は公益事業法としての

意味を十分に有しているといえよう白

開条第 2項には. r国家の経済と る国哲企業の重要性にか

んがみ，この法律で定める手続に関与する関孫者i主経済的紛争を出来るだけ

隣止しかっ，主張の不一致を友好的に調整するために，最大限の努力を尽く

さなければならない。Jと明示されている。しかるに，冊項の意味するところ

は，国営企業〈四現業〉は国家の経請と国民の揺祉に議するために重要な役割

を果たさなければなるないので，その投割が達成されるように国営企業の関路

者に対して，“経済的紛争の防止"と“主張不一致に対しての友好的調整"を

強く要望している法律である。しかるに，間条項もまた，国家の経済と

福誌に資するということを意味している法律であり，公益事業法と

を十分に脊している。

同法第 2条第 i 1て， とは，次に掲げる事業を

行う閣の経営する企業をし寸 oJ と定義している。

③ 郵便，郵償貯金，郵便為替，邸便提替及び時現生命保険の事業(郵政事

業〉。
。日本銀行券，紙幣，

CEll踊j事業〉

造幣事業

印紙，郵横切手，郵慢はがき等の印島Ijの事業

開法第 2条第 i号は，上記のそおという事業を行う国営の餌号IJ生産経済

{本が国営企業であるということを定義しているだけであるので，

はなl¥0 それゆえ，上記のの事業を行う国営の鱈別生産経済体が，同

i条第 i項に明示されている国営企業の居的を遂行する昭和i生産経済体で

あるかどうかを検証した上で，上記の国営の個別生産経済体が公益事業として
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のスティータスを有しているか否かを考察し，かっ，会益企業としての地位を

有しているか否かを考察する。

郵政事業

郵政省という行政機関は，郵便Jr郵便貯金Jr郵便為替Jr都痩援替Jr簡

易生命保険事業j という郵政事業と「電気通信に関する行政Jという

行政の 2つの部門によって構成されている。したがって，郵政省の中で冨苔企

業労楊関係法と臨接的に関係しているの拭，同法第 2条第 l号の舎に明示され

ているように前者の都政事業である。それゆえ，臨政事業の事業内容につい

て考蒸しこれらの事業内容の全てが公益事業としてのスチイ…タスを有して

いるか否かを考察しかっ，公益企業のスティータスを有しているか沓かにつ

いても考察する。

まず，郵政事業の中の郵{更事業についてはすでに，公衆通電事業系統の郵

艶法で，郵便事葉は公益事業の地{立を宵しているということを論証しているの

で， ここでの論証は割愛す

蔀捜貯金・郵便為替・郵便振替事業広全国津々浦々に設霊されている郵便

局を過して合平に~該サービスを扶給することによって，国民の経済福祉の増

ることを自的として経宮されている事業である。もちろん，

と同様な事業を毅行を中心とする民間の金融機関も業務の一部として担当して

おり，この事業(業務〉に関しては，郵政事業と民間の金融機関は競合関係に

ある。しかし話者誌非営利原則に基づき主として家討を対象として経営され

ているのに対し後者は官事IJ産別に基づき主として金業を対象として経営され

ているむとくに，郵{更計金事業は，集めた資金を財政投融資を通じて，

生活基盤，社会資本の充実等に活現し国民の経諸福祉の増進に寄号して

いることから，そのサービス業務の代替を畏鵠に負わせることは盟難である口

しかしながら，欝捜貯金・郵慢為替・郵便振替事業比上記のように，国民

の経済福祉の増進に寄与する事業で為るにもかかれ 日常生活に不可欠な

サービスを供給する事業とはいえない。それゆえ， これらの事業は公益事業と

してのスティータスを宥していると誌いえない。
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簡易生命保険事業は，社会政築的意霞の下に任意の生命保検や年金を安い保

険料や掛金でサービス供給する として，由民の経済生活の安定と福祉

の増進に寄与することを目的として経営されている事業である。もちろん，同

と同様な事業を民間の保険会社も営業しており，競合関係にある。しかし，

前者が非苦手IJ経営であるのに対し後者は営科経堂でるる。また，

金運用は，余裕金の運用〈資金運用部顎託金設び頭金)と積立金の運用(郵政

大臣の管理・運用〉がかち構成され，両者の運用先は公共機関への融資が大部

分を占めている。それゆえ，問事業のサービス業務の代替を民間に負わせるこ

とは，国の財政構造から不可能である。すなわち，国民の社会保障ニーズがさ

らに高疫化・社会化するようになるにもかかわらず，公的社会保障制度の覧的

・量的拡大が，国の財致事情等から限度があるので¥

業であるが，社会的に認知されており，また問事業のわが国の財政投融資に占

める泣罷づけからしても，

事業であるョ

今後 されなけれはならない

しかし上記に述べたように問事業はわが留の経済や財政にとって極めて重

要な事業であることは理解出来るが，日常生活に不可欠なサービス告供給して

いる事業であるとはいえない。それゆえ， としてのスティー

タスを有しているとはいえない。

これまで，郵政事業の倍々の事業内容について，公益事業としてのスティー

タスを有するものであるか杏かを考察してきた。これらの考察から郡捷事業日

外の事業は，わが国の経済や慰政にとっ るが，公益事

業としてのスティータスを有していないという結論をえたG

それゆえ，郵政事業を上記のように鰐々の事業内容引に分離することなく，

個別生産経済体としてき経営されるべきものであるとするなるば，酷政事業は

合益企業としてのスティータスを有していない。ただし郵政事業の中の郵侵

事業が独立採算的に単独事業として，すなわち，事業部制的に経営されること

が可能で、あるならば，郵政事業の中の郵領事業は，公益企業としてのステイ

タスを有しているといえよう O
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間宥林野事業

i )国土の{呆全，水資源のかん襲自然環境の保全形成，

保健休蓑の場の提供等森林の有する公主主的機能の発揮， 註)林建物の計画的，

安定的，持続的な供給， 泊〉国有林野の活用，国脊林野事業の諸活動とこれに

る地域の産業活動等を通じた藤山村地域振興への寄与等の役割を負って

いる非営利経営を基本とする!ぶ国営の個別生産経済体である。

したがって，上記のような重要な役割jを担っている同事業を営利経営を原則

とする民間の林業者に担当させることは，特に i)の公益的機能という役割が

発揮されなくなりがちになるので，経営主体については現行どおり国立形態を

維持していくことが絶対に必要である口

誼接に国民と取引することは少なL、。しかし広義に同事業内容

を解釈するならば，国民は，菌土の保全や水資源のかん養や自然環境の保全形

成や保縫休養の場の提供という必要不可欠なサービスを同事業から棋給されて

いる。しかるに同事業は公益事業のスティータスを十分に有していると問時に，

計画的，統一的，合理的，継続的に i)や註)やiii)のサービス(報供給をする

国営の簡単!生産経済体であり，公益企業の地位を十分に有している。

印刷事業

印罰事業は，日本銀行券紙幣， 印紙，郵便切手，郵便はがき等の印

時11の事業〈これに必要な用紙類の製造並びに官報，法令全書等の編集，製造及

。)を行う国営の個別生産経済体である0 ・同事業の財は，

民間の印副業者が生産する財と異なり，直ちに市場で取引さむることが許され

ない財であり，一昆，政府や日銀に納入してか主政府や自銀の管理の下で，国

民によって必要不可欠な交換手段財として使関されるものである。しかるに同

事業は，市場メカニズムをとおして国民経済に対して有効な経済的機能を発揮

し経済福祉の増進に寄与している鉄道事業や竜力事業のような公益事業では

なく，市場メカニズムをとおさない興型的な自家主産経営体の財政企業である。

それゆえ，同事業は，われわれが一能的に理解しているような公議事業では

ないが，自民が社会生活をする上で共通の価纏認識をもっ必要不可欠な交換手



段を生産している国営事業であるので，公益事業のカチゴターに麗していると

同時に，議続的，合理的，計画的，統一的に錨草Ij生産経済体として生産活動を

している公益企業でもある。

造幣事業

造幣事業(章はい等の製造の事業を含む0)，主主として硬貨の製造そして

いる国営の留別生産経済体である。

しかるに，同事業は，前述の印刷事業と同様な意味を有するc それゆえ，同

事業はわれわれが一般的に理解をしている公益事業ではないが，自民が社会生

活をする上で共通の{高値認識をもっ必要不可欠な交換手段を主産している毘嘗

の輯別生産経済体であるので，公益事業のカテゴリーに属していると同時に，

個別生産経済体として継続的，合理的，許極的，統一的に生産活動をしている

公益企業でもある。

これまで，同法第 2条第 1号に明示されている臨営の個別生産経済体が，公

益事業として， また，公益企業としてスティータスを有しているか否かについ

て詳細に論じてき

さらに， ここで国営企業労融関係法の中かち公益事業と関連ある条項を強い

て見い出すならば，同法第17条の争議行為の禁止を指損することができる。同

法第17条は次のとおりである。 J職員及び組合は，国営企業に対して同盟罷業，

その地業務の正常な運営を臨書する一切の行為をすることができない。

また，職員並びに組合の組合員及び役員は，このような禁止された行為を共謀

し唆し又はあおってはならない(開条第 l項〉。国営企業は，作業所閉鎖

をしてはならない(開条第 2項)Jo

同条の争議行為禁止を主張する第 lの理出は，国営企業は公共の福祉に資す

るものであり，公衆(国民〉にとって必要不可欠な財やサービスを安全性を権

保しながち継続的に供給しなければならない翻意IJ生窪経済体であるという理自

からで為る。しかるに同条は，同法第 i条を呉現化したものであると理解して

よかろう O

しかし上記の理出が，同法第 2 i号に盟詰企業として定義されている
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に適合しているかを理論的に考察するならば，否であるむなぜなら，開条

1号の出営企業の中で f争議行為の禁止Jを不可欠とする事業は，四現業の

中でも郵政事業の郵{更事業だけであるからである。すなわち，

郵梗事業以外の郵便貯金舎郵便為替，郵梗振替事業，簡易生会保験事業は，

民の経済福祉の増進にとってきわめて重要な事業であるが，公議事業の特性と

してのfu査時性，即時性に緩!婁であっても関民の経済生活にるまり支障安きたす

く，かつ，代替サーどスも存在することかふ公議事業としてのステ

ィータスを有していないし争議行為の禁止を不可欠とする事業でもなL'0ま

た，国有林野事業，印刷事業造幣事業は，関良の経済福祉の増進にとってき

わめて重要な事業であり，その上，代替サービスの不可能な公益事業であるが，

公益事業の特性としての髄時性・即時性ということに緩慢であっても，国民の

経済生活にとって支障をきたさないので，争議行為の禁止を不可欠とする事業

ではない。しかるに，毘法第 2条の国営企業の中で，

ーの理由の適用が正当化され るといえ

ょう O

る第 2の理由としては，以下のようなことが指摘され

るであろう口

三公社の民営化により，公共企業体等労欝関係法から悶官企業芳働関係法に

改称されたことを契機として，漸次警争議什為禁止不可欠の前述の第ーの理自

が説書力をもたなくなってきたにもかかわ与ず，依然として争議行為禁止不可

欠性が国営企業労働関係法第 2奈第 l号の全ての爵話企業に適用されている。

その理由としては，自家公務員法第部長第 2項に争議行為の禁止が明治されて

いる関誌上，すなわち，国営企業の職員は現業であっても国家公務員であるの

で， もし国富企業の職員に争議行為の禁止を解くような事態が生ずるな

必然的に非現業の国家公務員にも波及する恐れが生ずるようになるという贈由

からであろうと患われる。

しかるに. r代替サービスとの競合j や f公益事業の特性としての随時性・

即時性という語におけるある程度の緩A慢性の許容j が顕在化している社会経済
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状況の下で，必ずしも争議行為の禁止を同法第 2条の国営企業の全てに画一的

に適用する必要もないと思われる告すなわち 2 争議行為禁止の前述の第一の理

由が実鷲的に連合している公益事業には必要と思われるが，前濯の第2の理出

や単純に国営企業労楊関訟法第 2条第 i号に明示されている国営企業であると

いうことだけで，必ずしも争議行為の禁止を国営企業労働関係法第 2条に明示

されている国営企業の全てに厳密に適用する必探性はないと思われる 3

しかるに，争議行為禁止の同法第17条比企益事業法としての意、棋を，多少，

包摂している法諌であるといえるが，実清からは，単純に公益事業法であると

断定されえない法律である。

(注)

山昭 和22f手2月 i日，朝日新開。

(2) 峯村光郎著 f法律学金集48 II 公共企業体等労働関話法』有斐閣，昭和47年，

pp.9 -10. 

印 公共企業体労働関係法案は，昭和23年11月11日に第 3

審議未了となった。しかし，多少の修正が加えられて，第 4

周年12月初自，法律第257号として公布され，昭和24年 4丹i臼から能行されるこ

とにfぶったc しかし抱行期日は，第 5自臨時国会において一部改正法捧が成立し

たので，昭和24f手6月 i日から施行された。

は) 日本電器言童話公社法(昭和27年 7月31日公布，法律議250号，昭和27年 8月 l日

施行)の制定により， 日:;t:醤イ言電訴ろ主計が設立された。

(5) 余裕金と積立金

加入者から払い込まれた保検料，掛金や運舟収入等は殺人であり，一方，加入者

に支払われる{呆検金事年金，分転金，還付金等の{呆縫・年金費と

経費拡競出である。そこで，識人が議出を上回った額は，その年境内iこは余裕金と

して処理され.年度末に決算が終了すると穣立金に嬬成されるつ

(6) 震林水産主行政研究会編 f現代行政全集13 農林水産(lI)J!ぎょうせい，昭和58

年5月， p.232c 

2 地方公営企業労働関係法

山地方公営企業労動関部法の或立背最

国家公務員法にならって，地方公務員を一般的に規定する法捧として，地方
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公務員法が昭和25年12月に吟布されたむ昭和26年2月13自からその大部分が施

行された地方公務員法の特徴は，非現業地方公務員と現業公務員との労働法上

の取扱いを底分したことで為った。すなわち，前者は地方公務員法によっ

れ，後者は別に現定されることになったことである合そして，その別規定

として地方公営企業労働関係法が昭和27年?丹に公手甘され，同年10丹から施行

された。すなわち，地方公務員法と地方公営企業労協関孫法の区分は，昭和23

年12月改正の国家公務員法と昭和23年12月公奈の会共企業体労動関経法

の区分と同様i乙「政令201号の輯定によ

JlJ (賠和23年 7月22日〉を起因として区分されたものである。また，このよ

うな区分の前提として，政令201号;こ，公務員がすでに労轍関係に関して，下

記のように基本的に 3謹類に分けられていたということであるc

i )団結権，国体交渉権，争議権1.1の三権占も保龍されなL

員，消防職員，海上保安庁職員，

話)間結権iま保障されるが，間体交渉権(労i易協約の締結を目的とする団体

交渉権)と争議権は保障されなし (非現業の国家公務員と非現業の

逗〉団結権と団体交渉権は保障されるが，争議権は保識されない公務員

(公共企業体等労働関係法第2条に明示されるであろう公共企

業体等)職見地方公営企業(地方公営企業労働関孫法第 3条に明示され

るであろう地方公営企業〉

しかるに，前述の公共企業体等労動関係法と地方公営企業労働関係法の成立

は， r毘結犠・団体交渉権・争議権の保樟の弓・不可の区分Jと

と地方公務員の思分j と「現業・非現業の区分j の関連性を明瞭に労融関孫法

上，整理するために成立した法部であったといっても過言ではなL、。すなわち，

公共企業体労機関孫法の昭和27年改正に伴う公共企業体等労働関係法め昭和27

g月かもの施行と地方公営企業労働関長j去の昭租27年間丹からの施行によっ

て，国の一般行政に携わる職員の労縄関係については自家公務員法に規定され，

公共企業体等の職員の労働関係については公共企業体等労儀関採法に規定され，
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地方の一般行政に携わる職員の労動関係については地方公務員法に規定され，

地方公営企業の職員の労醗関係については地方公営企業労働関係法に規定され

る∞ようになったので、ある。

(2) 地方公営企業労働関係法と公薬企業

地方公詰企業労鋤関係法の目的は，同法第 i条に下記のように明示されてい

るo rこの法律は，地方公共罰体の経営する企業の正常な運営を最大限に確保

しもって住民の補祉の増進iこ資するため，地方公共団体の経営する企業とこ

れに従事する職員との関の平和的な労働関係の接立を国ることを自的とす

る。j すなわち，上記の第 i条は，地域住民の揺祉の増進に資することを目的

とする地方公営企業と当該地方公営企業に従事する職員との閉における労樹関

係が円増であり，かっ，円滑になることを同法の日的であると明示している法

律であるヮしかるに，開条吋地域住民の補祉の増進に資するということと密接

に関連していることから，公益事業法としての意味を十分に有している法律で

あるといえよう O

開法第 3条第 i項は地方公営企業について「地方公営企業と

〈これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団{本が経営する企業をし寸oJ

と定義している。

一軌議事業

四

五

--1叫

/¥ 

七工業舟水道事業

八 前各号の事業のタ}，地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第 2条第

3嘆の規定に基く条例又は規約の定めるところにより同法第 4章の規定が

適用される企業
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しかるに，同条第 l項は，地方公営企業の範踏を定義している法律であり，

しての性格を有していない法律である。

次に，地方公営企業労融関係法の中から公益事業と関連のある条項を強いて

克い出すならば，同法第11条の f争議行為の禁止Jを指摘することができる。

同法第11条は以下のとおりである r職員及び組合吋，地方公営企業に対して

同盟罷業，怠業その{告の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることが

できない。また，職員並びに組合の組合員及び役員は，このような禁止された

しそそのかし又はあおってはならない(開条第 l項〉。地方公

嘗企業は，作業所閉鎖をしてはな iらない(同条第 2項)。

同条の争議行為の禁止の理自として，以下のようなことが指摘される。

第一の理出として，地方公嘗企業は，地域住畏の日常生活にとって必要不可

欠なサービスを継続的に供給しなければならない組耳Ij生産経済体で議うるかiるで

ある。

第二の理由として，地方公営企業の職員に争議行為の禁止を解くよう

が生じてくると，非現業の地方公務員にも波及する恐れが生じてくる可能性が

あるからである。

さて， これまでの地方去営企業労融関孫法の考察を踏まえて，同法第 3条第

i項に明示されている地方公堂企業が公益事業として，また公益企業としての

スティータスを有しているか否かを以下の課題をとうして考察する

同法第 3条第 i項に明示されている事業が，公議事業として取扱われて

いるか否か，また，取扱われているとしても，どの程度のものであるかを

再吟味する。

一 同法第 3条第 l瑳lこ明示されている事業を経堂する地方公共団体の鶴531]

生産経済体が，同法第 l条(同法の思的〉に明示されている地方公営企業

の役割〈住民の福祉の増進に盗する)を遂行する個別生意経済体であるか

どうかを検証する。

ー，開法第11条の f争議行為の禁止j が，同法第 3条第 l環に明示された事

る鶴別生産経済体にとって適正か否かを検証する9



なお，この場合，争議行為の理由として前述した第 2の理出(地方公営企業職

員の争議行為禁止の解除にともなう非現業地方公務員への争議行為禁止の解除

波及〉は，理論的援拠として者薄であるので¥第 1の理由(地域在民の臼

とって必要不可欠な用役や財の継続的供給〉だけを考慮して考察する。

かくして，上記のー，ニ，三の課題をとうして同法第 3条第 1項に明示され

ている事業が公益事業としてのスチイータスを有しているか否か，かっγ それ

る留男i]生産経涛体が公益企業としてのスティータスを有して

いるか否かを考察する。

同法第 3条第 1項第 l 相思1]事業法とし

るG すでに，われわれは合衆運輸事業系統で，

と公益事業との関係について論究した。その論究か

鉄道事業は去益事業としてのスティータスを有するが，

ては去益事業としてのステイ…タ していないということを理解したっ

次に， る語別生産経済体の経営主

{本が地方公共団障であるということは，その信号Ij生産経済体としての地方去営

企業が地域住民の謡祉の増進に寄与するものでなければならないことを意味し

ている凸なぜなら，地方合共団体は地域住民の日常生活に宮蓄した広義の行政

を行い，地域住民の福祉の増進に寄与することを目的として存立しているから

である。

さらに，

して，

る偲号IJ生産経済体として

ということについては，

けっして適正で3うると思われなL凡なぜなら，各地域における輪送という用役

は，地域主民の日常生活にとって不可欠なる用役であるが，今日，

の普及にみられるように，代替輸送機関が多くなり，全輸送機関の輸送量に占

める鉄道事業の輸送量の比率が瀬減するようになってきている状況から推察し

て，けっして適正であると思われなliQ それゆえ，鉄道事業のおかれている上

記のような状況かる，鉄道事業の場合，法律上の争議行為の禁止は意味をもた
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ないa したがって，間法第11条の争議行為の禁止が地方公益企業としての鉄道

事業に適用されているという基準で，地方公営企業の鉄道事業が公益事業とし

てのスティータスを存しているか否かを判断することはできなl'o

しかし地方公営企業としての鉄道事業に f争議行為の禁止j が適用されて

いるか否かを関わず，間法第 3条第 i項の鉄道事業(第一種・ルザ

は，公衆の嬬に供する事業であり，地域在民の経法福祉の増進に資す

るので公益事業としてのステイ…タスを有しているむまた，同事業を経

る鶴男IJ生産経済体は公益企業としてのスティータスを有している。

軌道事業

用法第 3条第 1項第 2号の軌道事業は，椙別事業法としての軌道法に規定さ

れている事業であり，われわれi主公衆運輸事業系統で¥すでに軌道事業と公

益事業との関係について論究した。その論究から軌道事業地一般公衆の用に供

する交通事業であり，それゆえに同事業は公益事業であることを理解したむま

た，経済性を指導原理として，問事業を合理的，継続的，計画的，統一的に経

営する摺日1]生産経語体は公益企業であることも理解した。

次に上記の軌道事業の儒~IJ生建経済体が地方公営企業として経営されると

いうことは，地域住民の経済福祉の増進に資するものでなければなふないこと

る。なぜならば，同法第 i条に地方公営企業の役割が， {主民の福祉の

増進に資するもので為ることを明示しているかちである。

さらに，上記の軌道事業の個別生産経済体に対しての争議行為の禁止が適正

か否かということについてはの鉄道事業で言及したと同様な理由から越正

であるとは思われないc すなわち，代替可能な用役が{共給されている軌道事業

の場合，法捧〈同法第11条〉上の争議行為の禁止は，意味をもたない， した

がって"法律上，地方公営企業としての軌道事業に争議行為の禁止が遣期され

ているという基準で，地方公営企業としての軌道事業が公益事業としてステ

ィータスを有しているか否かを判断することはできなL、。

しかし上記の争議行為の禁止の適用・不適用を問わず，同法第 3条第 l項

の軌道事業は，公衆の用に供する事業であり，地岐{主民の経済指祉の増進に資



する事業であるので公益事業としてのスティータスを有しているしかっ，同

事業を経営する偲別生産経済体泣公益企業としてのスティータスを宥している。

。自動車運送事業

3条第 1項第 3号の自動車運送事業は，翻意IJ事業法としての道蕗運送

して第 l章第 2条第 2項，第 2章第 3条~第46条〉に規定されている

る。われわれは，公衆運輸事業系統で，すでに自動車運送事業と公益

との関係について論究した。その論究から， 自動車運送事業の全てが合益

としてのスティータスを有するのではなし蕗線を定めて，定期的に運行

することによって旅客や建物を運送する自動車運送事業のみに公益事業として

のスティータスが与えもれることを理解したむ

次に，上記の自動車運送事業の間1JIJ生産経済体が地方公営企業として経営さ

れるということは，前述の舎の鉄道事業や@の軌道事業でも論究したように

当該自別生産経済体が地域誼民の福祉の増進に資するものでなけれはならない

ということである。なぜならば，同法第 l条に地方公営企業の役割が，

播祉の増進に資するものであることを明示しているからである口

さらに，上記の自動車運送事業にとって争議行為の禁止が適正か否かという

ことについては，前述の@の鉄道事業と@の軌道事業で論究したと同じ理由か

ら適正ではな~'0すなわち，代替輸送機関と麓争状態にある地方公営

送事業の場合，法律上の争議行為の禁止は意味をもたな~'0したがって，

第11条に争議行為の禁止が明示されているということで，地方公営自動車運送

事業が公益事業としてのスティータスを背しているか否かを判断すべきではな

~ '0 

しかし用法第 3条第 1項の地方公堂自動車運送事業は，公衆の用に供する

り，地域住民の経済混社の増進に資する事業であるので公益事業とし

てのスティータスを有しているしかっ，同事業を経営する翻別生産経済体は

公益企業としてのスティータスを有している。

同法第 3 l項第 4 は，鶴男IJ事業法とし
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われわれは，市民生活必需用益{話番供給事業系統で¥

との関係について論究した。その論究から，

とがあり，一般電気事業とは一般の需要にtt

とはー接電気事業者にその一般電気

ることを主たる自的とする事業であるこ

とを理解した。それゆえ と在日電気事業の総称、であ

る事業であるので差

していることも理解し

としてのスティータス

そこで¥同法第 3条第 l

月IJ生産経議体は，

4号に示されている現実の主た

よる発生電力を毒力会社に供給する

としての地方公営企業である。すなわち，地方公営企業と

河川総合韻発事業の一環としての治水事業や上水道用水・農業用水等の確保の

ための多目的ダムに参加する水力発電事業であり，そ

する卸電気事業者であるのしかるに， 地域

在民に していないので，地方公営企業本来の自的である地域

住民の語註の向上に資するということが前述の窃の鉄道事業や@の軌道事業や

。の日動車還送事業と比較して，極めて小さいといわざるをえない。

しかしながら，地方公言企業としての水力発電は，下見のようなメワットを

もってい

一，純生産の天然循環エネ)!.tギーであり，~諜鵠勢その仙の影響を受けるこ

ともなく，安定棋給が可能であること O

発竜原備の大部分詰寄本費であり，施設完成後は物価上昇の影響

にくく，火力発事に比べて発電罪、嬬は長期的に安定していること G

一，負荷変動への即応性を有するので，火力発電が常時稼織してベース供給

っているのに対して， ピーク時の需要に対応した挽給を行いうること。

四，火力，原子力発建に辻ベて環境汚染の拐止や安全性の確課が関ふれるこ

とについて在民の理解安比較的得やすいこと G

また，上記のメリットo、上に地械総合時発の一環としての多目的ダムへの
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ることから地域経済援輿基盤づくりという役割を果たしているむ

しかるに，広義の意味において，地方公営企業としての館電気事業辻地域住

民の経済福桂の増進に寄与している個別生産経済体である岱

訪日述したように，地方公営企業とし 。の
いては， 日常生活ι不可欠な用役を洪給する事業でJうるの

としてのスティータスを予言しているが，現役の代替供給機関が十分

にあり，競争状態に為るという理由から争議行為を禁止することは持王でない

と結論づけ

しかし上記の電気事業に対する争議行為の禁止は，選正であるむなぜなら

ば，地方公堂企業〈卸竜気事業者)のー接電気事業者への毒気供給量が，揺め

ろうとも，その噴気を供給されること

一般公衆に電気を供給しているので，地方公営企業と

する争議行為の禁止は適正である。当然のことながら，

る争議行為の禁止が適正であることは~¥うまでもないことであるむ

して

しかしここで銘記しておかなければな告ないことは，法律的にも現実的に

も地方公営企業としての都議気事業者に対しての争議行為の禁止が適正である

という理由で，

く， 日常生活に不可欠なる

としてのスティータスを有しているのではな

いう理役を間接的ながら継続して換給しなけ

ればならない事業であるからこそ，問事業に公議事業としてのスティータスが

与えられているということである苧そして，また，同事業を経営している調別

生窓経済捧に公益企業としてのスティータスが与えられているのである。

e ガス事業

3条第 l頃第 5号のガス事業は，留君1]事業法としてのガ

定されている事業である。われわれは，市民生活必需用益(財)供給事業系統で，

と公益事業との関係について論究した。その論究から，ガス事

業には一般ガス事業と簡易ガス事業とがあり，一綾ガス事業は一般の需喪に応

じ導管によりガスを供給する事業であり，簡易ガス事業はー最の需要に応、じ政

令で定める簡易なガス発生設備においてガスを発生させ，導管によりこれを供
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給する事業で3うって， 1つの問地内におけるガス供給地点の数が70以上なけれ

ばなるないということを理解した。しかるに一般ガス事業も簡易ガス事業も

じて導管によりガスを供給する事業であるので，公衆の用に供

する り，それゆえにガス事業は公益事業としてのスティータスを十分

次に上記の

~，うことは，

気事業(部電気事業〉で論及したように，当該語意Jj生産経済体が地域在員の福

祉の増進に資するものでなければならないことを意味している。なぜならば，

l条に地方会話企業の役割が. {主畏の福祉の増進に資するものであるこ

とを明示しているかちである。

さらに，

については，

ガ、ス事業について，争議行為の禁止が適正か否かということ

Gの畠

したと同様な理告から適正ではない。すなわち，代替エネルギー供給機関と

争状態にある地方公営ガス事業の場合，法律上の争議行為の禁止は意味をもた

ないっしたがっで，地方公営企業労働関採法第11条に争議行為の禁止が明示さ

れているということで， としてのステイ…タスを

手干しているか否かを判断すべきではな~'0 

しかし地方公営ガス事業に がi麗現されているか否かを

公衆の用に畏する事業であり，瑠域住民の経済関わず，地方公営ガ

福祉の増進に資する事業であるので公議事業としてのスティータスを有してい

るしかつ，問事業を経営する額制生産経済体は公益企業としてのステイ…タ，

している。

水道事業

同法第 3

れてい

6号の水道事業は，昭号IJ事業法としての水道法iこ規定さ

る。すでに車民生活必需用益{断共給事業系統で，われわれ

と会益事業との関係について論究した。その論究から，

日常生活に不可欠な飲用水を一殺の需要に応、じて供給する事業であると
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益事業としてのスティータスを宥するし同事業を経宮している輯怒り生産経済

体は公益企業としてのスティータスを有していると結論づけたc

開法第3条第 I項の事業の中で，原則として地方公宮企業として経営されな

ければなら江い事業として法制上，義務化されているのは，水道事業(水道法

第 S条第 2項)だけであるむこのことは，水道事業は企業性を有する事業で

あって一定の経済原則に縦約されている事業であるが，それ訟上に人間の生存

に必要不可欠な清浄，豊富，抵廉な欽用水を継続的に地現住民に供給しなけれ

ばならないという目的が最費先されなければならない事業であるということを

している O それゆえ，地方公共語体が水道事業の経営主体であるというこ

と詰，7k道事業は地域注民の経済播祉の増進に資するものであり，市場経済に

饗先して地域住民の利益を確実に保護しなければならないことを意味しているc

さらに，地方公営企業労働関係法第11条の争議行為の禁止が，水道事業の個

別生産経済体にとって絶対的に不可欠であるということである。なぜなι 同

事業の供給する欽用水という財は，t¥;替不可能な人間の生存に不可欠な財であ

り， しかも，その供給において需要者から随時性，即時性が強く要求されてい

る財であるからであるc

しかしここで銘記されなければならないことは，現実的にも法律的にも地

方公言水道事業に対しての争議行為の禁止が適正であるという理由で，

が公益事業としてのステイ四一タスを有しているのではなく， 日常生活に必要不

可欠なる飲用水という財を継続して供給しなければならない事業であるからこ

そ，両事業に公益事業としてのスティータスが与えられているということであ

る。また，同事業を経営している掴別生藍経清体に公益企業としてのステイ

タスが与え込れているのである。

〈ち

同法第 3条第 1項第?号の工業用水道事業は，鶴君IJ事業法としての工業用水

(昭和33年4丹258公布，法律第84号，昭拠出年10丹24日擁行)，こ視

定されている事業である。
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工業潜水道事業法第 l条に同法の自的が次のように明示されている。「この

法律は工業用水道事業の運営を遺正かっ合理的ならしめることによって，工

業清水の豊富低廉な供給を図ち， もって工業の健全な発達に寄与することを目

的とするoJ ま九民事業は，工業用水道事業法第 2条第 4現に次のよう

されている口 f工業用水道事業j とは，一般の需要にTDじ工業現水道により

工業現水を供給する事業を~\う O

そこで¥法律上，上記のよう されてい

としてのスティータスを有するか否か，また，

生産経涛体が公益企業としてのスティータスを膏するか否かを考察す

はたして

る個別

用水道事業が地方公営企業労働関孫詰第 3条に地方公営企業として位置づけら

れている根拠は，それぞれの地方公共団捧が，道路，堪湾等の整備と間様に産

業基盤整備として工業用水道沿確部を図ることによって，地域産業経涛の発展

と地坂開発を促進させ，より豊かな地域住民生活の実現をめざすところにある。

さて， ここで究明しなければならないことは，地域開発捉進事業(産業基盤促

進事業〉イコール公益事業であると断定されうるか否かということである。た

しかに地域開発するための産業基盤整備のーっと

現存する地域格差を是正し豊かな地域住民生活の具現化に結びつくことを司

能にするということは事実であり，かっ，地域控民の経済福祉の増進という広

義の公共性に一致するが， 日常盤活iこ不可欠な財や用役を地域{主民に供給する

事業ではな~'0それゆえ，同事業は公益事業のスティータスを有していなし

業であり，同事業を経営する鶴男1]生産経済体は云益企業としてのステイ…タス

していなl)0 

さらに，上記の工業舟水道事業の担号Jj生意経済体に対しての争議行為の禁止

が藤正か否かということについては，適正で、あると思われないむなぜなら，当

該鶴別生産経済体の洪給する工業用水という財は代替不可能な財であるが，

一般公衆を対象として供給される財でなく工業者を対象として供給される需で

あり，われわれの日常生活に必要不可欠な財でないからである。

これまで，地方公営企業労働関誌法第 3条第 l項に明示されてい
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営する地方公営企業が，公益事業として，また，公益企業としてスティータス

を有するものか否かについて詳細に論じてきたりここで特筆されることとして，

次のようなことを指播できる

第 lとして，地方公営企業は地域住民の経済福祉の増進に寄与す

ければならないが，必ずしも公益事業として，かっ，公益企業としてのステ

ィータスを有するものでないということを翠解したことである。

第2として，地方公営企業の供給する用役や財が，比較的安易に他の機関に

よって代替供給されているような場合，争議行為禁止の法的規制jの不必要性を

したことである。

しかるι，法律上，地方公営企業が争議行為を禁止されているからといって.

しも全ての地方公営企業が公益事業のスティータスを有しているものでは

なく，われわれの自常生活に必要不可欠な用役や財を一般の需要に応じて髄時

的，即時的に供給する事業であるということで，公益事業としてのスティータ

スが与えられるのである。そして，そのような事業を経富する個別生産経済体

に公益企業としてのスティータスが与え込れるのである。

u主)

(1) 争議行為の禁止ということが，昭和23年目月 3日{こ改正された田家公務員法の第

開条iこ明示され，その後，昭和23年12丹20J3!こ公布された公共企業体労働関係法

(現行.!E哲企業労働関係法〉，昭和25年12丹13日に公布された地方公務員法，昭

和27年 7丹31自に公布された地方公営企業労鶴間{系j去のそれぞれに議継され，今告

に盗っている。

(2) 地方公宮企業法第36条(職員の労働関誌の特例IJ)

企業鞍員の労働関係については，地方公窓会業労働関誌法{昭和27年法律289

号)の定めるところによる。

(3) 北神 智・山中昭栄共著 f留治行政講座 9地方公営企業j 第一法壊，昭和61年，

p.540o 

3 地方公営企業法

山地方公宮企業;去の制定
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R 地方公共間体が一般行政のほか，地方公営企業によって各種のサービ

スや射を供給し地域在民の播祉の増進に大きく設献していることは，聞知の

る。

しかし地方公認企業i主培方公営企業法制定まで地方自治制度内において，

として詑聾づけられる何らの法的基盤をもっていなかったむすなわち，地

方公共団体が経宮する水道，交通，ガスなどの公議事業民地方公営企業法制

定以前の水道条例〈明治23年)，軌道法(大正10年〉警瓦新事業法(大正12年〉

などの個別事業法が制定されていたので， これらの担別事業j去に基づき企業と

して取扱われていたが，地方信治制度内においては，同法が制定されるまで，

地方公共団捧が経営する公益事業を企業として位罷づける何らの法的基盤を

もっていなかったのである。換言するならば，地方自治制度内において，地方

公共間体が経堂する公益事業は，同法制定前までは，地方自治法(第10条第 2

項，第209条~第215条，第217条，第220条，第221条〉や地方財政法〈第23条，

第24条〉の首造物〈行政主体により，特定の公の目的に継続的に供用される人

的手段及び物的抱設の総合体)と同様な取扱いをされ，企業として位置づけ込

れずに地方公共団体の行政の一部として位置づけられ，一殺行政事務と分離さ

れていなかったので‘ある。

しかし第 2次世界大戦後の混乱を経て昭和20年代の後半に入ると事TJ露的

に地方言j台市j疫が整{藷されてきたと問時に地域住民からの公益事業サーゼス供

給の拡充整備が要請されるようになり，かっ，企業としての能率的経営を確保

し経済性告発揮させ，地域住畏の公共の福祉の増進に資するような地方公共

団体による公益事業が要請されるようになった。そして，その根拠法として地

方公営企業法が制定〈昭和27年s月 1話公布，法律第292号，昭和27年10月 i

日抱行〉されたのである。

地方公営企業法制定の融旨について，昭和27年3月27日，衆議龍地方行政委

員会において，国務大臣は，地方公営企業法案の提案理由を次のように説明し

ている(1)

「……地方会共団体の経宮いたしま いては，内部的には原開jとし
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て地方公共団体の処理しております他のー殻行政事務と同様に地方自治法，

地方財政法等が一捧に適用になり，遺憾ながち企業経営の特殊性に対応する措

置は，何等講ぜもれていない現状であります守一椴の官公庁の行政事務を規制

するのと同様な法規の下にある栂り，企業の能率的経営を挺進しその経涛性

を発揖させるために拭遺'憾の点記;しとしないのでありまして，本会話企業法案

を提案します理串も， ここに存するのであります。即ち，企業経営組織に関し

ては，地方公共団体内部において特別の経営組識を設け，企業の箸理者に対し

企業の業務執行について相等広況な権隈を与え，企業の経理に関しては，従来

の官庁会計を排して発生主義の原員IJに基く企業会計を採用し企業に従事する

職員の身分取扱については，国鉄，専売等国の公共企業体の職員に準ずる身分

取扱を認め，企業の能率的経営を図り，その経済性を高め， もって公共の福祉

を増進し地方自治の発達に資せんとするものであります。……j

すなわち，上記の法案提出理由説明から明躍にされたことは，地方公営企業

は合理的，能率的経営を摺ることにより，その経済性を高め，ひいてはその本

来の日的である公共の福祉の増進を図るため，地方公営企業の経営組織，

制度，職員の労機関係の三分野に関して明確に一般行政事務と区分するという

ことであったG

地方公営企業法の目的は，制定時から内容的に若干の改正(昭和36年第91号，

昭如41年第120号の一部改正)を経てきているが，基本的な意味での改正はな

く，現在，地方公営企業法第 i条iこ次のように明示されているむ 「この法律は，

地方公共盟{本の経営する企業の組織，財務及びこれに従事する職員の身分取扱

その地企業の経営の根本基準，企業の経営に関する事務を共同処理する地方自

治法の規定による一部事務組合に関する特例並びに企業の財政の再建に関する

借龍を定め，地方自治の発達lこ資することを自的とする。j

したがって，開条i主地方公営全業法の目的. (地方自治の発達に資するも

のであるということ〉を明ポしている法律であり，地方公営企業の毘的である

「公共の福祉わ増進J を明示していないことから，公益事業法としての意味を

有していない法捧である。
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(2) 地方公堂金難;去と公益企業

地方公営企業法第 3条は，地方公営企業の経営理念〈経営の基本原則)につ

いて，次のように明示している法持である r地方公営企業は，常に企業の経

済性を発脅するとともに，その本来の目的でるる公共の補祉を増進するように

されなければならない。」

3条の意味は，地方公営企業は， としての経済性の追求と公共の福祉

というニつの目的の均密の上に経営されるべきであるということを主張してい

る。しかるに同条は公共の福祉を目的としている法律であり，公益事業法と

しての意味を十分に有している法律である。

地方公営企業法第 2条は，地方公営企業の範囲を次のように明示している。

すなわち，同条第 l項辻地方公共団体の経蓄する企業のうち，

易水道事業を掠く).管工業用水道事業③軌道事業③自

ぐちガス事業の 7種の事業を地方公営企業とし同法が

適現されるものと規定しているc しかるにこれら?種の事業は法定事業とも

いわれている。また，同条第 2項は，地方公共間捧の経営する病院事業につい

ては開法の財務規定等が適男されることを明恭している D さもに第 3頃は，

1項，第 2項に示されている事業以外の地方公共自体の経営する企業について

も，開法を任意的に遺用る途を開いている。しかるに，第 2条比地方公

堂企業の範間を明示している条項であり，公益事業法としての性格を有してい

ない法捧である。

さで，第 2条に示されている地方公営企業の でが，

業としてのスティータスを有しさらに，それ己の事業を経営する摺別生臨経

済{本が公益企業としてのスチイータスを有するか否かを考察する O

⑦ 

ガス事業については，すでに，各個別事業法や地方公営企業労儀関係法のとこ

ろで論究したひそして，これもの論究から，上記の G事業について

としてのスティータスを有している事業であり，かっ，上記の事業を経営して
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いる鶴湾IJ生産経議体は公諮企業としてのスティータスを有していることを結論

づけた己そして，②の工業用水道事業については，地方公堂企業労動関係法の

ところで論究し公益事業としてのスティータスを有しない事業であり，ぞれ

ゆえ，同事業を経営する地方公営の絹恵IJ生産経済誌は，公益企業としてのステ

ィータスを有していないということを結論づけた口しかるに，ここでは，地方

2条第 i項に明示されている 7種の法定事業について考察するこ

とを割愛する。

それでは，開法第 2条第2項に明示されている地方公共団体の経営する病長

公益事業としてのスティータスを脊するか否か，また，同事業を経営

る個別生産経詩体が公益企業としてのスティータスを有するか否かを考察す

る。この課題を考察する手掛として，まず，時事業に関する向j去の特徴を指摘

る。次に， この特徴を詳細に検討することによって，上記の課題を考撃する。

問事業に関するも開法の特徴は，開法第 2条第 2J員に明示されているように，

罰事業にj車用される向j去の範囲が財務規定を中心とする規定に隈定されており，

組織及び職員の身分取扱いに関する間法の規定が開事業に適用されないという

ことであるc

次に，上記のこのような特徴について，さらに詳細に論究するならば，次の

ようなことが推察されるc

i )病院事業に通期される同法の規定が，主として，間務規定に限られてい

るということは，独立採算経営が罷めて思難なf実践事業といえども，企業性を

導入して能率的に経営すべきでおり，可能な限り独立採算経営を達成すべきで

あるということを意味している。すなわち，具体的には，一般会計に故存しな

いで，企業会討を原則とした会計制震を導入することによって， ゴーイング・

コンサーンとして地方公営の病院事業は，経営きれなけ抗ばならないというこ

とであるむ

話〉地方公営の病院事業は，保健樹生行政，社会福祉行政という銀られた範

習の当該地方公共自体の一般行政ではあるが，間法第 2条第 l項の法定事業が

それぞれの立場で，当該地方公共団体の一般行政に係わるよりも，器対的に当
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該地方公共団{本の一般行政と密接な関係を有しているひそれゆえ，一般行政組

織の一環として，一倍的に取扱われ，また，職員の身分取扱いについては，地

方公営企業法の規定が適用されず¥地方公務員法の適用をうけているというこ

とである g

iu)開法第17条の 2の第 i工員第2号の財務規定は，財務規定の中でも最も特

徴ある規定であると思われる。なぜなら，この規定は

率的な経営を遂行しでもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客

観的に困難であると認められる経費については一般会計又は他の特訓会計から

負担されるべきであるという規定であり，経費の員阻む票則を意味しているか

らである。この条項が適現される典型的事例として考えられることは，出関僻

地，離島等の地域において私立の弱院事業を経営することが短めで関難であり，

地方公共団{本が病院事業を経費の負担の顛員IJを適現して経営しなければ，地域

主民の医謀議保が不可能となる場合である。

かくして，以上のような考察から，地方公共団体経営の病院事業は，地域住

民の福祉の増進に寄与する事業であり，かつ，地域在民の日常生活に不可欠な

という用役を提撰して地域在民に安心をもたらしている事業であり，就中，

山間僻地や離島においては必要不可欠な事業である。それ中え，問事業は公益

としてのスティータスを十分に手ぎする事業であり，また，

る地方公営の認発Ij生産経議{本は公益企業としてのスティータスを十分に有する。

すなわち，開事業を経営する地方公営の個別生産経済体は，当該地域往民の

陵療を確保し地域住民の福祉の増進に資するという枠内で，原員IJとして企業

会計制度を導入して，能率的な経営を遂行するという企業性の経営莞則に沿っ

た個別生産経済捧でなければならないということである 9

開法第 2条第 3項iこは次のように明示されているむ「言Ij2工員iこ定める場合の

ほか，地方公共団体は政令で定める基準に誕い，条令で定めるところにより，

その経営する企業に， この法蔀の規定の全部又域一部を適用することができ

」すなわち，用法第 2条第 3項の意味するところは，各地方公共団体の実

情に射して，地域住民の謡祉の増進に必要とされる事業であれば，各地方公共
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団体の判断によって，地方公営企業として経営できるということを意味してい

る。しかし採算性を考麗しないで地壊詑民の福祉の増進に資するものであり

さえすればかまわないということを意味しているものでなL、。それゆえ，現実

として，第 l項，第 2項以外の事業で，地方会堂企業としてスティータスを有

するようになる しでは，全ての地方公共罰体が前向きに取組んで、いる下

水議事業が考えられる。

陪法の中で，民法第 3条の外に公益事業法としての意味を有していると思わ

れる下記のような条項もある。

地方公営企業法第21条(料金)

開条は， r地方公共団体は，地方公営企業の給付について料金を数訳するこ

とができ(同条第 l項)，その場舎の料金は，公正妥当なもので，かっ，能率

的な経宮の下における適正な原舗を基礎とし地方公営企業の鍵全な運営を確

保するものでなければならない(開条第 2項)J ということを明示している。

すなわち，公正妥当な料金ということは，需要者側に賦課される負担は各受益

者の関に公平に配分され，利用者公衆の利益を選守するということを意味して

いる口それゆえに間条は公益事業法としての意味を十分に帯しているロまた，

開条の原髄主義による地方公営企業の鑓全経営も利用者公衆の科益を遵守する

こと しており， この点からも開条は公益事業法としての意味を十分に有

しているむ

c主)

(1) 北神 智・山中昭栄共著. w自治行政講座 9地方公言企業2第一法規，昭和61年.

P.76o 

第 5節結び

これまで，わが扇の諸j去に散在する公益事業や公益企業に関する糸をたぐっ

て，わが国の公益企業の範囲を考繋してきたむ

してき公共の利益という自的のためにやj権を規制すること
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を潜在的又は顕在的に示している法律である土地収用法と独占禁止法の考察を

とおして公益企業の範罷を究明したc

土地収用法は，公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使需に関し

その要件，手続及び効果並びにこれに伴う損失の祷償について規定し公共の

利益の増進と私有財産との調整を関り， もって国土の適正良つ合理的な利用に

寄号することを目的とする法律である(開法第 l

開法第 3条lこは，公共の利益となるため土地をltX用し又は能型できる事業と

して約35事業種が列挙されている。しかし開条に土地技用・捷用が公共の利

益と符号する事業として列挙されている全てが，公益企業のカテゴリーに属す

るものではな~ ¥0 なぜなら，公共の利益を巡行する主体が，非企業と企業止い

つ る2系列の組織体に分かれており，前者の場合には所有主体が公

共自体に限られ，主として税金によって運用されている公共事業で為弘後者

の場合には所有主持が公的であれ，私的であれ，公衆の需要に供する用役(需を

一定の価格で販売することによって，継続的に経営されている倍別生産経済体

であるからである。それゆえ，土地収用法から公益金業として位聾づけられる

のは，後者の場合に限定されてくるa

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法捧(独占禁止法〉は，一般消

費者の利益を縫保するとともに国民経済の民主的で縫全な発遣を挺進すると

し1う経済的民主主義の蕗立を自的として制定された法律である。そして，

の目的を達成すべ として，公正且つ自由な競争を促進し事業者の

富1]:撃を発揮させ，事業活動を盛んにし悪用及び国民実所得の水準を高めるこ

とを明恭している。また，これらの指導方針を呉現化していくための方築とし

て，私的独占・不当な取引制隈及び不公平な取引方法を禁止し事業支配力の

過度の集中を防止して，結合や協定等の方法による生産・販売・価格・技術等

な市j摂その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを明確にして

いる口しかるに，始者禁止法は，基本的に私有財産権，契約の自由，競争の自

由を基盤とする島由主義社会に成立している法待である。

しかし自由主義経詩体制の経済活動の中で，自由競争という指導原理が必
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ずしも さいして有効的に機能せず，還にマイナス

に作用するという事実をジョン・スチュアート・ミルが f経済学頭理，および

るそれちの顎理の若干の応期~ 0848年〉に明示した。その議，

自由主義経済体制を基盤とする各国の自自競争による公益企業経堂は，破滅的

競争の捺椙を呈するようになり，需要者に経淀的損失やサービスの不硬益性を

もたらしたので，合益企業経詰は自由競争よりも白熱的独占の方が一般公衆の

利益保護や国民経済の民主的発展に繋がるということを，自由主義経済体制を

とる各国は，身を以て経験した。それゆえ，上記のミ)/.;の公益企業に対する

しかったということが立証されたのである。

それでは，このようなミんの公益企業に対する理論が，わが国においてどの

ような内答の法律として示されるようになったかといえば，一鍛公衆の利益の

部護や国民経済の民主的発巌のために独占が容認され，自由競争という私権か

規制されなければならないという旨の内容を有する独出禁止法の適荊除外に関

する法律等に明示されたのである。すなわち， ミルの合益企業に対する理論が，

され，かっ，間接的表現方法を採用しながらも公益企業の範囲を異体的に

明示している法捧として独占禁止法j 第21条，第22条， r私的独出の禁止さえ

び公正取引の薙保に関する法律〈独占禁止法)の濃用除外等に関する法律(昭

和22年11月初時公布・抱行，法律第138)J第 i条が指摘されるQ しかるに，独

占禁止法から公益企業として位農づけられる間別生産経済体(経営持)は，

記の条項に示された枠内で，経済性を指導原理として，合理的，継続的，

的，統一的に商品生産をなす意思統一体としての個別生産経済体である。

我々は多公益企業の範囲を画定する第一の考察方法として，土地収用法と独

占禁止法の考繋をとおして私権規制と公益企業のあり るという

に基づいた。そして， この第一の考察方法の中で公益企業の範盟を画定する棋

諜となるべき原理をミんの『経済学原理，および社会哲学に対するそれらの原

理の若干のよ志用~ 0848年)と 1887年のアメリカ合衆聞の「マン対イリノイ州

事件の判決」に見い出すことができた苧とくに後者にその画定の根療となるべ

き顎理を見い出すことができた。なぜなら，間判決の主旨が， 200年以前にイ
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ギ 1)ス高等法院の首席議判官であったヘール謹nが彼の論文 WDeporctibus 

悶ans 海港論)j]の中で述べられた環理，すなわち「私脊財産が公衆の利益

うものであるとき，それは， もはや単に私権でなくなる。という

、て判決されているかちである。

第二の考察方法として，

法律としての労融関係調整法(以下，

おして，公益企業の範囲を究明した。

るという目的を明示している

いう)と個別事業j去の考察をと

労開法は，労働組合法とともに労働関係の公正な調整を国り，労働争議を予

拐し又は解決して，産業の平和を維持し経済の興隆に寄与することを

とする法待である〈開法，第 l すなわち，上記の第 l条か色推察される

ように，労調j去の労醗関係調整という内容の範関は広し開法の条項の中には，

争議行為の禁止及び制限を明示している条項もある。

そこで，労調j去の中で，まず，われわれが関心をもったことは，争議行為の

禁止及び制限の対象となっている事業が，公衆の百常生活に不可欠な用役や財

の供給事業であるということを明示している条項があるということであった。

それゆえ，我々は，そのように明示されている条項を重点的に究明することに

よって，まず労調法と公益事業法との関連性を考案し次に労調法に明示され

ている公益事業の範囲について考築した口

前者の考察から一般的にいえることは，労調法の中に公益事業法としての性

絡を有する条項が，比較的に多く散在しているということである。しかるに，

く提えた。一方，後者の場合審議者は経済学的，経営学的

立場から労調法より公益事業の範関を狭く捉えざるをえなかった。

前者の理由としては，公益事業がその社会的機能・経済的機能をより一!尋

発揮できるように，諸法に散在している公益事業や公益企業に関する法律を広

義に，かっ多面的に捉え，いずれ，それらを整麗し体系化できるところは体

系化することによって，必要な諸制度を整備しようとするためである。

後者の理由としてi主公益事業の範圏を経済学的，経営学的立場か色狭義に

しないならば，国民経詩的に重要産業と公益事業が同一視されやすく，



282 

業は市場競争をまぬがれるような頬向となりがちとなり，ますます企業集中化

がされやすくなり，一鍛公衆〈消費者)め利益と一致しなくなりがちになるか

らであるむ

したがって，労調法の公益事業の範囲についての暖昧性，不明瞭性を回避し

て労謁法の公益事業の範屈を厳密に筆者なりに整還した上で. i) 

註)郵{更・電気通信事業， ui)水道・電議・ガス供給事業の 3分野を労調法か

ら公益事業の範囲として，指摘することができた。しかるに労調法の公益企

業の範閣は，上記の事業の枠内で経済性を指導顛理として，合理的，継続的，

統一的，計画的に高品生産をなす意思統一体としての個別生産経済体である。

一般的に翻別事業法とは，個々の事業についての絹々の事業j去を指すが，問

書で取り扱った個別事業法とは，公衆の日常生活に不可欠な用役や財を供給し

ているという意味をもっ事業に関する事業法に隈定したむそして，

記のような意味をもっ個別事業法の解明をとおして，公益事業の位置づけを試

み，わが留の公益企業の範囲を考察した。

この場合の考察の取掛として，上記のような意味をもっ荷別事業j去を個別事

業が供給する用役や財の地質により，下記のように 3つ

1.公衆通信事業系統

2弓子右民生活必需用役(財)供給事業系統

3. 公衆運輸事業系統

に大別した上で，それぞれの個別事業法の経堂活動に関する条項の中から潜在

的又は顕在的に公益事業としての性質を手ぎする条項を見い出し

とたに，上記の内容を有する条項が，実質的にそれぞれの個別事業の経営活動

に生かされ，地域社会に容認されているかどうかを検証したc

そして，さらによ記のような方法で検証された事業が個別生産経済体〈経

営体)として経営される場合，基本的に地域自然独占を有する公益企業として

地域社会に位置づけられるかどうかを検証した。すなわち，まず，公益事業の

展f生である公衆の需要に供すること(必需性)を離宮に究明し次にもう一つ

の縄性である地域自然独占〈独占性〉を駿密に究明して，公益事業としてステ
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イータスを有するか否かを考察し公益企業の範囲について考察した。

具体的考察の順序として，第 1に公衆通信事業系統の個別事業法の中で公益

事業としての性質を法的に包摂している郵便法，電気通信事業法， 日本電信電

話株式会社法，国際電信電話株式会社法，電波法，放送法，有線テレビジョン

放送法を考察し公益企業の範囲について考察した。

第 2として，市民生活必需用役(附供給事業系統の個別事業法の中で公益事業

としての性質を法的に包摂している電気事業法，電気事業争議行為規制法，ガ

ス事業法，熱供給事業法，水道法，下水道法を考察し公益企業の範囲につい

て考察した。

第3として，公衆運輸事業系統の個別事業法の中で公益事業としての性質を

法的に包摂している鉄道事業法，帝都高速度交通営団法，軌道法，道路運送法，

貨物自動車運送事業法，貨物運送取扱事業法，海上運送法，内航海運業法，港

湾運送事業法，航空法を考察し公益企業の範囲について考察したD

上記の一連の考察から第 lに指摘されたことは，公衆の需要に供するという

内容を有する上記の個別事業法の中で取り上げられている事業の全てが，必ず

しも公益事業のカテゴリーでないということである。なぜなら，上記のそれぞ

れの個別事業法に示されている事業に対して公益事業の属性の一つである必需

性を厳密に適応して公益事業の範囲を考察するならば，すなわち，文化や生活

水準の程度に則して，各事業のサービス(剛供給にさいしての非貯蔵性，非移転

性と需要にさいしての即時性，随時性を厳密に適応して考察するならば， 日常

生活に不可欠な用役(財)を供給するという社会的・経済的機能を有する公益事業

の範囲が限定されてくるからである。

第 2に指摘されたことは，公益事業の範囲を画定すべきもう一つの属性とし

て容認されていた地域自然独占が，必ずしも公益事業の属性として確固たる地

位を有しなくなっている公益事業分野も生成してきたということである。たと

えば，電気通信事業分野などの公益事業において，今日，科学技術が急速に進

歩したことにより， これまでの公益事業の属性と考えられていた地域自然独占

のもつ規模の経済のメリッ卜が，サービスの質量の両面において，利用者公衆



284 

の利益と合致しなくなり，むしろ競争原理によってサービス供給する方が利用

者公衆に利益をもたらすようになってきたかちである。それゆえ，地域自然独

占が必ずしも公益事業のE毒性とならないという毒気通信事業分野などの事実を

しながι公益事業の範囲を画定しなければならないということで

ある。

して，公共の福祉を自的とする公営合個別生産経済枠に関

する法持としての国営企業労働関録法と地方公営企業労動関係法と地方公営企

業法の考察をとおして公益企業の範関を究明したむ

器官企業労働関孫法は， 1980年代の一連の行射政改革の範行にともなうー

社の民営化の呉現化によって，公共企業体等労働関訴法(以下，公労法とい

う〉が改称を余犠なくされた法諌である。 j去制震よからこの改称を説明するな

らば， 日本国有鉄道改革誌等範行法(昭和61年12月4日公布，法律第93号，昭

和62年4月 l日施行)の第144条(公共企業{本等労楊関係法の一部改正〉に

よって三公社の最後の一つで、あった日本国有鉄道も民営化され，三公社の全て

が民営イとされたことに起国するむすなわち，公労法が適用される掴別生産経済

枠拡，郵政事業，田有林野事業，印刷事業，造幣事業の四現業のみになり，

賓的に公労法が適用される公共企業体が存在しなくなったので，必然的に公労

j去の名称、が国営企業労輯関係法に改称されたのである。

国営企業労働関係法の目的及び関係者の義務は，間法第 i条に次のように明

示されている。

同条第 l項， この法律は，国官企業め職員の労働条件;こ関する苦靖又は紛争

の友好的かっ平和的調整を図るように団体交渉の噴行と手続とを確立すること

によって，国営企業の正常な運営を最大限に確保し， もって公共の福祉を増進

し援護することを目的とする。

2項，田家の経済と国民の福祉に対する国営企業の重要性にかんがみ，

この法待で定める手続に関与する関孫者は，経済的紛争をできるだけ防止し

かっ，主張の不一致を友軒的に調整するために，最大眼の努力を尽くさなけれ

ばなもないむしかるに，同条第 2項か仏国営企業の役割を推察するならば，間
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と

2条第 i号iこは，

う事業であると推察されるむ

として，郵政事業，悶帯林野事業，

印刷i事業， ;l設幣事業が明示さ いる。

われわれは，上記の事業内容の全てが，必ずしも公益事業としてのスティー

タスを存するものでないということを潔解したc なぜなら，上記の事業は，国

り，同法第 l条第 2項に明示されているように留家の経済と国民の議社

う事業であり，それゆえ，同法第17条に争議行為の禁止が明

示されているのであるが，上記の事業の中には，必ずしも日常生活に不可欠な

用役を棋給している事業であるとはいえない事業があるからである。

地方公営企業労働関係諒(以下，地合労法という〉第 i条にはこ

は，地方公共毘誌の経営する企業の正常な通営を最大限に諮保し， もっ

の福祉の増進に資するため，地方公共団体の経3ぎする企業とこれに従事する職

員との毘の平和的な労楊関孫の擁立を図ることを目的とするoJ と明示されて

l条には，地方公営企業の争議行-為の禁止について以下のよう

されている職員及び組合は，地方公営企業に対して同盟繰業，怠業その他

の業務の正設な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また，職員

並びに組合の組合員及び役員は，このような禁止された行為を共謀しそその

かし又はあおって誌な告ない(開条第 l現)。地方公営企業は，作業所開鎖

をしてはなちない(同条第 2項)。

ら推察される意味休地方公営企業とは，住民の福註の増進に

資する企業であり，それゆえ，その経営活動にさいしては争議行為の禁止が必

黙であるということである。そこで，われわれは，地公労法上，上記の内容を

もち，かっ，間法第 3条に明示されている事業山を経営する地方公営企業の全

てが，公益企業としてのカテゴリーに属するものであるかどうかを考察し

考察の結果としては，上記の内容をもっ地方公営企業が必ずしも公益企業のカ

テゴワーに嵐さないものもあるという結論をえ

その理由と 地方公営企業として経営される事業の中で¥ ビス
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棋給事業会社と競合する事業や，公益事業の特性としての随時性・邸時性の面

に関しである程度の緩a慢性の許容が社会的に顕在化している事業も現実として

しているので，同法上の地方公営企業が必ずしも公益企業としてのステ

ィータスを有しない場合もあるという結論に達したからである。

したがって，法律上，地方公営企業が争議行為を禁止されているかちといっ

て，必ずしも全ての地方公営企業が公益企業のスティータスを有しているもの

ではないむ地方公営企業が公益企業としてスティータスをえるには，地方公営

企業の事業内容が公衆の需要に供すること，すなわち，日常生活に不可欠な財

や用役そ供給することが第一の要件であり，地方公共団体所有で地域独占とし

て経宮されることが地域社会の在民にとって利益となることが第二の要件であ

る。

地方公営企業法第 3条には，地方公営企業の経営理念について， r地方公苔

企業は，常に企業の経済性を発揮するとともに，その本来の目的である公共の

福祉を増進するように運営されなければなもないむ」と明示されている。

同法第 2条第 i項は，地方公共居体が所有・経営する企業のうち，

業〈簡易水道事業を除く)，工業用水道事業，③軌道事業，@自

業，⑤鉄道事業，⑤電気事業，①ガス事業の?種の事業を地方公営企業とし

同法の適用をうけることとしている。また，間条第 2項は，地方公共団捧が所

-経営する病院事業じついても同法の財務規定等が適用されることとしてい

る。さらに開条第3項は，第 l項，第 2項に示されている事業以外の地方公共

団体が所荷・経営する企業についても，同法を在意的に適用し得る途を開いて

いる。

そこで，われわれは，地方公共団体が所有・ しかっ，地域住民の福祉

の増進に資する地方公営企業の全てが，会益企業のカテゴ 1)ーに属するか否か

を考察したむその考察の結果として，必ずしも上記の内容の地方公営企業の全

てが，公益企業のカテゴリーに属するものでないことを解明した母その理由の

第 1として，上記の内容をもっ地方公営企業であっても，必ずしも日常生活に

不可欠な用役を供給する企業 (GoingConcern)としての意味を有しない地
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もあるからであるむ

第2の理由として，科学技指のrC]上や社会・経済環境の進展などにともなう

生活水準の向上により，同法第 2条第 i項や第 2項に明示されていなL

共自体新有・経営の事業であっても，公益企業のカテゴJ)ーに寓するようにな

もあるからである。問えば，下水道事案のように，同条第 i現には地方

して認められていなく，現状の財務経言語から というよ

り公共事業の色彩が濃いのであるが重生活水準の向上にともない下水道普及率

が逓噂している地i域社会にとっては，器民の健康で文化的な日常生活に資する

事業であるとともに日常生活に不可欠な事業となりつつあるということか

近い将来，公益企業として控翠づけられて然るべき事業もある。

これまでの第一，第二，第三の考察方法の総括をとおして，わが国の語法に

散在する公益事業や公益企業の範践に関する糸をたぐって，わが国の公益企業

の範冨を総括してきた。

これ;の総括から再確認したことは，公益企業関念は制度的概念、であり，摩

文化程度政治経持制度生活様式岳黙環境等を基盤とし社会

ょっ される経済制衰の一つであるので，公主主企業概念を定義す

ベき倍値がないということにはならないという確信をもったことである。

なぜなι社会講造の進化にともない，消費者利益の保護を摂底と

益企業の範盟を発展的に接関し公益企業議会、を定義していかないならば，

に供することの意昧j や「独占規制に対しての見解Jを媛昧にする

ことになり，消費者であるー綾公壊に多大な損失を蒙もせることになり，公益

企業の経営活動が，由民の経済福祉の増進と結び、つかなくなるからであるむ

(注)

(1) Paul J. Garfield and官allaceF. Lovejoy， Public Utility Economics， 

Prentice-Hall. 1対C“， New Jersey， 196'4， p.7. 

山 地方公営会議労{動関係法第 3条

この法律で f地方公言企業Jとは，左〈この場合下)に揺する事業(これに附帯

する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。
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鉄道事業

一，軌道事業

…，自動車運送事業

四，電気事業

五，ガス事業

大，水道事業

七，工業清水道事業

l¥，前苔号の事業のタL 地方公堂企業法(昭和れま手法律第292号)第 2条第 3項の

捜定に蓬づく条例又辻規約の定めるところにより問法第 4輩の規定が適用される

企業




